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開会挨拶   
 

福田康夫 衆議院議員 
APDA 理事長／JPFP 会長／AFPPD 議長 

 
 
 皆様、おはようございます。遠路はるばる

日本へお越しいただき、主催者として感謝

申し上げます。 
 日本は、東北地方の地震、津波災害を

受け、その後原発の問題も起こりましたが、

今、懸命な復興作業をしており、徐々に復

興の兆しが見えてまいりました。必ず復興

いたしますし、次回皆様方が日本に来られ

た時には、その地方に行けば、著しい変化

があることを見ていただけると思います。い

ずれにしましても、今回の皆様方のご参加

を心から感謝申し上げます。 
 今回の会議は、2009 年から 3 年間の計

画で実施されてまいりました ODA に関する

国会議員の能力構築に関わるプロジェクト

の最終年に当たるものであります。 
 現在、世界人口は 70 億人を超えるという

状況になりました。人口問題の重要性は、

ますます高まってきています。しかしながら、

先進国では少子高齢化、途上国では今な

お人口増加が続くという、ひと口に人口問

題といっても、非常に多様性が生じてきて

おります。 
 各国でそれぞれ必要な対応が求められ

ています。ただ共通して申し上げることが

できるのは、この地球という限られた世界で、

人類が人間らしく生きることのできる社会を

構築する、そのためには先進国、途上国を

問わず、人口の安定化が必要であり、世

界人口 70 億をできるだけ増やさないという

努力も必要であります。 
 今回この会議の問題意識は、この多様な

人口問題解決に果たす国会議員の役割

を 明 確 に す る こ と で あ り ま す 。 本 年 は

AFPPD と APDA がスタートして 30 年という

記念すべき年でもあります。30 年前、

AFPPD は APDA が立ち上げましたが、人

口問題に対する理解は様々で、統一した

見解があったわけではありません。 
人口問題に関する議員活動は、人口増

加が地球の将来に与える影響等を理解し

てもらうという啓発活動が中心でした。しか

しその後、人間の活動が気候変動や資源

の持続的な安定供給といったことに与える

影響が明らかとなりつつあります。 
現在では、人口問題が地球規模的な課

題の基盤であるという認識が共通認識とな

っています。時代の変化と共に、議員活動

のあるべき姿も当然変化をしてまいります。

啓発から具体的役割、これが現在の課題

ですが、これは過去 30 年の蓄積を踏まえ

た上での大きな展開であると感じています。

主催者として、皆様方の討議が実り豊かな

ものとなることを確信いたしております。 
皆様方の今回の滞在は数日間という大

変短い期間ですが、日本は秋の紅葉の季

節です。東京では少し早いですが、地方

に行きますと、紅葉の美しい時期です。ぜ

ひお楽しみいただきたいと思います。そし

て食事も絶対に安全ですので、安心して

エンジョイしていただきたいと思います。 
それでは、ただ今から会議を開催させてい

ただきたいと思います。 
 ありがとうございました。 
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挨  拶  
 

能化正樹 
外務省国際協力局参事官 

 
 

外務省を代表し、このような機会をいた

だき大変光栄に存じます。福田会長をはじ

め、これまで人口問題等について多くの取

り組みを先導し、実施してこられた皆様に、

改めて敬意を表明させていただきます。 
このプロジェクトは、我が国政府が国連

人口基金に設置いたしました「インターカ

ントリーな NGO 支援信託基金」を活用した

ものと承知しています。今年で 3 年目に当

たり、これまでの成果を集大成した有意義

なプロジェクトになることを期待しておりま

す。このプロジェクトを企画・実施している

アジア人口・開発協会のご尽力に感謝申

し上げ、このプロジェクトを支えられている

国際人口問題議員懇談会の先生方に、こ

の場をお借りしお礼申し上げます。 
先程、福田元総理がおっしゃったとおり、

世界人口は増加の一途をたどっており、国

連によると、10 月 31 日に 70 億人に達しま

す。これから 13 年後にはさらに 10 億人増

加し、2050 年には 93 億人に達する見込み

です。一般に、開発途上国の中でも貧しい

国ほど人口増加率が高く、人口増加が貧

困、疾病、雇用、食料、エネルギー、環境

等の問題に大きな影響を与えています。 
他方、出生率はただ低下させれば問題

が解決するというものではありません。我が

国は近年、低出生率と高齢化の問題に直

面しています。低出産率からの脱却は、将

来の人口高齢化の進展を弱め、また社会

保障負担の軽減のみならず、日本の経済

社会の活力の増大にもつながると認識して

います。 
 我が国は、人々が自らの可能性を実現

できるような国づくり、社会作りを目指す

「人間の安全保障」を外交の柱の一つに

位置付けています。人口問題を含む保健

分野は、人間の安全保障に直結する地球

規模の課題ですので、我が国としても重視

しています。また、ミレニアム開発目標

（MDGs）に関連し、乳幼児死亡率の削減

（MDG4）、妊産婦の健康改善（MDG5）に

関連する人口を含む保健分野は、達成に

向けた進捗が特に遅れている分野です。 
かつて、我が国も高い乳児死亡率や妊

産婦死亡率の課題を抱えていました。これ

らを克服できたのは、全国の保健医療行

政網を整備し、人口統計を整備し、保健医

療状況を調査し、その結果を踏まえた政

策立案実施を行い、妊産婦手帳制度や国

民皆保険制度を創設したこと等があると考

えています。 
 このように人口分野を含む保健分野は、

我が国の経験に基づく知見を活用しうる分

野です。我が国として積極的な役割を果た

すべく、昨年 9 月の MDGs 国連首脳会議

の際には、2011 年から 5 年間で 50 億ドル

の支援の実施を含め、母子保健等を重点

とした新国際保健政策を発表しました。今

後もこのような国際的なコミットメントを誠実

に実施し、妊産婦と新生児の死亡率を低

下させるため、保健システムの強化に焦点

を当てた支援を行い、母子の命を救うこと

に貢献する方針です。 
我が国の取り組みを一層効果的かつ効

率的に進めるために、先月外務省におい

て、国際協力局内に国際保健政策室を設

置しました。これは我が国の外交において

も、人口問題を含む保健分野を重視して

いることの現れです。保健関連 MDGs をは

じめとする国際保健の諸問題の解決に向

け、引き続き積極的に貢献していきたいと

考えています。 
 最後にこのプロジェクトの成功を改めて

心からお祈りいたします。 
ご清聴ありがとうございました。 
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挨  拶  
 

佐崎淳子 
次期 UNFPA 東京事務所長 

 
 

まず最初に自己紹介をさせていただき

ます。私は佐崎淳子と申しまして、この度

UNFPA 東京事務所の新しい所長に就任

いたします。池上清子さんが何年も活躍を

してこられましたこの東京事務所の所長と

して、皆様方のご期待に添えるよう努力し

てまいります。 
残念ながら、サフィエ・チャーIERD 局長

が今回参加できませんので、代わりに私か

らご挨拶申し上げます。 
今回、ここ東京で皆様方と「人口・開発

分野 ODA 実施における説明責任の向上

に向けた国会議員能力構築プロジェクト

PartⅢ」に参加でき、大変嬉しく存じます。

主催者のアジア人口・開発協会（APDA）、

共催の国際人口問題議員懇談会（JPFP）

に心から御礼を申し上げます。 
皆様方は国会議員として、人口・開発へ

の啓発および投資への大きな責任を担っ

ています。これにはセクシュアル・リプロダ

クティブ・ヘルス（SRH）、ジェンダーの問

題も含まれます。皆様が法を見直し、改正

し、協議し、承認するという責任を果たし、

市民社会と一層協力することで、啓発活

動、意識喚起、活動の持続可能性につな

がります。政権が代わろうと、国会議員の

役割は非常に重要です。 
こうしてお集まりの皆様のように、各地域

の国会議員をつなぐネットワークは、経験

の共用において非常に有用です。ドナー

国、受入国の国会議員同士のネットワーキ

ングにより、人口・開発問題、RH、家族計

画への資金を効果的に増額することがで

きます。そのためには、どのように透明性、

説明責任を持ってドナー援助を利用し、ま

たより多くの国家予算を RH、人口・開発問

題に戦略的に当てていくかを理解し、促進

していかなければなりません。 
私ども UNFPA としましても、皆様方のパ

ートナーとして仕事ができることを大変光

栄に思います。ご存じのとおり、世界人口

は今年 10 月 31 日に 70 億人に達します。

毎年、人口は 7800 万人ずつ増加していま

すが、これはドイツ一国の人口に匹敵して

います。そして、2050 年までには、93 億人

になると予測されています。これは 50 年前

の人口の 3 倍です。 
これは貧しい国にとって大きな課題です。

人々の基本的なニーズを満たしつつ、環

境の持続性も維持していかなければなりま

せん。急激な人口増加の中で、自分たち

でこの問題に対処することが一番困難な

人口のグループにとっては、より大きな課

題となっています。 
例えば、56 カ国の開発途上国において、

最貧困層の女性は、平均 6 人の子どもを

産んでいますが、同じ国でも豊かな階層に

属する女性は 3.2 人の出生にとどまってい

ます。ガンビアでは、思春期の少女の 5 人

に１人が妊娠します。アフガニスタンの

TFR は、平均 7 人に上ります。 
私はこれまでニカラグアの UNFPA 代表

を務めておりましたが、ニカラグアでは出

産の 25％は思春期の女性です。その多く

が計画外で、病院で出産せず、男性パー

トナーに認知されないといった状況です。 
貧しい家族が増えれば、燃料、水、食料、

その他資源の需要が増えます。すでに飲

み水や農業水へのアクセスが十分ではな

い人々は、世界人口の 3 分の 1 に上って

います。気候変動によって事態はいっそう

深刻になると予測されます。これが世界の

現状です。 
人口増加により資源がさらに必要となり
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ますが、貧しい人々、特に女性や子どもが

特に影響を受け、一番苦しむことになりま

す。気候変動、食料の安全保障は、人間

の安全保障に直接関わってきます。これ

は人口に密接に関わる問題であり、人口

を安定化することができれば、各国は国民

のニーズに対処しつつ、環境を保護するこ

とができるでしょう。 
自発的な家族計画を実施し、人々RH

の権利を確保することで、望まない妊娠を

避けることができ、人口増加を安定に導き、

環境への影響を和らげることができます。

これが最も費用対効果の高い対処方法だ

と思います。しかし、貧しい女性たちは、小

さい家族を望みながらも、情報や資源がな

いために自分たちの権利を行使できず、

いつ、何人子どもが欲しいかを決定できず

にいます。 
開発途上国の約 2 億 1500 万人の女性

が、次の妊娠を遅らせるか、妊娠を防ぎた

いと望んでいますが、このニーズが満たさ

れていません。現在、「Hand to Hand キャ

ンペーン」を実施し、2015 年までには、そ

のような満たされないニーズを 1 億人分減

らすことを目指しています。自発的な家族

計画の実施も、向こう 15 年間で 40％増加

させる予定です。 
しかし、こうした多くのニーズに関わらず、

自発的な家族計画に対する支援は、開発

分野の中でも最も資金が不足しています。

こうしたニーズを満たすためには、年間 10
億ドル強を家族計画に充て、2015 年まで

には 15 億ドル以上を充てることが必要で

すが、現在の支援は、5 億ドル程度です。

つまり、現在必要としている額の半分でし

かなく、2015 年までに必要な額の 3 分の 1
に過ぎません。 

多くの国では、妊娠や出産が女性の最

も大きな死亡の原因につながっています。

毎年 50 万人を超える女性が、妊娠または

出産時の合併症で命を落としています。つ

まり 1 分間に 1 人の女性が亡くなっており、

一世代に 1000 万人が亡くなっています。

生命を与える女性が命を落とすことは許さ

れません。妊産婦死亡は世界でも最も大

きな健康格差です。 
出産におけるリスクは、日本では 1 万

1600 人に 1 人、先進国の平均が 7300 人

に 1 人であるのに対し、アフリカにおいて

は 7 人に 1 人という状況です。これはこの

21 世紀において、全く受け入れることので

きない現状です。こうしたあってはならない

悲劇的な死は、広範囲に影響を与えること

になります。母親が亡くなると、子ども、家

族、地域、そして国家が苦しむことになりま

す。母親の国の経済開発への貢献は非常

に大きく、女性の死亡や疾病によって、子

どもの疾病や死亡率が上がり、家族の崩

壊に関わってきます。子どもの教育や、家

庭や地域の生産性にも悪影響を及ぼすこ

とになります。 
望まない妊娠を防ぐには、熟練した出

産介助者、緊急産科ケア、家族計画等も

含めた全般にわたる RH サービスが利用

できる状況でなければなりません。そうする

ことで、人口増加を失速させ、環境への悪

影響を防ぐと同時に、母子の死亡率を低

減することができます。 
また、こうしたサービスへの需要やアクセ

スの改善は、ジェンダーの平等も実現する

ことになります。女性を家族や地域の決定

に参画できるようエンパワーメントを行い、

より良い教育の機会を与えることになりま

す。多くの開発途上国において、全ての

人々が自発的な家族計画を利用できるよ

うにすることは、長期的に人口増が環境面

に与える悪影響を考えると、非常に安価に

できる対策です。 
これまでの自発的な家族計画の成果を

見てみますと、実際に人口増加の速度を

緩め、出産時における母親の命を救って

います。例えば、タイやマレーシアでは、き

ちんと管理された自発的家族計画推進プ

ログラムがあり、大きな成果が出ています。

様々な研究によれば、家族計画のニーズ

を満たすことで、ラテンアメリカとカリブ諸国
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の出生率が 35%削減でき、アジアと西アフ

リカにおいては 15％が削減できるといわれ

ています。 
こうした努力の一環として、UNFPA は、

全ての人々がリプロダクティブ・ヘルスを利

用できるようにし、全ての人々が何人子ど

もが欲しいか、いつ欲しいかを決定できる

権利を行使できるよう、努力を続けてまいり

ます。 
また開発途上国の RH サービスの向上

においては、各国の保健制度の強化も重

要になります。女性が出産をする時に、保

健制度がきちんと機能していなければなり

ません。対応能力のある保健制度がなけ

れば、開発途上国は、今後も気候変動や

食料需給、ヘルスサービスへのアクセスと

いった面で、悪影響を受けることになるで

しょう。 
皆様方からもこのようなメッセージを発信

していただき、私どもと共通の使命を果た

し、各国の主導者に対して、全ての女性、

全ての人類へ責任を再確認していただき

たいと思います。 
国会議員の皆様が次のメッセージを深

く理解し、啓発活動や立法を行い、政府と

市民社会に働きかけていただきたいと思

います。まず 1 番目のメッセージは、家族

計画のニーズを全て満たすこと。2 番目は、

RH を全ての人々が利用できるようにする

こと。3 番目は、保健制度を強化すること。

4 番目は、人口問題とその全ての対策を気

候変動への対策と統合すること。5 番目は、

女性や子どもが、防ぐことのできる要因で

命を落とさないようにすることです。意志が

あれば道は拓けると思います。 
国会議員の皆様方、今回こうしてお集ま

りになり、共に力を合わせることで、これら

を実現できると信じています。 
ありがとうございました。 
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挨  拶  
 

逢沢一郎 衆議院議員 
JPFP 副会長 

 
 

今日はこうして有力な皆様が一堂に揃

っての会議となりました。大変有意義なこと

と理解しております。私自身、国会議員の

有志で作る日本・AU 議員連盟の幹事長と

して、アフリカの様々な問題にも関わって

まいりました。これからもしっかりと取り組み

たいと考えております。 
今年は難民条約ができて 60 年という、1

つの大きな節目を迎えます。日本はこうい

った国柄ですので、多民族国家のように多

くの難民を歴史的に迎え入れることが難し

かったのですが、それでもこの難民条約に

加盟して、ちょうど 30 年目を迎えます。昨

年から、タイに逃れてきましたミャンマー難

民を、いわゆる第三国定住の形で迎え入

れるという、ほんの小さなステップですが、

日本にとっては大変大きなステップが踏み

出されました。私は難民高等弁務官事務

所を支援する議員連盟の事務局長として、

この問題にも関わってまいりました。 
また、昨日、ポリオを撲滅するキャンペ

ーンがありましたが、ポリオと同様にエイズ

やマラリアや結核、あらゆる感染症を排除

していかなければなりません。これには世

界基金が大変大きな役割を果たしてきて

いますが、その世界基金を応援する国会

議員の会である世界基金支援日本委員

会議員タスクフォース・メンバーの代表もし

ております。 
そういった立場を通じて、この人口・開

発の問題にも、福田会長のご指導をいた

だきながら取り組んできました。私も日本の

国会議員の 1 人として、特に外交に関わる

議員の 1 人として、我が国が拠出する

ODA の絶対額がピーク時に比べると、ほと

んど約半分の水準になっていることに大変

な危機感を感じています。 

以前は、日本も経済が非常に好調で、

世界的なバブルであったということが、説

明としては適当かもしれませんが、そういっ

た時代には、一般の国民の皆様、また納

税者の方も、世界のために日本が広く貢

献をすることには大変積極的でもあり、ま

た納税者として寛容でもありました。 
しかし 経済が厳しくなればなるほど、あ

るいは先行きがなかなか見通せなくなれば

なるほど、身の回りのこと、また目先のこと

に非常に神経が集中します。これは日本

だけの傾向ではないかもしれません。その

振幅が日本の場合は大きいということは、

私たち国会議員が深く現実を直視し、また

反省をしなくてはならないと思います。 
世界の平和や安定のために、また 2015

年の MDGs の達成期限が迫っており、こ

れを達成することが ODA 供与国として、い

かに日本の国益に沿うものかを、適切にま

た強力に日本の国民、つまり納税者に対

して説明責任を十分に果たすことが重要

です。 
私たち政治家は言葉を慎重に選ばなけ

ればなりませんが、よい意味で、正しい意

味で、教育をしていかなければならないと

思います。ここで議論されている ODA は、

国民の税金であります。それが途上国の

民生や保健や様々なことに対して、具体

的にどういう形で成果が上がっているのか、

それを説明するのが我々国会議員の責務

であります。しっかりそのことに取り組んで

いかなくてはなりません。 
特に経済や財政が厳しい中で、ODA を

拠出するという状況なら、なおさら説明責

任を十二分に果たしていかなくてはならな

いと考えています。 
また同時に、受入国にあっても同様に
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説明責任が求められることになります。どう

いった財政が組まれ、予算が使われ、そ

れがどんなプラスをもたらしているか、それ

を明確に把握できるよう、それぞれの国の

中でしっかりとした体制を構築いただきた

いと思います。 
初年度、そして 2 年目と、このプログラム

を進めてまいりました。今年は最終年という

ことで、1 年目、2 年目を検証しつつ、しっ

かりとよい成果、結論を得てまいりたいと思

います。 
政治は 国民、納税者から信頼をされな

ければなりません。その信頼を確保するた

めには、政治そのものが、また財政や予算

の使い方の透明性が確保されていなくて

はなりません。そうしたことを十分説明する

責任をお互いが負っていることを、改めて

確認をしたいと思います。十二分に費用

対効果が上がっていることが、しっかりと供

与する側、される側、相互において確認を

されることを心から望みたいと思います。ま

た、望むだけではなく、それを現実のもの

とするために、しっかりとした仕組みを構築

する必要があると考えています。 
我が国は歴史的な円高にございます。

従ってドルやユーロ建てになれば、大変有

利な立場にあるかもしれませんが、ヨーロ

ッパの信用不安がどういう形で世界経済に

悪い影響を与えることになるのか、判然と

しません。アメリカの先行き不安についても、

世界が注目をしておりますが、しっかりとし

た経済、財政運営によって、世界が一体と

して輝かしい未来を手にすることができる

ように努力してまいりたいと思います。 
具体的には、2015 年の MDGs の期限が

迫ってまいりました。いよいよ今月末には、

人口は 70 億の大台を突破すると言われて

います。そんな困難な状況の中、厳しさを

認識すると同時に、お互いが希望を見つ

めながら、国会議員としての責務を果たし

てまいりたいと思います。 
ありがとうございました。 
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セッション 1  
2009 年・2010 年プロジェクトの成果と課題 
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2009 年・2010 年プロジェクトの成果と課題 
 

フレドリック・オウタ 議員 
ケニア 

 
 

略歴： 
 フレドリック・オウタ議員は、ニューヨーク市立大学でヘルス・マネージメントの学士号を取

得し、米国国際神学校で修士号、バイオラ大学で哲学の博士号を取得しました。 
2007 年にケニア西部のニャンド選挙区から国会議員に選出され、現在、保健・農業委員会

委員、議長委員会委員を務めています。灌漑の再生、孤児院の設立、未亡人や高齢者の

ためのプロジェクト等、多岐にわたる活動を行っています。 
 
 

また皆様にお会いでき、このような機会

をいただき、非常に光栄に思います。説明

責任と透明性、また人口・開発問題に関す

る ODA の実施と教訓についてお話をさせ

ていただきます。 
 ご存じのように、ケニアは開発途上国で、

納税者からの収入だけでは、貧困削減計

画を実施するのに必要な資金をまかなうこ

とができません。そのため、ケニアは ODA
の支援によって、特にリプロダクティブ・ヘ

ルス（RH）、家族計画の分野のプログラム

を実施しています。そのために私たちは、

説明責任を明確にし、透明性を確保する

必要があります。 
パリ宣言にもありますが、説明責任をき

ちんと果たさなければ、投資がされなくなり、

国民からの公的機関や制度への信頼を失

い、貧困削減と経済成長が達成できなくな

ります。汚職や透明性が欠如している状況

では、資源動員や配分は困難となり、貧困

削減や持続可能な経済開発に必要な資

源を受け取ることができなくなるでしょう。 
1994 年の国際人口開発会議（ICPD）以

降、人口やエイズに国際的拠出は、ICPD
目標達成に向けて、包括的な RH サービ

スに向けられてきました。こうした援助を合

理化し、開発プロジェクトの効果を高める

ために、2005 年にパリ宣言が採択されまし

た。この宣言には、効果的な援助に向けた、

援助受受入国のオーナーシップ、アライン

メント、ドナー協調、結果重視、そして相互

説明責任が盛り込まれています。 
ケニア政府は、2010 年 11 月、この進捗

を評価し、課題を明確にし、我が国の

2010 年憲法と整合性を持った形で 2011
年から 2030 年の政策に反映させました。こ

れは「2030 年ビジョン」と呼ばれ、達成目

標となっています。 
この 30 年間、多額の ODA 支援をいた

だいたことで家族計画のプログラムが実施

され、出生率が大きく低下しました。その

成功の主な理由は、政治的支援を確保で

きたこと、満たされていなかったニーズに

サービスを提供できたこと、サービスの提

供方法を改善させたこと、サービス提供に

おいて複数の方法を用いたこと、地域に

根付いた方法で提供したこと、効率的な管

理、質の高いサービスや情報を提供し、教

育やコミュニケーション、トレーニングを強

化したことが挙げられます。しかしながら、

いかに援助に頼らない形でプログラムを維

持していくかに関する解決策は見つかっ

ていません。 
これまで学んだ教訓は次のことです。一

つ目に、これまで主に人口や RH に関する

援助は、主にアメリカ、イギリス、ドイツ、オ

ランダ、北欧諸国といった先進国からの 2
国間援助と、UNFPA や、ユニセフといった
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国連組織を通じた多国間援助でした。 
しかしながら、この数年、北米やヨーロッ

パのドナー諸国からのセクシュアル・リプロ

ダクティブ・ヘルスに関する援助額が減っ

ています。日本からの援助はありますが、

援助国において最近では国内で経済的な

状況のために援助は制限されています。 
ドナーは、博愛精神に基づいて援助を

慈善事業として提供しているわけではあり

ません。ドナーには国内・国際的な政治的

関心があり、時にはプログラムやサービス

に対するドナーの決定や影響力が、現地

の人々のニーズに相反するということもあり

ます。一例ですが、アメリカでレーガン政

権から始まった反中絶の流れは、「ギャグ・

ルール」という形で、中絶に関する活動を

行う NGO に対して米国政府は資金援助を

禁止していました。オバマ政権が始まって

から、この方針は廃止され、開発途上国で

は援助の恩恵を受けています。 
国際的な援助追跡システムを構築して

欲しいとの声が上がっていますが、ドナー

の正確な援助状況を把握するのは非常に

難しい状況です。UNFPA によれば、100
億ドルが家族計画に向けられており、その

内 14 億ドルは ODA として拠出され、6 億ド

ルは世界銀行や他の開発銀行、残りの 80
億ドルは先進国の政府と民間による拠出と

なっています。援助国にはそれぞれの政

策がありますが、ODA による効率的なプロ

ジェクトの実施と改革のために、政治的意

思を示していただきたいと思います。政治

的意志がなければ、ODA の使途において

政府の説明責任を明確にできないと思い

ます。 
リーダーシップが改革における有効なカ

ギだと思います。国内の有権者から働きか

けによってドナー協調における政策が作ら

れます。USAID 等の二国間援助の担当機

関は、議会に明確にその使用目的を示さ

なければなりません。そのため、そういった

機関は資金をプールすることはできず、そ

れぞれの援助の出所をはっきりさせておく

必要があります。また、ドナー国から、援助

受入国には適さない方法で説明責任を果

たすように強制されることがあります。 
若者の当事者意識を培っていくことは

非常に重要です。中途退学率を減らし、

避妊具の使用を呼びかけていかなければ

なりません。そのためには、ターゲットを絞

って情報・教育・コミュニケーション（IEC）

プログラムを実施し、メッセージを何度も伝

え、そのインパクトをきちんと評価すること

が重要です。人口プロジェクトによって、避

妊具を広く提供できるようになりましたが、

まだ全体には行き渡っていません。 
 ケニアでは新しい憲法の下、分権化が進

んでいます。またガバナンスのために、予

算策定における国民参加も進められてい

ます。ケニアでは広く国民の意見を反映さ

せ、国会予算局を設立し、予算形成をして

おりますが、この仕組みは素晴らしいと感

じています。法的に独立した国会予算局

でには、経済専門家を配置しています。ま

た、新憲法によって、ケニア国会は予算承

認国会から、予算編成国会へと変化を遂

げました。それにより、予算編成プロセスは

協議に基づいて行われ、法律に定められ

た予算編成サイクルに則っています。 
 結論としましては、ケニア政府では、2003
年に公職倫理法、汚職防止・経済犯罪防

止法を施行し、公職についている者の

様々な職権乱用や利益相反、横領、窃盗

といった犯罪を防ごうとしています。そうす

ることで、ODA 資金の使途についてきちん

と監視をしたいと考えています。 
 ありがとうございました。 
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2009 年・2010 年プロジェクトの成果と課題 

 
ドーニャ・アジズ 議員 

パキスタン 
 
 

略歴： 
ドーニャ・アジズ議員は、パンジャブ大学医学部の外科学専攻を卒業し、カリフォルニア

大学医学部放射線学科で 2 年半医学研究者として勤務しました。 
国会議員に選出されてからは、人口福祉省政務次官を務め、また議会医科歯科審議会の

代表を 5 年間務めました。現在は、保健経済常任委員会委員および女性議員グループの

所属政党の代表を務めています。 
 
 
 この素晴らしいワークショップへの 2 回目

の参加となります。これが最後の年になりま

すが、今まで ODA や ODA を通して実施さ

れているプロジェクトの問題、ドナー国の政

府と受入国の政府間の問題、双方の国会

議員の間の問題、ドナー機関と受入国の国

民との間の問題、受入国の議員と自分たち

の国で実施されているプロジェクトとの問題、

そういった問題について見てまいりました。 
パキスタンは非常に多くの支援をいただ

いている国です。その多くは、テロ撲滅の活

動か、自然災害への救援資金です。パキス

タンでは、2005 年に巨大な地震を経験し、

約 7 万 5000 人が亡くなりました。昨年と今

年は洪水がありました。去年の大洪水では

2000 万人が避難しなければなりませんでし

た。これは歴史上最大の避難者数となりま

した。このようなこともあり、二国間または多

国間のドナーから多額の支援をいただいて

います。 
私がここ 7～8 年で経験したことは、まさに

去年そして今年、私たちがこうして東京に

参集している理由でもあります。つまり、受

入国の国会議員の多くはは、ドナーから資

金を頂いても、それがどのような流れになっ

ているのか全くわからないという状況にあり

ます。これは技術的な問題だということを、

経済委員会に属していた時に知りました。

ODAプログラムの予算は議会に付されない

ので、議会として承認することもありません。

そのため、私たち国会議員は、プログラム

の実行可能性、プログラムの進捗や成果に

対して問う権限はないということでした。 
それ自体が大きな問題であると思います。

私たちは選挙区から選ばれた代表というだ

けでなく、国民の代表として国民の期待を

背負っています。国民の代表として、ドナー

から受け取った援助について何が起こって

いるのか分からないというのは、非常に大き

な問題です。 
 このような APDA のワークショップを通して、

また他の機会に他国の議員と交流し、この

説明責任をきちんと実現していかなければ

ならないと強く感じています。 
経済格差、政治格差、地理的格差を超

えて、各国からの政策決定者が一堂に会し、

世界で何が起きているのかを理解し、話し

合わなければ、こうした問題への解決策を

見出すことはできないと思います。 
官僚の方には申し訳ないのですが、官僚

がこうした問題への解決策を自分たちで見

出すことはできないと思います。 
官僚は本来、ダイナミックな解決策を考

えられるものではありません。パキスタンに

おける私の経験ですが、官僚というのは、

何かが進行中であれば、官僚がこうしたこと

を変えることはありません。官僚的なプロセ

スに口出しし、物事がより良く行われること
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ができないか、他に良い方法がないかと考

え、介入するのはいつも政治家です。こうし

た介入によって、官僚は自分たちの評価を

見直します。 
政治家が、お互いからこのような場で学

べば、自国で国内外からの資金で実施して

いる開発プロジェクトにおいて、行政機能が

より透明性、説明責任が果たせるよう促すこ

とができます。 
 パキスタンのこうした問題の事例をご紹介

します。ODA の問題は、もちろん人口・開

発もその一部ではありますが、もっと幅広い

分野を対象とした話をしたいと思います。私

の経験では、幅広い ODA の問題を対象と

した方が、同僚議員の関心を集めることが

できます。皆が人口・開発問題に興味があ

るわけではありませんので、より幅広い全体

的な問題を提示し、皆を巻き込んでいきた

いと考えています。ドナー資金プログラムが

どのように実施されているか、どのようり立案

されているか、どのように評価されているか、

こうした問題について皆で共有する必要が

あると思います。そのためには、幅広い視

点とテーマを扱うとこで、より多くの人が関

心を示すと思いますし、官僚も巻き込むこと

ができると思います。 
ご存じのとおり、官僚は 1 つの省で生涯

仕事するわけではありません。数年ごとに

省庁間を渡り歩くのが官僚です。政策決定

者として私たちは、官僚全体と話をしていく

ことが重要です。つまり、たまたま今現在、

人口省に勤めている官僚、または保健省に

勤めている官僚だけと話をしても、彼らはや

がて別のポストに配属されますから、また後

任に一から話をしなくてはならなくなります。 
 パキスタンの ODA の例に戻りますが、

2005 年の大地震では多くの方が命を落とし、

壊滅的な被害を受けました。この地震に対

する支援として、まずは救助、そして復旧、

復興が行われました。地震の起きたその日

に、支援のために多国間や二国間の機関

がパキスタンに集まりました。支援のために

来てくださったのは素晴らしいことですが、

しかしながら、どの組織が何をしているのか、

全くわからない状況でした。これが大きな問

題となりました。 
国連機関においても、例えば WHO は

UNFPA が何をしているのかわからず、

UNFPA はユニセフが何をしているかわから

なかったので、様々な活動が重複して実施

されていました。ヘルスケア、食料、シェル

ター等の支援物資についても、重複して持

ち込まれていました。 
こうしたことを受け、我が国の首相が、国

連は 1 つでなければならないと国連総会で

提案しました。何らかの形で制度を設けて、

それぞれの国連機関がお互い連携できる

ような、より良い制度を作るべきだと言及し

ました。 
調整が取れていなかったため、危機的状

況におかれていたにも関わらず、パキスタ

ン政府が、WHO、ユニセフ、UNFPA の調

整を行っていました。これはそもそも国連が

やるべき仕事で、きちんと調整を図ってから、

支援にくるべきでした。 
この当時のパキスタン首相の提案により、

「One UN（一つの国連）」の国連改革につ

ながりました。まず、パキスタンがパイロット

国となり、またタンザニア、モザンビークでも

試されました。このいくつかの国で、国連が

特定の問題について、1 つの制度として調

整し、機能するようになりました。例えば、保

健の問題は、UNAIDS、WHO、ユニセフ、

UNFPA が連携を取って実施しています。開

発の問題では、UNDP と他の 2～3 の国連

機関が連携を取っています。 
ただ残念ながら、過去 6 年間を振り返っ

てみると、パキスタン内ではこの統合の努力

はあまり効果が出ていません。パキスタン政

府は、常に国連に対して、有機的な連携の

成果を見せて欲しいと言っているのですが、

残念ながら、国連機関同士の縄張り争いと

なっているようです。 
ぜひともこうした努力が実を結び、効果的

な実施につながることを願っています。もち

ろん、それには受入国自身も関わっていか

なければなりません。国会議員が援助の透

明性や説明責任について学ぶ必要性につ
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いていえば、国会議員は世論を代表してい

るから、ということがその答えになるでしょう。 
国際機関は、これまでは自分たちの活動

について問われても、あまりオープンにはし

てきませんでした。しかし現在、世界銀行等

の国際機関は、自分たちの活動について

の問い合わせを受け付けるようになってい

ます。インターネットで世界中の誰もが、世

銀が実施しているプロジェクトや拠出してい

るプロジェクトに対しての問い合わせをする

ことができ、答えを得ることができます。 
最近、私はワシントン D.C.で開催された

世界銀行と IMF の議員ネットワークの会議

に参加しました。ラオ議員も参加されていま

した。その際、IMF の専務理事と世銀の総

裁と会談の機会があり、彼らは議会に対し

て透明性を高め、国会議員とより良い協力

関係を構築したという考えを述べました。 
様々な問い合わせに答え、より良い協力

関係を議会と共に構築していきたいと述べ

ていました。これらの多国間機関は、これま

で受入国に対して非常に高圧的でした。い

きなり国にやって来て、こうしなさい、ああし

なさいと命令して、質問は一切受け付けな

いという状況でした。それが最近になって、

国会議員の参加がなければ、彼ら自身が

具体的な結果を各国で出すことができない

と分かってきました。 
パキスタンでの別の事例ですが、最近、

IMF に対して約 110 億ドルの借款を申請し

ました。これは国会で非常に不人気でした。

これまで IMF は、政府としか話をしないとい

う姿勢でした。つまり、与党としか話をしない

ということです。与党が予算の権限を握って

いるからというのが理由でした。しかし、この

110 億ドルの借款は、一つの政府によって

返済されるわけではありません。今後数年

間かけて、政府が変わっていく中で、返済

されることになります。国会議員との話し合

いの中で、IMF の専務理事は、きちんと野

党とも話をしなければ、もしかしたら野党が

そのうち与党になった時に困るということを

認識したようです。彼らが融資を行い、国民

にとって何らかの改革を実行するのであれ

ば、野党を含めた政党とも話をしておくこと

が重要になってくることがわかりました。 
 なぜ、私たちが今日ここに参集している最

も重要な理由は、国会議員からのこうした透

明性や説明責任への要求に対して変化が

出てきているからであると思います。 
昨年、JICA に伺った時、援助実施機関

は、それぞれ独自の評価メカニズムを使っ

て評価を行い、成果を測定しているというお

話でした。良い評価結果にしろ、悪い評価

結果にしろ、評価の様式が機関によって大

きく異なってしまっていると聞きました。 
援助の効果について、パリ宣言、アクラ

宣言で採り上げられました。今年の後半に

は韓国でも援助効果向上に関する会議が

開かれます。こうした会議の場で、援助実

施機関がそれぞれの評価プロセスを統一

することが求められています。例えば、パキ

スタンで USAID と JICA が教育分野プロジ

ェクトを実施しえいる場合に、その 2 つのプ

ロジェクトの成果を比較できるようにするべ

きです。 
援助実施機関がこのアイディアに対して

積極的に取り組み、実際にプロセスの統一

化に向けて動いていることを知り、嬉しく思

いました。 
 世界銀行の年次総会に参加した時、非常

に興味深い NGO の代表とお会いしました。

「Publish What You Fund」といって、ドナー

機関やドナー国に呼びかけ、その NGO の

Web サイトで支援についての情報を開示し

ています。例えば、パキスタンの児童教育

に支援をしたなら、どんな成果が上がって

いるのかを Web で見ることができ、またスリ

ランカやカンボジアの成果と比べることもで

きます。これは、援助のシステムを明らかに

することができる非常に興味深い方法だと

思います。これまで長い間、援助資金は非

常に秘密めいたものでした。 
今日、私たちがここにいるのは、国民を

代表し、国民のために奉仕しているからで

す。国会議員であれば、国民を代表し、官

僚であれば、国民のために奉仕しています。

私たちは同じ目的を持っています。国民の
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生活を改善していきたいと願い、そのため

には、透明性があり、誠実で、双方向で協

力し合う必要があります。 
援助受入国が一方的にドナー国に要求

するというのでは望ましくありません。ドナー

国も援助がうまくいっていないという場合は、

受入国に対してはっきりと言えるような状況

が必要です。スコアカードをお互いに持ち

寄って、現地の実施 NGO を評価し、また同

様に省庁に対するスコアボードを用意し、

汚職が行われていないか、誰かが賄賂を求

めていないかとといったことについても、開

かれた対話を行うべきです。 
国内でこうした開かれた対話を行い、汚

職や省庁内での問題が分かった場合には、

それらの人々に責任を取らせるのが議員の

仕事としです。しかし、そもそも情報がなけ

れば、説明責任を明確にすることも、責任を

とらせることもできません。 
 結論として、APDA、AFPPD、UNFPA、そ

の他の各機関が、こうして議員に対してきち

んと仕事に向き合わせ、議員を教育し、さら

に再教育してくださっていることに感謝申し

上げます。 
国会議員という職は非常に流動的です。

3 年、4 年、5 年と任期があり、幸運ならば再

選できますが、別の人が選ばれてしまえば、

またゼロからこの人たちを教育しなければ

なりません。こういう会合を通して、議員たち

を啓発し続けていただけることに感謝してい

ます。 
 ありがとうございました。 
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討  議  

 

議長： ダムリー・オック 議員 

CAPPD 事務総長 

カンボジア 

 

 

議長： 

 お二人のプレゼンテーション、ありがとう

ございました。質問を受け付けたいと思い

ます。インドネシアの方、お願いします。 

 

レディア・アマリア・ハニファ議員（インドネ

シア）： 

 大変素晴らしいプレゼンテーションをあり

がとうございました。同じような問題をインド

ネシアでも抱えています。インドネシアの

政府もドナー国からどれだけもらい、どのよ

うなプログラム行っているのか、教えてくれ

ません。私たちはここで同じ問題を実感し

ていると思います。 

ただ、皆様の母国の他の議員の方々は

どう思っていらっしゃるのでしょう。私たち

自身でこのような話をしていても、他の議

員の人たちが何とも思っていなければ、政

府はたった 1 人の議員の声を聞いてはく

れません。これを声にするためには、団結

して皆の意見をまとめていかなければなり

ません。 

そこで、私の最初の質問ですが、皆様

の母国の同僚議員はこの問題についてど

う感じていらっしゃいますか。また、この問

題を理解してもらうために、同僚議員にど

のように働きかけていますか。例えば、

ODA について議論するのが経済常設委

員会だけだとしたら、その委員会に属して

いない議員に対しては、どのようにして問

題意識を広めることができるでしょうか。 

 

議長： 

 フレドリックさん、答えていたけますか。 

 

フレドリック・オウタ議員（ケニア）： 

これまで、学んだことを自国に持ち帰っ

て、同僚議員と共有してきました、議員の

中には、自分の選挙区で ODA プロジェク

トが実施されているか全く知らない人がい

ました。 

昨年、私は財務省に対し、国内のあらゆ

る選挙区の ODA の内容を開示するように

との動議を国会に提出しました。財務大臣

がリストを見せてくれた際、多くの議員が自

分の選挙区でこんなプロジェクトが行われ

たのかと驚いていました。 

さらに、私は、各プロジェクトの説明責任

を求めました。どれだけのお金が各プロジ

ェクトに充てられ、実際に使われたのかを

たずねました。多くの議員が非常に驚いた

ことには、 

こうしたプロジェクトには、全く説明責任

が問われていないもいくつかありました。地

元民への説明責任がないだけでなく、ドナ

ー国に対する説明責任もないこともありま

した。この 3 年間、こうして議員の皆様が参

集し、協議を重ねていますが、この問題を

軽視することはできません。 

ケニアにおいて 1 つ言えることは、不正

行為防止委員会が設立されたことで、拠

出金がどのように使われているかを追跡す

ることができるようになったということです。

このシステムを整えたことで、調査ができる

ようになりました。また新憲法の下、ケニア

政府や国民は、資金の不正流用について

報告ができるようになりました。 

ここにご参集の皆様も、ぜひ私がしたよ

うに個人的に動議を提出し、関連省庁が

ODA に関する情報を開示し、議題に上げ
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るよう働きかけていただきたいと思います。

そうすることで、ODA 事業を追跡調査する

ことができ、多くの議員も情報を得ることが

できます。 

 

ドーニャ・アジズ議員（パキスタン）： 

追加ですが、こういった情報を同僚議員

にいかに示すかも重要だと思います。先

程申し上げたように、議員はそれぞれ異な

った興味や利害を持っています。ただ基

本的な興味は再選です。こうしたことに関

連付けなければ、議員の興味を引けない

と思います。 

私の経験では、地域における女性の権

利と言っても、年輩の男性議員はあまり興

味を示さない傾向があります。ただ、彼ら

に話をするときに、「あなたの選挙区でこう

いうプロジェクトが実施されていて、雇用に

つながりました」と話せば、彼らの関心を引

くでしょう。 

私たちの国では「雇用につながる」と言

えば、特に再選の可能性が高くなります。

従って雇用に関する問題には、どの議員

も関心を持っているので、同僚議員に話

す際にはこうした雇用の問題に関連付け

れば、それぞれの選挙区でどのようなプロ

ジェクトが実施され、どのような結果になっ

ているかを見てもらえると思います。これは

私の経験をもとにお話をしていますが、イ

ンドネシアでは状況が異なるかもしれませ

ん。 

また、私もフレドリック議員と同じようなこ

とを行いました。2005 年の財務責任と債務

限度に関する法律に対する修正動議を提

出しました。私の修正案は 2008 年に国会

に提出したのですが、まだ委員会で討議

されるにいたっていません。 

現在、パキスタン政府が 1 億ドル以上の

有償または無償の資金協力を受ける場合

には、議会の承認を必要としています。そ

のため、政府は議会に報告しなくて済むよ

うに、例えば 5000 万ドルを 2 回に分けて受

け取り、議会に報告をしないという方策をと

っています。 

このような技術的な回避策を防止するた

めに、私の提出した改正案は、政府が有

償または無償の資金協力を受ける際には、

1 ドル以上であれば 30 日前に議会に報告

しなければならないというものです。これま

では手続きは全て財務省が自分たちの好

きなように行い、議会には事後報告をする

だけでした。そのため、私の改正案は、30

日前に議会に報告することを要求していま

す。まず最初に小さな一歩から始めなけれ

ばならないと思ったので、このような方法を

選びました。来年、議会の任期が終わる前

に、この改正案について何らかの話し合い

がなされることを望んでいます。 

 

議長： 

 フィリピン、どうぞ。 

 

エドセル・ラグマン議員（フィリピン）： 

 2 点申し上げたいと思います。1 つ目は、 

ODA プロジェクトの資金や実施において、

議員が声を反映できないという指摘は、そ

の通りだと思います。こういった ODA 資金

や実施に関しては、政府が主体で、ドナー

機関やドナー国との調整や交渉によって

行われています。しかしながら、議員がそ

の過程からはずされるべきではないと思い

ます。国会議員や議会は監督機能を持っ

ていますので、それを実行するべきだと思

います。それは事後検討という形だけでは

なく、事業の形成の段階でも行うことが重

要です。そうすれば、資金活用や実施に

議員の意見が活かされます。特に、援助

に関して、例えば外国のコンサルタントを

介入させるように要求している条件や、事

業の成果等を議員としてきちんと見ていく

必要があると思います。議会としては、こう

した監督機能を実行すべきだと思います。 

2 点目ですが、2 種類の ODA があると

思います。いわゆる無償と有償です。借款

については、我が国フィリピンも含め、いく

つかの国では、ドナー国の資金を受け入
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れる場合には、議会承認が必要となって

います。このような面でも議会として、しっ

かり関わっていくことができると思います。 

 

議長： 

 フレドリック ・オウタ議員、どうぞ。 

 

フレドリック・オウタ議員（ケニア）： 

 状況は国によって異なると思いますが、

ケニアの場合は、私たち議会は、政府提

案が自動的に承認されるような状況から変

わってきています。新しい議事規則ができ、

監 視 機 能 を果 たす、 議 員 決 算 委 員 会

（PAC）が設置されました。ODA として入っ

た資金に関しては、財務大臣がサインをす

る前に、議員監視委員会（POC）が大臣を

招へいし、どうしてこの有償資金協力が必

要か、説明を受けることになっています。

POC がその説明に満足しない場合には、

この有償資金協力の受け入れは却下され

ることもあります。 

他国の状況はわかりませんが、かつてケ

ニアでは、議会は紙を受け取って、何も考

えずに自動的に承認の判を押すだけでし

た。しかし今では、PAC の監督機能がどん

どん強化され、ODA の使途について市民

にも認知されるようになっています。 

新しい憲法ができ、こうした議員委員会

の監督機能は定着してきました。何か不正

行為を見つければ、担当の大臣を招へい

します。新憲法によって、以前欠けていた

透明性と説明責任を確保できるようになっ

たと思います。 

 

議長： 

 インドの方、お願いします。 

 

K.S. ラオ議員（インド）： 

 私たちはこの会合を通して、国会議員の

能力構築を行おうとしています。それによ

って人口・開発分野の ODA の実施と、そ

の説明責任を向上させようとしています。 

これまで分かったことは、議員によって

は、自分たちの国がどういう援助を受けて

いるのかもわからないとのことでした。そう

いった状況では、説明責任の向上するた

めの能力構築は難しいのではないでしょう

か。 

例えば、ドナー国が必ず支出の詳細を

国民に知らせることを条件として要求する

ことはないのでしょうか。そうすることに関し

て、受入国の反応はどういったものでしょう

か。もしくはこうした条件は、受入国の反対

にあうものでしょうか。 

 

ドーニャ・アジズ議員（パキスタン）： 

これは、諸刃の剣だと思います。受入国

が簡単に援助を自国の予算に入れてしま

えると、ドナー国は援助の用途に関して把

握できなくなります。多くの国ではこの方法

が好まれています。議会の監視能力が弱

ければ、特にその傾向があります。そうす

れば、予算化して、自分たちの好きなよう

に使えるからです。 

ただ、私の知る限り、ドナー国はそういっ

た状況は望んでいません。ドナー国の議

会で決めた優先事項に従って使ってもらう

ことを望んでいるからです。私の属する経

済委員会では、もし省庁が答えを提供でき

なければ、ドナー機関にコンタクトをとって

います。例えば、USAID に連絡をして、尋

ねています。 

 

K.S. ラオ議員（インド）： 

しかし、議員が詳細を知らない場合には、

どのように説明責任の能力を構築できるの

でしょうか。 

 

ドーニャ・アジズ議員（パキスタン）： 

これは進行中のプロセスですので、とに

かく始めることが必要だと思っています。 

 

フレドリック・オウタ議員（ケニア）： 

ケニアに関していえば、議会の委員会

がそういった役割を付与されました。POC

は、議会を代表して大臣を召喚したり、そ
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れ以上の権限を発揮できます。大臣は

POC の質問に答える義務を負っています。

また、大臣が回答を行うことができなかった

場合、制裁の対象にもなります。これが、

現在ケニアで行われていることです。この

POC についていえば、大臣への答申だけ

ではなく、ドナー国の代表に対しても答申

を要求することができる制度となっていま

す。こうして、援助について明らかにされる

ようになっています。 

 

K.S. ラオ議員（インド）： 

おっしゃることはよく分かります。私が申

し上げたいのは、援助国は透明性、説明

責任を確保するために、何を要求している

のか、ということです。 

 

ドーニャ・アジズ議員（パキスタン）： 

私たちは、こうしてここで能力向上を目

指しています。しかし自国の議会で、ドナ

ー機関に対して「能力構築をして欲しい」

といったことを求めたりはしません。能力構

築は、今日明日とこういった会議で行って

いることだと思います。このような会議で、

能力をつけて自国に戻るはずです。 

 

議長： 

 シフ・カレーさん。 

 

シフ・カレー事務局長（AFPPD）： 

 インドの議員がおっしゃりたかったのは、

ドナー援助がどのようなプログラムを支援

しているかを予算の中で明らかにすること

が必要であるということではないでしょうか。

例えば、あるドナー機関が人口プログラム

を支援した場合、予算にそのように明らか

にされるべきです。つまり、この援助は、

AUSAID から供与され、人口プログラムに

使われている、といったようにです。そうす

れば、少なくとも議会で議論されると思い

ます。 

現在タイでは、国会議員から全ての

ODA の交渉は議会で行われるべきだと要

求が出されました。しかしこの提案は、実

際にはドナー機関から反対されました。そ

の理由としては、議会で議論されると非常

にオープンになりすぎるということでした。 

インドでは、情報法の下で、誰でもどの

ようなプロジェクトに関しても情報を要求す

ることはできるようになっています。私の見

解としては、全ての ODA プロジェクトが予

算の一部になり、必ずしも予算に追加され

るのではなければ、人々がこうしたプロジェ

クトを知ることができ、また予算編成の時に

はきちんとプロジェクトの検討もなされると

思います。 

 

フレドリック・オウタ議員（ケニア）： 

ケニアではそのようなことをまさに行って

います。それは補正予算です。例えば、我

が国の歳入は、保健セクターを維持し、質

の高い医療サービスを提供するには十分

ではありません。そのためには ODA を必

要としています。ドナーが、家族計画やリ

プロダクティブ・ヘルスといった特定の目的

のために拠出した場合は、補正予算として、

それを示す必要があります。政府が振り当

てることになりますが、この ODA は JICA か

ら、これはユニセフから、といったように、き

ちんと示します。これは説明責任のために

も重要です。どれだけのお金がどのプロジ

ェクトに使われたかが、きちんと協議され、

提示されなければなりません。 

 かつては、説明責任がないために不正

がありました。単に予算に計上され、財務

省だけがこれを管理していました。説明責

任はなく、議会で審議されることはありませ

んでした。 

今では国会内に議員委員会が設立され

たので、どのようなお金であれ、国に拠出

された資金は承認をされなければならない

ことになっています。様々な分野で 27の委

員会があり、分野ごとにプロジェクトを監督

をしています。政府機関は毎年度、きちん

と委員会に対して予算を提示し、その承認

を得なければなりません。それに加て、四
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半期ごとにきちんと説明責任を示す必要

があります。 

そして。何か問題があると思えば、議員

にしろ、一般市民にしろ、汚職防止委員会

に付託できます。、汚職防止委員会は、新

憲法の下で設立されました。そのため、ケ

ニアにおいて大臣の汚職の問題は減少し

ました。水資源省は、ODA について質問

を受けました。具体的には、干ばつ緩和の

プロジェクトがあり、ドナーから資金が入っ

てきましたが、ドナーから頂いた資金と実

施内容が合わないことが発覚しました。ド

ナー国は何十億ドルを提供したのに、何

でこれだけのことしか実施されていないの

かという質問を受け、この大臣は現在調査

をされているところです。物事が明らかに

なれば、大臣は他の政府職員とともに、政

治的責任をとらなければならないでしょう。

ケニアは、ODA に対して透明性と説明責

任を強化している最中です。 

 

議長： 

 ガーナの方、どうぞ。 

 

アブドゥル・ラシッド・ハッサン・ペルプオ議

員（ガーナ）： 

 モニタリングや監視を通して、説明責任

や ODA の透明性を獲得したいと思います。

私の国では、全てのファンディングは、議

会の承認を必要とします。事業の進捗の

モニタリングや監視については、まだ十分

ではありません。資金の不正使用といった

こともあります。先程お話があったように、

事後の成果検証だけがなされるというので

は、十分ではありません。 

官僚は、資金や実施プロセスに直接関

わります。アジズ議員がおっしゃったように、

官僚は私たちが期待するような変革を起こ

すような働きはしません。それができるのは

政治家です。残念ながら、政治家も行政

府により権限が制限されており、我々が国

会でできることといえば、すでに起こったこ

とについて審議をすることだけです。 

私たちは進行中のプロセスについても

モニタリングが行えるような権限が必要で

す。しかしながら残念なことに、ほとんどの

議会はこういった権限を持っていません。

これは我々のガーナにおける弱点だと思

います。進行中の事業についても議員が

モニタリングをできるようになるには、どうし

たらよいでしょうか。 

 

議長： 

 スリランカ、どうぞ。 

 

ラメシュ・チャミンダ･ベントータ･パティラナ

議員（スリランカ）： 

 素晴らしいご発表、ありがとうございまし

た。伺いながら 2 つのことを考えておりまし

た。我々が今、アジア諸国で抱えている問

題は非常に類似しているように思います。

国会議員と官僚の話がありましたが、我々

議員だけではなく、大臣でもどのような資

金が入ってきたかを知らないという状況が

あります。 

つまり、我が国では、特に官僚が非常に

大きな役割を持って、どのようなお金がど

のプロジェクトに割り当てられるのかといっ

た決定を行っています。ですから、おっし

ゃったように、我々国会議員や大臣が常に

情報を入手し、官僚にも説明を求めていく

ことが重要です。 

年一回でも、ドナー国から国会議員が

資金供与の内容について説明を受けるよ

うなメカニズムがあれば、自国に入ってき

ている援助について知ることができるように

なるでしょう。 

2 点目に、スリランカにおいては 大臣、

次官、その他の官僚にどのようなドナーか

ら資金を受けたかを質問するようなシステ

ムはありません。ぜひそうしたことができる

ように、検討したいと思います。 

ケニアの議員のお話では、ケニアには

素晴らしい制度がすでに導入され、大臣

に直接質問することができます。スリランカ

では難しい状況がありますが、ぜひそのよ
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うなシステムを導入できればと思います。ま

た、特に説明責任と透明性に関して、ドナ

ー側の意識を喚起する必要があると思い

ます。そうした意識の喚起により、議員だけ

でなく、一般の市民の意識の向上にもつ

ながると思います。 

 

議長： 

 発表者の方、何かコメントはありますか。 

 

フレドリック・オウタ議員（ケニア）： 

官僚は受入国、ドナー国双方に存在し

ます。以前は、我が国の官僚は、様々な責

任を持たされていました。ケニアはガーナ

と同様に、調査・監督をする独立した機関

を設けなければ、官僚はやりたい放題で

す。そのため、おっしゃったとおり、大臣で

さえ知らないという状況でした。しかし、ケ

ニアでは状況は変わりました。もし大臣が、

自分の所管する省庁で何が起きているか

知らないとなれば、職務怠慢として政治責

任を咎められるでしょう。政治家としてきち

んと把握をする必要があります。ケニアで

はそのような政治的責任が果たせないの

ならば、職務怠慢となり、罪に問われること

もあります。 

 国会の話に戻りますが、現在ケニアにお

いて様々な委員会を通したシステムに、自

信を持っています。我が国ではうまく機能

していると思います。ケニアの新憲法の下

で、こうした委員会は権限を与えられまし

た。委員会の権限は国会内だけにとどまっ

ていません。委員会は行政府に対しても

質問ができ、大臣でも誰でも、大統領にさ

え質問を行う権利があります。そうして収集

した情報は汚職防止委員会に付託され、

汚職防止委員会はそれをもとに調査を行

い、責任を果たしていない人たちを裁判に

かけることができるようになっています。ケ

ニアはこのように変革してきました。 

 

ラメシュ・チャミンダ･ベントータ･パティラナ

議員（スリランカ）： 

 素晴らしいと思います。ただ、省庁の仕

事は膨大で、新しく就任した大臣が短期

間で全てを把握するのは難しい場合があ

ります。また、大臣といっても人間ですので、

詳しくない分野もあるでしょう。また、資金も

異なった政府レベルで拠出されることがあ

れば、互いによく知らないことも出てくるか

もしれません。 

 

ドーニャ・アジズ議員（パキスタン）： 

南アジアの植民地を経験した国々には

共通性があります。それは大臣が国会議

員でもあるということです。これが問題なる

こともあります。パキスタンで、大臣に対し

て質問するとなると、彼らも同じ国会議員

なので、尊敬もし、礼節も重んじなければ

なりません。また、特に委員会にメディアが

出席していれば、同僚を辱めることはした

くありません。そのため、どのようなことが起

きているかというと、私たちの委員会では、

大臣に質問することになっていても、わざ

と大臣が出席できない日を選び、官僚だ

けが参加するようにします。そうして、私た

ちは、同僚議員である大臣を辱めることな

く、官僚に言いたいことを言い、聞きたいこ

とを聞きます。 

官僚は、委員会に出席し、国会議員に

面と向かって質問を受けることを嫌がりま

す。大臣が国会議員と政府との間の緩衝

の役割を果たしてくれるので、大臣が出席

することを望んでいます。スリランカでも、こ

うしたことから始めてみるのはいかがでしょ

うか。私たちの委員会でも、大臣が出席し

ていない時には、官僚に対して率直に質

問をぶつけることができる大きな機会です。

また、国会議員が官僚を見はっていること

を示す良い機会でもあります。 

 

フレドリック・オウタ議員（ケニア）： 

メディアの役割ですが、例えば、議会の

議論はテレビで生中継をしているので、一

般市民も実際に議会で話されていることを

生で知ることができます。これは委員会の
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会合にもあてはまります。大臣が質問を受

けている様子も中継され、全国に流されま

す。ですから国民は、ある省庁で不正が行

われている、といったことも知ることができ

ます。 

メディアは独立しているべきだと強く思

います。これをまさに議会に導入しました。

つまり、議会のやりとりは全てメディアを通

して開示されています。こうすることによっ

て、説明責任と透明性を高めることにつな

がると思います。 

 

議長： 

 他にご質問やコメントはありますか。討議

のポイントですが、ODA の使われ方につ

いて、説明責任や透明性を高めるための

モニタリングや監視のメカニズムが必要だ

というお話がありました。また国によってメ

カニズムも異なっています。パキスタンとケ

ニアの実例も挙げていただきましたが、多

くの場合には、ODA のモニタリングと評価

という面で、まだ十分には機能していない

国が多いことがわかりました。 

カンボジアの例では、ODA の資金供与

においては、情報を共有することができる

ようになっています。政府がまず計画を策

定し、それを議会に提出し採択します。そ

の後で ODA を実施するという、そういった

体制になってきています。 

カンボジアでは現在、国のリーダーであ

る政府、議会、国王が同じ考えを持ち、緊

密に情報を共有し合うよう協議する場を設

けています。また全部のプロジェクトが、議

会によって承認されなければなりません。 

しかし、モニタリングや評価のメカニズム

については、まだ国民や野党からは批判

が出ています。私たち議会には、大臣を招

へいして、議会で説明を求める権利がある

ことが憲法に明示されています。また、メデ

ィアも国民が自由に情報を得られるように

しています。 

 皆様、ありがとうございました。
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セッション 2  

先進国からみた ODA の優良事例と優先的課題 
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先進国からみた ODA の優良事例と優先的課題 

 
高橋千秋 参議院議員 

前外務副大臣／JPFP 事務総長 
 
 

略歴： 
  高橋千秋参議院議員は、外務副大臣、経産省政務官を歴任し、現在は民主党・新緑

風会副会長、経済産業委員会筆頭理事、並びに国際人口問題議員懇談会（JPFP）事務

総長を務めています。 
 
 

ただ今ご紹介いただいたように、つい先

日まで外務副大臣として、今日のテーマで

ある ODA についても関わってまいりました。

日本の国際人口問題議員懇談会（JPFP）

の事務総長を務めさせていただいており、

皆様の国々にも、人口問題での調査という

観点から何度か行かせていただいていま

す。ようこそ日本にお越しいただきました。 
現在、国会が開会中で、今日は様々な

委員会等が開かれているので、JPFP メン

バーもなかなか参加しづらい状況にあり、

お詫び申し上げたいと思います。 
今日は日本の ODA について、供給側

の立場で、どういうところが問題なのかをお

話をさせていたきたいと思います。日本は

ご存じのように、3 月 11 日に大震災が発生

しました。皆様の国々からも多くのご支援

をいただき、心より感謝を申し上げたいと

思います。皆様の国々約 150 カ国から、

様々な形でご支援をいただきました。多く

の国々が我々を支援してくださったのは、

これまで日本も ODA を頑張ってきた成果

の 1 つではないかと思います。 
グローバル化が進み、今もヨーロッパで

は EU の財政危機の問題を含め、多くの問

題がありますが、ODA の必要性について

は、今私がここで説明する必要もないと思

います。日本は、リーマンショック以降、経

済が大変厳しい状況にありましたが、よう

やく昨年の冬、リーマンショックの前程度に

まで回復しつつあると思っておりましたら、

3 月 11 日に大震災が発生し、亡くなった方、

行方不明の方々は約 2 万人にのぼってい

ます。数多くの方々が避難を余儀なくされ

ています。今、少しずつではありますが、

復興、復旧を行っている最中です。 
復興のための国会の予算委員会が今

週から始まりますが、復興に多くのお金を

必要とする中で、この ODA の予算をどうす

るかが大きな議論になっています。海外に

これまで手を差し伸べてきたこと、その成

果が皆様の国々から支援をいただいたこ

とに反映されました。しかし一方で、被災

地の方から見ると、海外に手を差し伸べて

いる余裕があるのか、日本が現在こういう

状態の中で、ODA の予算は削減すべきで

はないかという議論があるのも事実です。

どうしてもこういう災害が起きると、考えが

内向きになり、海外のことを見る余裕がな

い状況にあります。 
日本は ODA 供与国として、一時期は世

界一の地位を占めていました。ところが、こ

こ何年かは、どんどん予算が削減され、右

肩下がりの状態になりました。現在ではピ

ーク時の半分程になっています。我々とし

てはせめて現在の水準の予算を何とか確

保したいという思いは強いのですが、なか

なかそうはいかない状況にあります。 
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ODA 事業量もだんだん減ってきていま

す。これまで円借款という形で実施してき

た事業の返済部分を入れると、ここ数年は

少し上がっているのですが、しかし、実際

の事業量そのものは右肩下がりの状況に

あります。 
現在、日本は支出純額では世界第 5 位、

支出総額では第 2 位です。アメリカが数年

前に、日本を抜いて第 1 位になりました。

日本はイギリス、フランス、ドイツに次いでド

ナー供与国としての地位は確保していき

たいと考えてきました。私も外務副大臣の

時に努力しましたが、残念ながらこの震災

を受けて、全ての分野を見直して、この震

災の復旧、復興のために充てることになっ

たので、少し減額をしなければならない状

況にあります。ただ、我々とすれば、この復

興、復旧のための手当てが終わったら、改

めて ODA の予算を増額していきたいと考

えています。 
ODA については、これまで何度も様々

な議論がなされていますが、ODA の重要

性については、私が言うまでもありません。

多くの議員がそれについては理解をして

います。我々国会議員は、それぞれの地

方の選挙で選出されます。選挙で選ばれ

ている以上、特に今年のような災害が発生

した時には、なぜ海外にお金を拠出する

のかというその重要性について、きちんと

説明をしなければ、有権者の理解は得ら

れません。特に日本の場合は、非常にコン

プライアンスが厳しく問われます。きちんと

説明できるよう計画を組み、そういう努力を

しながら、我々とすれば ODA を今後是非

拡大をしていきたいと思います。 
そういった中で、何が一番必要なのでし

５
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ょうか。それは私たちを選挙で選んでいる

国民の方々に、きちんと ODA の重要性を

認識していただくことだと思います。つまり、

国民の支持が一番重要ですので、国民の

支持を得るにはどうしたら良いのかを考え

なければなりません。そのためには、ODA
の成果を国民に示す必要があります。とこ

ろが中には、きちんとした説明ができない

事例や、優良事例が国民にこれまで説明

をされてこなかったという問題があり、しば

しばマスコミに叩かれています。 
ODA の透明性については、途上国に

おいて、先進国のどの国からの ODA が拠

出されているかということが、議会できちん

と報告をされていないことが時々あります。

ここはしっかりとそういった報告をしていた

だかなければならないと思います。 
もう 1 つは、政府と政府の間で、どういう

契約がなされているかもわからない場合が

結構あります。実際に、我々供給側から現

地へ行ってみた場合でも、政府の中でどう

いう契約がされているのかがわからない場

合があります。そういった場合、日本に限

らないと思いますが、ODA で失敗したりす

るとマスコミによって新聞に延々と書かれま

す。特に日本の場合は、マスコミが連日政

府に対する批判等を繰り返している中で、

ODA のような場合はメディアから特に批判

にさらされることが多々あります。 
何が課題なのかを考えて見ましょう。1

つには、日本では ODA は透明性をもって

契約をして、その国の国民の方々に直接

しっかりと行き届いているという、コンプライ

アンスを確保するためのコストが大変膨大

なものになってきています。本来であれば、

直 接 事 業 に お 金 を 投 下 で き る も の が

100％であって欲しいのですが、コンプライ

アンスを確保するためのコストが非常に高

額になってきているという現状があります。 
もう一方で、援助を受け入れる側におけ
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るグッド・ガバナンスの問題があります。先

程、透明性の話をさせていただきましたが、

一部の国では、いわゆる権力者が ODA を

上手に使って、自らの懐を肥やしてしまう

ようなことが発生してしまう場合があります。 
私がこの JPFP の事業でアフリカの国に

視察に行った時、ある田舎の診療所を訪

問しました。そこに日本の看護師の方が手

助けに行っていました。日本はその国に、

そういった病院や診療所等のためのお金

をかなり拠出していたのですが、実際に現

場に行くと、途中でその資金が止まってし

まっていて、事業を実施する人のところに

届かなくて大変困っていると言われました。

そういう話を、直接その場で聞きました。そ

のようなことを避けるためにも、受入国側も、

しっかりとしたグッド・ガバナンスを作ってい

ただかないと、日本側としていくら一生懸

命努力しても、拠出が出せない場合があり

ます。 
この問題は言うほど容易な問題ではあり

ません。先進国である供与国側と受入国

側の考え方には大きなギャップがあります。

受入国側の常識で考えると、当たり前だと

一蹴される場合であっても、提供国側の方

から見れば通用しない、という場合がありま

す。当たり前ということではなく、なぜそうな

っているのかを説明しなければ、我々とす

れば、それを決定する立場にある国会議

員やそれぞれの役所の方々にご努力いた

だくこともできなくなってしまいます。受入

国側の方も、是非、そこを考えていただき

たいと思います。 
この受入国側と提供国側に共通する課

題は何でしょうか。それは、どちらにおいて

も国民の代表である国会議員の方々に、

適切な情報が入っていないという点です。

受入国側の方では、国会議員それぞれの

方々に、例えば先程申し上げた、どういう

契約をしているのか、どういうことに役立っ

ているのか、そういった情報が入っていな

いことがよくあります。 
供与国側にも課題があります。もし我々

日本の国会議員が情報提供を要請します

と、先進国では今度は非常に詳細な情報

が出てきます。詳細すぎて、よく訳がわか

らなくなってしまう場合があり、政治的な判

断を阻害してしまう場合があります。言葉を

変えれば、コンプライアンスをあまりにも厳

密にした結果、必要な欲しい情報の形で

はなかなか上がってこないということになり

ます。先進国側とすれば、複雑化している

コンプライアンスをもっと明快なものにする

必要があると考えます。なるべく明瞭に、

我々国会議員や国民に説明できるような

システムを作っていかなければならないの

と思います。 
もう一方で、受入側に更なる課題があり

ます。皆様の国々は違うかもしれませんが、

一部の途上国では、野党の国会議員なり、

一般の国会議員がそれを説明するようにと

言うと、“それは政権をとってから言え”と、

一蹴されてしまう場合が結構あり、なかな

か国会議員にその情報が入らないと聞い

ています。 
しかし、これには問題があります。供与

国側であっても受入国側であっても、国会

議員は選挙区の人々に選挙で選ばれて

います。その意味から、国会議員には、選

挙民にきちんと説明できる情報が入らなけ

ればなりません。しかしお互いになかなか

そうなっていません。 
これにはどうしたらよいのでしょうか。人

口問題は政府などが強制できない分野で

す。国民の理解がその基本です。その点

からも国会議員の役割は非常に重要です。

ODA にも様々な分野があります。私も担

当させていただきましたが、多くの分野は

インフラ建設に関わるものです。アフリカ、

アジアに我々が拠出する何百億円という

お金は、港や道路を造るインフラ分野に関

わっています。しかし、人口に関係をする

予算は、そんなに大きな額ではなくても、

できることが数多くあります。その優先順位

を決める時に、国会議員の発言や役割が、

大変重要になっています。 
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具体的に人口分野への支出を増やす

ためには、日本でもそうですが、賛同する

議員の数を増やすことが必要です。その

議員をどのようにして集めていくのかが重

要になってきます。人口に関するフォーラ

ムとして、受入国側でも、供与国側でも、そ

の仲間を増やさないと発言力は強まって

いきません。 
そこで、日本でも与野党超えた形で

JPFP を作って活動しています。それがアジ

ア・アフリカ地域で連帯し、そのような議員

ネットワークの中で、この ODA はこういう形

でそれぞれの国で役に立っているという優

良事例や、どういうことがそれぞれの国で

必要なのかというニーズといった情報交換

を、直接そのフォーラムの中で行っていく

ことは大変重要な意味を持っています。 
今、日本でも APDA を中心にそういった

活動をしていますが、現在の日本の状況

では、経済の問題があったり、震災のこと

があり、我々が取り組んでいるような人口

問題になかなか目が行きづらいのも事実

ではあります。しかし、我々としては、こうい

う会合の機会を作って、情報交換をしてい

かなければならないと思います。その中で

国会議員が結果責任のとれるメカニズムを

作っていかなくてはならないと思います。 
先程申しましたように、我々国会議員に

は、国民に「こういう ODA はこういう形で役

立っている」、それに伴って「こういう結果

が出た」と、説明する義務があります。報告

したことで、本当に国会議員たちが間違っ

た選択をしたことがはっきりすれば、その

結果責任をとらなければなりませんし、そう

ならないためにも、きちんとした ODA がで

きるような形のメカニズムを作っていく必要

があると思います。 
そこで ODA の供与を受ける受入国と提

供国の両方が協働できる共通のメカニズ

ムを構築することが課題となります。お互

いに非常に簡単でわかりやすく、正しく、き

ちんと国民に説明でき、お互いが納得でき

るような仕組みを作ることが必要です。 

そこで、まず一番に重要なことは、必要

な情報を取れるようにすることです。コンプ

ライアンス等を含め、複雑なシステムを明

瞭で簡単にするための情報管理メカニズ

ムを作っていく必要があると思います。 
国によっては簡単に事業実施ができる

国もあるかもしれませんが、多くの場合、大

変な面倒くさい手続きと、大変な報告書も

あり、それぞれの国の事情による不透明な

部分が生じています。こういう部分をもっと

明確に分かりやすく、簡単にするための努

力が必要ではないかと思います。 
私はこれまで、外務副大臣として政府の

ODA 案件の調印式などにも参加させてい

ただきました。今、政府側を離れましたが、

一人の国会議員として、その役割を果た

すために、この APDA を活用して、今実施

しているようなプロジェクトを推進していき

たいと考えています。 
これは受入国側でも同じだと思います。

政府だけではなく、その政府に関係のな

い国会議員も、このことに興味を持ってい

ただき、そこで仕事をしていただくことは重

要なことです。この点を、それぞれの国に

お願いをしていきたいと思います。 
今日、こういう形で皆様と情報交換をし

ていますが、そのためのシステムを作ると

いう努力について、ぜひ今後も皆様のお

力をお借りしたいと思います。そのシステ

ムができれば、それぞれの受入国側にお

いても、各国で様々な問題があると思いま

すが、そういった情報を提供し、交換をす

ることで、それぞれの国のガバナンスをし

っかりと構築することができると思います。 
我々とすれば、それぞれの国に本当に

役立つ ODA をしっかりと作っていきたいと

いう思いは変わっておりません。今日集ま

っていただいた皆様のご協力をお願い申

し上げたいと思います。 
冒頭に申しましたが、今日本では大震

災で、大変なお金が必要だと言われてい

ます。今週から第三次補正予算の審議が

始まります。補正予算は、本予算ではなく、
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臨時に作る予算ですが、第一次、第二次

とも震災以後、すでに 2 度審議をし、それ

でも足りないため、今回第三次補正予算

を編成中です。その後、来年度の本予算

を作ることになります。日本の予算は約 90
兆円ですが、このうち約半分を国債という

借金で賄っています。毎年借金が積み上

がり、膨大な借金があるわけです。 
アメリカや EU 等の先進国も同じような状

況にありますが、日本の場合は、特に震災

を受けて、第三次補正予算という緊急の

予算だけでも 12 兆円が必要です。この財

源をどうするのかという議論をこれから始め

ていきます。その中の課題としては、当然

支出をどこかで減らさなければなりません。

一方で増税という問題があり、何の税金を

これから増税するのかという議論をこれか

らしてまいります。当然、国民の方々から

すると、コストカットもしていないのに増税を

するのはおかしいという疑問が出てくるの

で、どこかでコストカットをしていかなくては

いけません。 
その時に、優先的にコストカットする中

に、この ODA が入らないようにしていきた

いと考えています。しかし、震災後の日本

国民にとって、ODA の重要性はわかるけ

れども、今日本が大変な時に海外にそん

な手当てをする余裕があるのかという議論

は、たぶんこれからも出てくると思います。

そこは我々とすれば、十分がんばっていか

なくてはならないと思っています。 
今年 5 月上旬に TICAD フォローアップ

閣僚級会合がありました。TICAD は日本

が中心となり、アフリカの国々と協力をする

ための会議ですが、そこで私も共同座長

をさせていただき、日本政府として今、震

災が大変な時ですが、アフリカに対する

ODA を削減せずに供与していきたいと表

明をさせていただきました。そのために、こ

れからどのようにして、そのお金を手当て

するのかを議論をしてまいります。その議

論をするために、透明性のある情報を皆

様からいただきたいと思います。 

我々は様々な情報を、しっかりとは国民

に提供し、説明をしていかなければならな

いと思いますし、しっかりとした情報提供を

するためにも、受入国側の協力は欠かせ

ないものです。 
その意味で、会議に参加されている皆

様は、各地域議連の役員の方であり、国

の数としてはそれほど多くありませんが、そ

の波及効果には大きなものがあると思いま

す。皆様方の努力で、この活動を通じ、そ

れぞれの国にネットワークを是非広げてい

ただきたいと思います。また、それぞれの

お国で、国会議員を交えた仲間を作って

いただけるように是非お願い申し上げたい

と思います。 
短い滞在とは思いますが、もし機会があ

れば、東北の方にも足を運んでいただけ

ればと思います。被災地は大変厳しい状

況ですが、それ以外の地域は、これから美

しい紅葉が始まります。日本の秋を楽しん

でいただければと思います。 
ちなみに、日本は災害大国といわれて

おります。夏には、私の地元の西の地域で

は大きな台風が襲来し、大変な大きな被

害をもたらしました。多くの方々が亡くなり、

家が倒壊しました。気候変動に伴い、今ま

での経験したことがない量の雨が降るよう

になり、災害が多くなっています。地震は

日本中どこでも起き得ると予想されている

中で、それに備えるための準備も、政府と

して大きな課題として残されています。しか

し、日本は必ず復興できると思います。 
私も先週、1 週間程前に東北へ行って

まいりましたが、予想以上に早い復興がで

きているのではないかと思います。まだま

だ現地の方々からは、大きな不満もいただ

いていますが、なんとか日本も復興してま

いります。そのことをお伝えして、私からの

報告とさせていただきたいと思います。 
 ありがとうございました。 
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討  議  
 

議長： グェン・ヴァン・ティエン 議員 

VAPPD 副議長／VAPPD 事務局長 

ベトナム 

 

 
議長： 

高橋先生、ありがとうございます。多くの

国が日本から、インフラや保健分野の支援

として ODA をいただいていると思います。

それぞれのアジアの国には、JICA が支援

している病院というのが必ず 1 つはあると

思います。また医療従事者の能力構築の

支援等もいただいています。 

今日、ODA 受入国を代表する国の議員

を代表いたしまして、日本に対して感謝を

申し上げたいと思います。日本の長期に

わたる ODA によって、私どもの生活状況

や保健分野が改善されました。また、昨年

の地震によって被災された方々に心よりお

悔やみを申し上げます。日本が震災を克

服して立ち直ることを祈っています。 

高橋先生のお話を受けて、これからディ

スカッションに入っていきたいと思います。

フィリピンの方、お願いします。 

 

エドセル・ラグマン議員（フィリピン）： 

 受入国で不正が発覚した場合、ドナー

国やドナー機関からの制裁はあるのでしょ

うか？ 例えば、その後の援助は受けられ

るのでしょうか。 

 

議長： 

 スリランカ、どうぞ。 

 

ラメシュ・チャミンダ･ベントータ･パティラナ

議員（スリランカ）： 

 日本からスリランカへの継続的な支援に

感謝申し上げます。特に、インフラと保健

分野にご支援をいただいています。 

 今朝、資金の透明性についてお話があり

ました。援助国として、受入国の議員や国

民のための啓発プログラムを行っていただ

きたいと思います。 

支援の中で、開発や人口問題に関して

はどれくらいの割合が充てられるのか、そ

ういったことにもっと焦点を当てていただき

たいと思います。特に、こうした会合を通し

て、受入国の人々の声を聞いていただけ

たらと思います。 

 

議長： 

 ありがとうございます。インド、どうぞ。 

 

K. S. ラオ議員（インド）： 

 今日本が厳しい状況にあるにも関わらず、

ODA の支援を続けることを表明してくださ

ったことに感謝を申し上げます。お話の中

で、援助の策定や、評価にも関わったとい

うお話も伺って嬉しく思います。 

私の質問ですが、支援の制約はあるの

でしょうか。つまり、援助もしくは貸付は予

算化されなければならない、という条件は

援助国から付けられているのでしょうか。 

どのくらいの援助もしくは貸付を受け、ど

のような目的かといったことが知らされれば、

私たちは、そういった資金がきちんと使わ

れているか、何が不足しているか、どのよう

に改善できるかを見ていけると思います。 

お話の中に、議員の草の根とのつなが

りにも触れられていて、嬉しく思いました。

議員がそうした草の根と関わらなければ、

役割を果たせません。 

もし受け入れ側の政府が、こういった情

報を開示しないということがあれば、少なく

とも私たちには、この AFPPD を通して情報

を得ることができます。そうすることで、私た

ち議連のメンバーは、お互いに貢献でき、
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自分たちの国民に対しても情報提供がで

きます。また、援助供与国のニーズを反映

する形で、どのようにしたら有効に使うこと

ができるかを提案することができます。そう

することで、皆様の善意も理解され、感謝

も深まるでしょう。 

なぜこういった話が今までされてこなか

ったかのか、理由をお聞かせいただきたい

と思います。 

 

議長： 

 ありがとうございます。ガーナ、どうぞ。 

 

アブドゥル・ラシッド・ハッサン・ペルプオ議

員（ガーナ）： 

 日本が一体となり、私たちの人々のニー

ズを汲んだ形で援助してくださり、ありがた

く思います。このモニタリングに関して、具

体的にわからないところがあります。特に

開発支援に関しては、各国で法整備を行

い、モニタリングがきちんと行われるように

して、資金が透明性をもって使われるよう

にする。こういったことが、説明責任だと思

いますが、これは議員の能力によるもので

はなく、制度がなくてはこういったことを行う

ことはできないと思います。 

ガーナにおいては、決算委員会があり

ます。ここでは支出に関するお金は 1 ドル

から審査されます。これは制度として行わ

れます。しかし、これはすでに使われた資

金についての審査です。私たちが行おうと

しているのは、資金が実際に支出される際

にモニタリングをすることです。しかし、議

員も忙しいので、そうしたモニタリングを行

うことが難しい状況です。 

今のシステムを使いながら、支出がされ

た後ではなく、実際に支出がなされる際の

モニタリングをどのように行うか、皆様に案

があれば教えてください。 

 

議長： 

 ザンビアの方、お願いします。 

 

ヴィンセント・マレ議員（ザンビア）： 

 ザンビアも日本から多くの ODA を長年に

わたって受け入れてきました。私たちの国

民を代表しお礼を申し上げます。 

多くの国で ODA はひも付きになってい

ます。例えば、ガバナンスの向上がその実

施条件となっていることがよくあります。特

にヨーロッパの多く国は、汚職に関して対

策を打たなければ資金を提供しない、もし

くはグッド・ガバナンスや、人権、監査の機

能や反汚職委員会の機能を強化しなくて

はならないと言われます。 

ただ日本からの支援に関して言えば、

それほど多くの条件はついてきません。そ

れは他の国のガバナンスに関しては、意

図的にあまり関与しないほうがいいと思っ

ていらっしゃるのでしょうか。透明性と説明

責任を高める上では重要だと思いますが、

なぜ皆様はこういった分野でおとなしいの

でしょうか。 

 

議長： 

 カンボジアの方、お願いします。 

 

ダムリー・オック議員（カンボジア）： 

 お話に感謝いたします。他国のことは存

じませんが、カンボジアでは、政府と議会

が密接に連携し、ODA に関し情報交換を

行っています。また、私たちは援助国とも

密接な関係を保っています。援助国の条

件を受け入れ、モニタリングや評価につい

ても協力体制をとっています。 

日本政府から、私たちが困難な時期に

ご支援をいただきました。日本は、津波と

いう被害を受けましたが、私たちの国への

支援は続けてくださっています。私たちの

国民は、常に寛容に援助をしてくださって

いることを感謝しています。これからも協力

体制を続けていきたいと思います。 

 

議長： 

 シフ・カレーさん、どうぞ。 
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シフ・カレー事務局長（AFPPD）： 

日本はこの分野の議員活動において、

素晴らしい成果を挙げられました。日本信

託基金（JTF）を設立し、10 年以上もご支

援くださいました。心より感謝申し上げます。

外務省や JICA は Web サイトでどの国でど

のようなプロジェクトを支援しているかという

リストを開示していますか。こうした情報は

非常に有用だと思います。市民社会がこう

したプロジェクトの進捗状況を見られるよう

な手段はありますか。 

 

議長： 

 インドネシア、お願いします。 

 

レディア・アマリア・ハニファ議員（インドネ

シア）： 

 シフ・カレーさんの質問に追加ですが、

Web サイトの代わりに、私たち議員に対し

て開示される、日本側から公表されている

ODA の評価データというのがあるのでしょ

うか。私たちはこういったプロジェクトに関し

て、日本側に意見も知りたいですし、監視

をきちんと行いたいと思います。そうした情

報はほとんど入ってきません。 

 

議長： 

 では、高橋先生、お願いします。 

 

高橋千秋議員（日本）： 

 多くのご意見ありがとうございます。それ

ぞれの国で事情が違うかと思います。今日

私が言わせていただいたのは、日本から

見ての話ですので、違和感があるところも

あるかもしれませんが、それぞれの国の事

情も考慮した上で、考えていただければと

思います。 

 モニタリング、評価の話がありましたが、

実際これまで、日本のやり方として予算が

決まった場合に、結果は当然公表してきて

いますし、インターネット上で見ることもでき

ます。その中の経緯についてまでは、それ

ぞれの世界中の国で様々な案件があり、

膨大な量ということもあるため、全ての経過

を見るというところまでは至っていないかと

思います。ただ、当然そこまで必要になっ

てくるとは思います。先程申し上げました

が、そこまでするための事務作業にしても、

様々なコストがかかってくることもあり、これ

は痛し痒しのところがあるのではないかと

思います。 

インド等はもう厳しいシステムを作ってい

ると思います。特にインドの場合は、地方

政府が強いので、なかなか日本と同じよう

な形にならないのかと思います。インドは

厳しい部分も多くありますので、国会議員

の役割という部分で考えると、インドと日本

とは少し違う部分もあるかもしれません。 

日本はおとなしいというお話をザンビア

からいただきました。これは日本人の性格

なのかもしれません。私もいくつかの国に

視察に行きました。日本はこれまで ODA

で、堤防や橋の建設といったインフラのお

金をずいぶん出してきました。ところが、今

年も現地に行って思ったのは、日本は資

金を提供して良いことをしているのですが、

日本がやったかどうかもわからないこともあ

ります。 

先程、ひも付きという話がありましたが、

日本の ODA については基本的にひも付

きではありません。日本の企業が行って仕

事をするのではない場合が結構あります。

日本がお金を出しても、例えば韓国や中

国の企業がその工事を受注したりすると、

どこの ODA なのかわからない状況が結構

あります。 

特にどこの国とは言いませんが、行くと

建物より大きな看板を掲げているような

ODA の仕方もありますが、日本は遠慮深

いものですから、小さい看板しか付けませ

ん。そういった意味では、おとなしく見える

かもしれません。ただ、国内的にはコンプ

ライアンスは非常に厳しく問われており、そ

れぞれの国々でもしっかりと対応していた

だきたいと思います。今後の課題として、

それぞれの国と協力をしていかなければ
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ならないと思います。 

 先程、インドネシアの方から評価の話を

いただきましたが、これは当然日本でも監

査があります。この監査を受けて適切にお

金が使われているのかを評価する仕組み

があり、それは厳しくチェックをされます。し

かし、膨大な量の情報を国民にどのように

して理解していただくのかは本当に難しい

ところです。我々国会議員が概略をつか

んで、説明をするという方法が一番手っ取

り早いのですが、国会議員もこの情報が膨

大すぎてわからないということが多々ありま

す。そこはもっと簡単にするべきではない

かと先程申し上げましたが、そのコンプライ

アンスを確保するという部分と、簡単にす

るという部分とは相反するところがあり、こ

の辺はなかなか我々としても悩ましいとこ

ろです。あとは、楠本さんからフォローをお

願いします。 

 

楠本修事務局長・常務理事（APDA）： 

高橋先生の発言に少し補足をさせてい

ただきます。今回の会議はAPDAが中心と

なって組織していますが、基本的なアイデ

ィアは、日本の JPFP の先生方と話し合っ

ている中で出てきました。従って、その内

容は、私としては先生方の考えられている

ことと、さほど違和感はないかと思いますが、

合意をとったかというと合意とっている訳で

はないので、そういった意味では個人的な

意見としてお聞きください。 

 まず、ガーナの方、システムがなければ

仕方がない。まさしくその通りです。国会

議員の先生方にそのシステムを作ってい

ただきたいが、このプロジェクトの一番大き

な目的です。明日、櫻井新 AFPPD 二代目

議長が講演されますが、よく彼は、「国会

議員は立法ができる、国民の代表なのだ、

必要なら制度を作ればいい」とおっしゃい

ます。ここが法律に縛られて、法律の枠内

でしか行動できない官僚と、国会議員の

先生方との大きな違があると思います。そ

ういった意味では、国民の目線に立って、

システムをどう作るか、この事業がそのため

のきっかけになればと思います。 

高橋先生がおっしゃったように、日本で

は非常に高いコンプライアンスの遵守が求

められています。しかし、日本の基本的な

考え方としては、他の国の事は各国できち

んと考えられるべきことであり、また考える

ことができるという信頼を持っている、という

ことだと私は思います。そういった意味で、

政府対政府ではできないことを国会議員

が行うところに意義があります。国会議員

の連携を通じて、各国の事情に合わせて、

中からきちんとしたシステムを作ろうという

考えです。 

福田会長が開会挨拶でお話をされまし

たが、啓発活動という枠を超えて、国会議

員が果たすべき役割を具体的に考えるの

が、この 3 年間のテーマです。まさしく議員

の先生方自身が当事者となり、議連の中

心となって、同じアイディアを共有し、同じ

仕組みで見ることができる枠組みを作るこ

とができれば、同じように評価ができます。

そこをどう考えるかが重要だと思います。 

 シフ・カレーさんからビジビリティに関して

質問がありました。これは高橋先生のお話

にあった通りです。基本的には、日本は実

施した事業は公開しています。ただし、どう

やってその進捗や成果を見るのかは容易

ではありません。実は皆様方のお配りした

表が私どもからの 1 つの解答です。 

明日、日本評価学会の理事でもある源

由理子・明治大学大学院教授から「評価

のあり方」についてお話いただきますので、

詳細はそこに譲ります。しかし、評価で気

をつけなければならないことは、評価とは

プロジェクト形成において設定されたもの

にしか、現実的にできないということです。

言い返れば、プロジェクトそのものがどうい

う意味があるのか、結果として国民にどうい

う意味があったのかを考えるのは、仕組み

としてありませんでした。日本の評価学会

の会長ともお話をしたのですが、評価学会

でも、この「そもそも論」、「もともと何に使う
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か、どういう意味か」に関しては考えたこと

もなかったと言われました。まさしくこの点

こそが国会議員の先生方が果たされるべ

き役割ではないかと思います。 

アイディアを国民から吸い上げる、構築

する部分、出てきたものをまた見つける部

分、これが一番重要なポイントになるので

はないかと私は考えています。 

 さらに高橋先生がおっしゃったのですが、

その 1 つ 1 つのプログラムを実施する時に

は、全部規則に則ってきちんと実施します

から、膨大な情報になります。それをどの

ようにして簡単に見つけるのか、これが重

要になります。 

今年度の最終的な宣言文案にアイディ

アを盛り込んでいます。コンプライアンスの

精度を高くしようとすればするほど、複雑

性は高まり、しばしばその目的を見失いそ

うになり、何のためのコンプライアンス化か

わからなくなりそうになります。評価の目的

を見据えるためにも、複雑性を適切に縮

減し、必要な情報を取れるというメカニズム

を考えなければ、現実的にはうまくいきま

せん。 

国民に話をする場合に、「何億円使いま

した」と言えば、逆に「無駄使いだ」と言わ

れることもあります。それを把握しながら、

現場でどういう良いことがあったのかを見

せなければなりません。この費用と成果の

有機的な連携を示すことが非常に難しいと

思います。それをどのように国会議員が知

恵を持って立法をし、官僚の目線とは違っ

た形で必要な情報を集約するのかが国会

議員の新しい役割だと思っています。 

実際にプログラムを組んでいる事務局と

して、少し長めにご説明させていただきま

した。ありがとうございました。 

 

議長： 

 私から、高橋先生に質問です。ODA 関

連のお仕事をされ、様々な国に訪問され

たということですが、その中でどの国が最も

効率的・効果的に、また透明性を持って

ODA を使っていると思われましたか。答え

ていただくのが少し難しければ結構です。 

 

高橋千秋議員（日本）： 

 非常に答えづらい質問ですね。ここはダ

メだという国はいくつかありますが、ここは

良いというのは、我々は短い期間しか滞在

しないので、本当のところはなかなかわか

りづらいことがあります。 

例えば、インフラの ODA は、造るものが

目に見えますからわかりやすいですよね。

こんな立派な港ができています、こんな立

派な道ができて、皆様の役に立っている、

というのは非常にわかりやすい。 

逆に、特にこの人口に関する援助につ

いては、評価が難しいものが多々あると思

います。ただ、人口に関するものについて

は、インフラに比べて額が少ないので、そ

の限られた資金を一生懸命使おうとしてい

る国々があるのも事実です。それはかなり

評価ができるのではないかと思います。 

議長はベトナムですね。ベトナムは、ハ

ノイの北まで車で 6 時間かけて行ったこと

があります。そこでは貧困な少数民族が箸

を作っているところを見せてもらいました。

私はがんばっておられると思いました。た

だ、多くのところで思うのは、そういった事

業が必要な場所は、やはり援助国の中で

もかなり奥地だったりします。そして、その

奥地で必要なのは、そういった事業も当然

必要ですが、そこへ行くまでのインフラを

早く造って欲しいといったことが先に出て

きます。ここが非常に我々とすれば悩まし

いところです。日本としても、資源を供給し

ていただけるような契約を結ぶ場合に、そ

こへ運搬するための道を ODA で造るとい

ったことも最近始めていますが、やはりそう

いったものは非常にわかりやすいと思いま

す。目に見えるので、国民にも説明がしや

すいのです。こういう人口に関わる、ソフト

関連の ODA は、非常に説明が難しく、だ

からこそ我々とすれば、こういうものが必要

だという説明を、どのようにするのかが課題
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ではないかと思います。どこの国かは、ベト

ナムと言っておきます。 

 

議長： 

 他に何かご質問はありますか。よろしい

でしょうか。皆様、ありがとうございました。

大変豊かな情報もいただきましたし、ODA

のプロセスで様々な活動や、様々な役割

を果たしていらっしゃることがわかりました。 

 日本が地震と津波を乗り越えられ、経済

成長の軌道に乗られること、また ODA で

主要な役割を果たし、貧困に苦しむ方々

を助けていただきたいと思います。 

ありがとうございます。 
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セッション 3  

受入国における人口・開発関連 ODA の優良事例 – I 
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受入国における人口・開発関連 ODA の優良事例 – I 

 
K.S. ラオ 議員 

インド 
 

 
略歴： 

 K.S. ラオ議員は、工学で学士号を取得し、道路やダム、水路、トンネルの建設等、イン

フラ整備を行ってきました。保健分野にも深く関わり、300 床の専門病院の建設にも携わり

ました。また慈善基金として、1986 年以降、10 万人以上の若者に無料で職業訓練を施し

ています。1984 年に初当選し、現在 5 期目。AP 国民会議派の事務局長・副議長を務め

ています。 
 
 

まず最初に、途上国からの会議参加者

を代表して、この会議を主催してしてくださ

ったことに御礼を申し上げます。日本をは

じめとする先進国の国々が、開発途上国

に多大な支援をしてくださっています。世

界の平和のためにも、恵まれている人々に

は、これから発展する人々を支援する責任

があると感じています。 
 インドの人口抑制に対して言えば、イン

ディラ・ガンディの息子であるラジブ・ガン

ディが、この重要性をよく理解し、1985 年

に強力な人口抑制策を導入しました。子ど

もは一家に 2 人という制限を行い、その結

果、様々な騒動が起き、政権交代が起き

てしまいました。 
なぜ失敗したかというと、実際に議会で

この家族計画の議論がされていなかった

にも関わらず、政府がそのような家族計画

を強制する命令を発令したからです。今で

は、各国でも国連でも、人口抑制について

は法律が制定されるか、きちんと国会で議

論されなければ、成功しないということが認

識されています。 
現在、国連がこうした問題を取り上げ、

特に日本政府のこの問題を重視し、特に

福田先生がこの人口問題に取り組まれて

いることをとてもうれしく思います。 

 皆様、重々ご承知だと思いますが、イン

ドの人口は増えています。インドは民主国

家です。私たちは国民に家族計画を自発

的に行うことを促しています。中流階級、

上流階級の人々と、下流階級の一部の

人々に対しては成功していると思います。

しかし、インドの貧困層の多くは農村地帯

に住んでおり、そうした人々への対応はま

だまだ必要です。ケララ州、タミルナドゥ州、

またアンドラ・プラデシュ州などでは、人口

増加抑制は非常にうまくいっています。ヘ

ルスケアについても、同様です。 
女性が高い教育を受ければ、国の経済

も発展します。そうすれば、自動的に人口

の安定化につながります。この必要性を認

識し、インドでは、14 歳までは義務教育で

無料です。中途退学率を減らす努力もし

ています。しかし現在、100 人が初等教育

を受けても、大学まで行くのは 9 人だけで、

91％がどこかで教育を受けるのを辞めてし

まいます。インド政府は、高等教育に対し

て予算を 9 倍に増やしました。また、ヘル

スケアにおいても改善がなされています。 
予算の割り当てだけでなく、サービス提

供も改善しています。インドのヒンディ語で

「希望」という意味のアシャというボランティ

アの女性保健普及員たちが、村の人口の
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安定化やヘルスケアを担当しています。40
～50 年程前には、アシャたちはいません

でした。 
今日では、9 割の人々が政府系の医療

機関で出産をしています。いくつかの州で

は、これよりも高い割合です。最近、ヨーロ

ッパのメディアがインドを訪問し、特に人口

プログラムを視察しました。彼らは、ウッタ

ルプラデシュ（UP）州、ビハール州、オリッ

サ州、マッディヤ・プラデーシュ州、ジャー

ルカンド州を見て、そういった州では識字

率が低く、貧困もまだ改善されていないと

報道しました。これらの州は、人口抑制の

面でも、グジャラート州、アンドラ・プラデシ

ュ州、タミルナドゥ州、ケララ州、ラジャスタ

ン州といった比較的豊かな州とは異なって

います。 
そこで、インド政府は、ヘルスケアと教育

の予算増額に大々的に取り組むつもりで

す。もちろん福祉にも取り組みます。貧困

線以下の人々は、無料で医療サービスを

受けられるようにしました。どんなに貧しい

人でも、政府系の病院に行かなくても、豊

かな人々が受けているような専門的な治療

をうけることができます。 
産業も、ヘルスケアの分野に大々的に

参画しています。その結果、インドの医療

サービスが大幅に改善され、ヨーロッパや

イギリスの人々がインドで医療サービスを

受けに来ています。近い将来、アメリカか

らもインドの医療サービスを目的に人々が

やってくるのではと期待しています。 
インドは、近年多くのことを達成しました。

特に最近、私たちの国は大きな発展を成

し遂げています。例えば妊産婦死亡率

（MMR）に関して、1997～1998 年は 10 万

件当たり 398 人でしたが、254 人まで減少

しました。平均余命は 74 歳になっています。

病院、プライマリー・ヘルス・センター（地域

の保健医院）、サブセンターやコミュニティ

センターは大幅に増加しており、すでに何

万と設立されています。全ての村にはサブ

センターまたはプライマリー・ヘルス・ンタ

ーが必ずあります。しかし、やらなければな

らないことはまだまだあります。 
インドでは、GDP の 1.45％が保健分野

に使われていますが、それを 2~3％に増加

したいと考えています。この割合は、民間

支出と州の支出を除いたものです。特に

農村地域では、人々のニーズは、最低限

の衣食住、医療、教育、そして雇用です。 
インド政府はこうした点に的を絞って努

力をしています。人々が教育を受け、最低

限のニーズが満たされれば、人口が安定

化に向かうと確信しています。人口増加率

も下がるでしょう。2045 年かその前には、

人口の置換水準を達成したいと考えてい

ます。 
 日本はインドにも援助をしてくださってい

ます。先程、日本の先生もおっしゃったよう

に、このほとんどがインフラ分野に投入さ

れています。インドだけでなくアフリカ地域

でも、援助が保健分野にもっと投入される

ことを願っています。1 人の女性の出生率

（TFR）は、1990 年には 5 人でしたが、今は

2.5 です。全てのヘルスケアの面から、イン

ドは人口を減少、もしくは安定させようと、

一生懸命努力をしています。 
 開発の面でも、インドは大きく成長を遂げ

ています。GDP も伸びており、インドの購

買力は、世界第 4 位か第 5 位になると言わ

れています。 
 今回、人口抑制と開発分野におけるイン

ドの成果をお話する機会をいただき、心か

ら御礼申し上げたいと思います。 
 ありがとうございました。 
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受入国における人口・開発関連 ODA の優良事例 – I 
 

アリマミー・アマラ・カマラ 議員 
SLPAGPD 資金調達委員会委員長 

シエラレオネ 
 
 

略歴： 
 アリマミー・アマラ・カマラ議員は、経済学で学士号を取得し、4 年前にボンバリー地区か

ら選出されました。シエラレオネ人口・開発議員連盟（SLPAGPD）資金動員員会委員長、全

人民会議党(APC)全国青年連盟の議長を務めています。 
 
 

本来は、エリザベス・ラヴァリ SLPAGPD
議長が、シエラレオネ議会を代表して参加

する予定でしたが、様々な事情によって、

私が代わりに参加することになりました。私

の方から、シエラレオネの人口・開発に関

する問題と取り組みをご紹介させていただ

きます。 
まず、シエラレオネ国会議長から、日本

の被災された方々へのお悔やみを言付か

ってまいりました。政府として、大統領から、

被災者の方々に支援をさせていただきま

した。この災害について聞き、私どももとて

も心を痛めております。 
この会議参加に当たり、国としての人

口・開発分野への取り組みについて、10
分のプレゼンを行うように依頼を受けまし

た。まず、シエラレオネは非常に小さな国

で、多くの課題を抱えています。MDGs と

ICPD の達成のために取り組んでいますが、

特に MDGs を重要視しています。 
この MDGs の枠組みで、貧困の撲滅は

人口問題にとって非常に重要です。また、

女性に関する問題、保健全般に関わる問

題でも改善に向けて努力を続けています。

我が国では、非常に多くの女性が出産の

際に命を落とすようなリスクに直面していま

す。今は、少し改善されてきています。医

療体制が改善され、無償で医療を受ける

ことができるようになりました。5歳未満の子

どもと授乳中の母親、妊娠中の女性には

無料の医療サービスが提供されています。

過去 3 年間で医療の無償化を可能にした

ところ、大きな改善がみられました。UNDP
の統計でもご覧いただけると思います。 

食料生産における取り組みも行っており、

農業に力を注いでいます。また人々の福

利のための設備整備にも取り組んでいま

す。国として努力を進める一方、先進国か

ら様々な支援をいただき、パートナーシッ

プを結んでいます。これは MDG8 の、先進

国と途上国のパートナーシップの構築に

当たります。 
日本との関係について申し上げますと、

JICA 等のプログラムを通じて我が国を援

助してくださっています。ちょうど、1000 万

米ドルプロジェクトも始まろうとしています。

これはインフラ分野の支援で、燃料確保の

ためのプロジェクトです。貿易省と直接やり

取りがなされています。 
また、日本は農業分野、医療分野でも

支援をしてくださっています。保健センタ

ーの建設や、無料の医療サービスのため

の医薬品を提供してくださっています。日

本からは長きにわたり、インフラ、農業、保

健、教育等の分野で援助をしていただい

ています。他の先進国からの援助とともに、

国民の福祉の増進に役立っています。政

府は、UNFPA といった機関ともパートナー

シップを結んで取り組んでいます。特に女

性や子ども、保健全般の問題を扱ってい

ます。 
先程、高橋先生が援助の難しさのお話
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をされましたが、人口問題の解決と人々の

福祉のためには、自分たちが議員の役割

として、強力な立法を行うことが必要だと考

えています。 
そのような観点から、私たちは多くの法

律を作りました。私たちは、汚職防止法を

成立させました。これは世界的にみても非

常に厳しい法律だといわれています。大統

領でさえ、議会を通さなければ、1000 ドル

以上の報酬を受け取れません。そう法律

で決められています。また開発に関する法

案も議会を通過しました。 
他にも様々な法律が作られましたが、

2005 年には公的調達法が作られ、きちん

とした手続きを踏むことが義務付けられま

した。数多くのプログラムも実施されており、

2016 年までに HIV を撲滅し、MDGs の分

野でも、2015 年の期限までには間に合わ

ないとしても、素晴らしい成果をあげること

ができると信じています。 
議会の中で、SLPAGPD はロビー活動を

行い、人口や開発、国民の福祉のための

法案制定に働きかけています。またこの分

野で様々な活動を行っています。我が国

の人口・開発分野の取り組みについて、ご

理解いただけたなら嬉しく思います。 
ありがとうございました。 
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受入国における人口・開発関連 ODA の優良事例 – I 
 

ダムリー・オック 議員 
CAPPD 事務総長 

カンボジア 
 

 
略歴： 

 ダムリー・オック議員は、公共行政学で修士号を取得し、法学博士号の取得過程です。医

学の専門家でもあり、カンボジア赤十字の副会長を 16 年務めました。議員として 24 年のキャ

リアがあり、CAPPD の事務総長を務めています。また司法公正委員会にも所属しています。 
 
 

こうして再びこの重要な会議に参加する

ことができ、大変嬉しく思います。2009 年、

2010 年の成果をもとに、今年は国会議員

が ODA に関わるための実際的な戦略に

ついて話し合いたいと思います。 
まず、カンボジアにおける HIV／エイズ

対策と予防の優良事例についてお話した

い と 思 い ま す 。 ま た カ ン ボ ジ ア MDGs
（CMDGs）における、立法府、政府、市民

団体、開発パートナーとの協力、また HIV
陽性者（PLHIV：People Living with HIV）

や感染リスクにとの協力についてもお話し

したいと思います。 
統計は数字というだけでなく、一人ひと

りの生活でもあります。HIV の母子感染に

ついて考えると、これは家族としての問題

でもあり、家族中心のアプローチが必要と

なります。この点について、カンボジア政

府は強いコミットメントを表明しています。 
 

１． ヘン・サムリン下院議長とフン・セン首

相の指揮の下、国立エイズ局が創設さ

れ、1999 年以降、HIV／エイズの包括

的かつ部門横断的な対応において、リ

ーダーシップをとっています。このメカニ

ズムは国内全域を網羅し、1999 年には、

政府主導の「100％コンドームプログラ

ム」も打ち出しました。 
２． 国会は、HIV／エイズの予防、社会

的影響の緩和、薬物乱用などの有害な

慣行を削減するうえで効果的な対応を

行うために、以下の法整備を行いまし

た。 
- カンボジア憲法 
- 国家戦略開発計画（2009-2013） 
- HIV／エイズ予防と管理に関する法律

（2002 年可決） 
- 人身売買と性的搾取に関する法律

（2007 年可決） 
- 薬物管理に関する法律（1996 年可決） 
- DV 防止と被害者保護に関する法律

（2005 年可決） 
- 越境犯罪とテロに関する法律（2007 年

可決） 
- 中絶に関する法律（1997 年可決） 
 
 カンボジア政府はまた、ASEAN、WTO、

UN 加盟国として、様々な条約や協定等を

批准し、カンボジア国民だけでなく世界の

人々の健康と人間の安全保障の促進に努

めています。2000 年には、人口問題と持

続 可 能 な 開 発 に 取 り 組 む 議 連 と し て

CAPPD が設立され、AFPPD に加盟し、

UNFPA や NGO 等と密接に協力して活動

を行っています。  
 
３． エイズ陽性者、HIV／エイズのために

弱い立場におかれた子どもたちや遺児

た ち （ OVC ： Orphans and Vulnerable 
Children）、またその家族に対する偏見
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や差別は、少しずつ払しょくされていま

す。これは我が国の国王と、首相夫人

であるブン・ラニー・フン・セン博士の支

援によるものが大きいと思います。ブン・

ラニー・フン・セン博士は、カンボジア赤

十字会長であり、アジア・太平洋 HIV／

エイズ対策フォーラム、女性と子どもの

健康のための国連事務総長共同行動

計画でも推進者となっています。 
４． カンボジアは、HIV／エイズのリスク

に最もさらされる可能性が高いグループ

に対する明確な政策と戦略を打ち出し、

地域の参加と信仰に基づく団体の参加

を促すことで、環境づくりを行っていま

す。 
５． 世界基金の支援により、カンボジアは

効果的な予防策、ケア、治療、支援プロ

ラムを実施し、カンボジアの独自の 2010
年目標の達成目前となっています。 

６． 母子をエイズから守るための国連エ

イズハイレベル会合では、ブン・ラニー・

フン・セン博士は、カンボジアは母子感

染予防対策（Prevention of Mother to 
Child Transmission of HIV: PMTCT）と

母子保健サービスを一体化する「連携

した対応」が成功しており、子どもの

HIV感染の撲滅を図っていることを発表

しました。 
 
また、議会、政府、開発パートナーとの

協力と取り組みにより、HIV／エイズ撲滅と

危害削減において、以下の成果が上がっ

ています。 
- 成人の HIV 感染率は、1998 年の 2%か

ら 2010 年には 0.7%まで減少 
- 一般の国民の 90%以上が、HIV 予防に

ついて啓発されている 
- 80%以上の HIV／エイズのリスクに最も

さらされる可能性が高い人々は、コンド

ームを使用している 
- 90%以上の認定された HIV 陽性者は、

抗レトロウイルス治療を受けている 
- OVC の 70%以上が、食料・栄養補給プ

ログラム、教育支援、職業訓練といった

社会的サポートを受けている 
- 戦略計画や予算計画も、保健省、防衛

省、教育・青少年・スポ－ツ省、労働省

といった関連省庁内で見直されていま

す。また、注射型の薬物使用者、男性

同性愛者、性産業従事者への対策も行

っている 
- HIV、リプロダクティブ・ヘルス、TB、出

産前ケアの統合を行い、「関連した対

応」の促進を行っている 
- 国の対応として、参加型プロセスにより、

普遍的アクセスのターゲットを設定し、

優先分野に焦点を当てている 
- 2008 年に設定された普遍的アクセスの

ターゲットの多くが達成できたが、特に

HIV 感染予防サービスの拡大において

は、まだ努力が必要である。これは、リ

スクに HIV／エイズのリスクにさらされる

可能性が高い人々にサービスを提供し、

また OVC へのエイズの影響を緩和する

ためにも重要である。 
 
カンボジア国民とカンボジア国会を代表

し、UNFPA、AFPPD、APDA、他の開発パ

ートナーに対し、これまでの財政的・技術

的支援に感謝を申し上げます。そのおか

げで、カンボジアは大きな成果をおさめる

ことができました。 
援助国の政府や国民の皆様、開発パー

トナー、市民社会団体、国連の支援により、

HIV／エイズ対応を実施することができ、

MDG6 を達成することができました。この

成果により、我が国は 2010 年 9 月 19 日国

連より賞を受賞しました。 
カンボジア政府は、第三次国家戦略と

して、2011～2015 年の HIV／エイズにお

ける包括的かつ部門横断的な対策を掲げ

ています。また 7 つのワーキング・グループ

が作られ、それぞれの戦略を担当し、進捗

状況のモニタリングを指揮しています。 
このような取り組みに併せて、対策の非

集中化と分散化を行い、ジェンダーの平
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等、国家と地方メカニズムの強化と持続性

も含めた、HIV／エイズにおける包括的か

つ部門横断的な対策を促進しています。 
現在、カンボジアでは、3 つのゼロ方針

を打ち出しています。 
- 新規感染をゼロにする 
- エイズに関連の疾病による死亡をゼロ

にする 
- 差別をゼロにし、重複をゼロにし、非一

貫性をゼロにし、無駄をゼロにする 
 こうした努力を行っておりますので、ぜひ

二国間および多国間支援を、特に世界基

金等を通して行っていただき、カンボジア

を支援していただきたいと思います。カン

ボジアが引き続き HIV／エイズへの対応を

行い、援助効率にかかるパリ宣言につい

ても実施していきたいと考えています。 
この場をお借りし、APDA と JPFP の皆様

に、このような会合を開催していただいたこ

とに感謝申し上げます。 
最後に、この会議の成功と、参加者の

皆様のご健勝をお祈り申し上げます。 
ありがとうございまいした。 
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受入国における人口・開発関連 ODA の優良事例 – I 
 

グエン・ヴァン・ティエン 議員 
VAPPD 副議長／VAPPD 事務局長 

ベトナム 
 

 
略歴： 

グエン・ヴァン・ティエン議員は、1979 年にハノイ医科大学を卒業後、1994 年に公衆衛生

の修士号を取得し、2000 年には公衆衛生分野でハノイ医科大学から博士号を取得しました。

1994 年より人口と開発に関するベトナム議員連盟（VAPPD）の事務局長を務め、2006 年に

国会議員に選出されてからは、VAPPD 副議長およびベトナム国際医師国会議員機構

（VIMPO）の副会長を務めています。 
 
 

ベトナムの人口・開発問題の現状、人口

に関する ODA の問題、ODA に関する議

員の役割、教訓と提言についてお話しし

たいと思います。 
ベトナムは、カンボジア、中国の間に位

置し、マレーシア、フィリピン、インドネシア

にも近い国です。現在、人口は 8700 万人

で、インドネシア、フィリピンに次いで東南

アジアで第 3 位です。10 年前はフィリピン

よりも多かったのですが、今はフィリピンに

抜かれました。都市部の人口はわずか 3
割で、平均寿命は 73 歳です。石油、衣料

品、海産物、農作物が私たちの主要生産

物です。 
ベトナム議会は、今年で 65 周年を迎え、

現在第 13 期目です。1 院制で、500 名の

国会議員が直接選挙により選出されてい

ます。約 30％の国会議員が専従です。残

りは、地方政府の仕事との兼任です。女性

国会議員の割合は、今期は 25％です。 
またベトナム国会には 10 の常任委員会

があり、社会問題委員会が、保健、人口、

労働、宗教といった問題を扱っています。

この委員会が、人口と開発に関するベトナ

ム議員連盟（VAPPD）およびベトナム国際

医師国会議員機構（VIMPO）の支援母体

となっています。 
過去 10 年間、ベトナムの経済は成長を

続けています。高い成長率を維持しており、

さらなる発展に向けて、この好機を活用し

ています。そしてこの 10 年間、ベトナムの

人口増加は減少し、置き換え水準に達し

ました。これは、ベトナム政府および国民

の努力の結果です。また、UNFPA、WHO
といった様々なドナーからの支援や、日本、

ヨーロッパ等の 2 国間支援のおかげです。 
 人口と医療の予算について見ると、まず

1 人当たりの収入は非常に低い水準で、

US$1200 程です。各国の一人当たりの収

入で各国の社会保健支出が区分されてい

る資料があります。これによれば、国全体

支出における保健支出の割合は、ベトナ

ムが属するグループでは約 11％になって

いますが、ベトナムは 8%です。 
議会では、2014 年までに国民皆保険を

達成することを目指しています。現在、保

険に入っているのは人口の 62％です。6
歳以下の子どもと貧困層に対しては、無料

で保険をカバーしています。保健予算の

30%を予防医療に向けています。民間セ

クターを動員し、特に中央病院といった保

健分野への貢献を促しています。 
ベトナムの医療財源の構成を見ると、保

健・人口分野に向けられる ODA は非常に

少なく、約 5～8％に過ぎません。自国内で

動員される保健・人口分野に向けられる予
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算の内、52％が政府の助成金、48%から

が国民からの支出でまかなっています。私

どもは豊かになりつつあり、ヘルスケアの

公正さにおいては最低限のレベルは達成

しています。 
 保健財源の支出分野ですが、人口と共

に変化していきます。新しい感染病、高齢

化、それに伴う慢性疾患への対応が浮上

しています。 
海外からの ODA 支援が保健分野の支

出に占める割合は約 8～10％で、年によっ

ては 10％になっています。ODA のうち、

50%が無償、50％が様々な機関からの貸

付となっています。 
 現在、ベトナム議会が会期中で、来年度

の予算審議を行っています。2011 年度の

保健分野の予算は、約 30 億米ドルでした。

様々なドナーからいただいている ODA は、

1 年間の総額が 2 億米ドルで、私たちの予

算の約 7％に相当しています。 
ODA は様々なルートで受け取っていま

す。地元 NGO、国際 NGO 等も受け取り、

その額は約年間 6500 万ドルに上ります。

主には保健省が受け取っています。 
世銀や ADB からの国際援助をはじめ、

JICA、ヨーロッパ諸国、オーストラリアから

は、2 国間の貸付をいただいており、全体

の約 50％を占めています。現在ベトナム

の国家予算の 15％が借款の返済に充てら

れています。そのため、私たちは、その貸

付を受ける際には、非常に慎重にならざる

を得ません。 
保 健 分 野 に 対 す る 援 助 は 、 WHO 、

UNFPA、ユニセフ、FAO、EC 等からいた

だいており、予防医療、リプロダクティブ・

ヘルス、人口問題の対策に使われていま

す。過去 5 年間を振り返ってみますと、

HIV／エイズに対する支出は ODA 総額の

約 20％と非常に高く、マラリアが 3.5％、結

核が 4％、母子保健は 4％です。残りは

様々な医療機器、医療従事者の能力構築

等に充てられています。特に貧困層に対

する支援にも充てられています。 

HIV／エイズに関する年間の ODA 受け取

りについては、議会での討議を経て、4000
万米ドルを割り当てています。そのうち、国

家予算が 800 万ドルだけで、残り 3200 万

米ドルは様々なドナー国、ドナー機関から

の援助となっています。 
ODA 予算について、議会が予算をチェ

ックし、承認すべきだと思います。特に保

健・人口に関する ODA 予算は、国会がき

ちんと承認をすることが重要だと考えてい

ます。また、これには政治的コミットメントが

必要です。例えば、ある分野において、議

会や政府が国家予算を割り当てていない

場合では、外部からの援助を動員すること

は非常に難しくなります。また、国会は借

款についても見ていくべきだと思います。

そしてやがては借款から卒業する必要が

あります。 
 現在、年間 50 億ドルを借款の返済に充

てています。議会はこうした資金の出入り

をモニタリングする必要があり、ODA にお

いて、特に援助を必要としている人々のニ

ーズを満たすためにも非常に重要な役割

があると思います。 
今述べたような提言を実行に移すには

どうしたらよいでしょうか。一点目は、国会

議員の ODA のモニタリングの能力を強化

することです。例えば、べトナムの国会議

員は、アクションエイドという NGO から、

ODA の分析おいて支援を受けています。

どのような ODA がより効果的か、どの国か

らの ODA が最もベトナムに適しているのか、

また効果的なのかを分析しています。 
先程、シフ・カレーさんがおっしゃったよ

うに、人口と保健に関わる ODA のデータ

ベースを構築する必要があると思います。

私どもも保健省から、情報をもらおうとして

います。しかしながら、ODA に関しては一

般的な情報だけで、明確ではなく、分類も

されていません。国会議員がきちんと

ODA に参画し、関連する法律を制定でき

るようなメカニズムを構築することが非常に

重 要 だ と思 い ま す。そうい った議 員 が
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ODA に参画できる仕組みがある国もある

かと思います。特に、ODA をチェックし、モ

ニタリングをすることで、より効率的な ODA
の使い方を実現することが重要です。これ

には、ドナーの意志決定も大きく関わって

くると思います。 
10 年前のことですが、ベトナムで地域の

ヘルスセンターをいくつかつくるために、1
億米ドルの ODA を申請しました。その時、

世銀に、ほとんどの人は病院に行くため、

このような地域のヘルスセンターに来る人

はあまり多くないから、大きな建物は必要

ないと言われました。70 ㎡で十分だという

ことでした。 

その当時、私たちベトナム政府も議会も、

それには反対しました。草の根レベルの

人々、特に貧しい人、農民のニーズを満た

すためは、このようなヘルスセンターが必

要であることを話して説得しました。 
結局、大きくでつくれたヘルスセンター

もあれば、小さいものもありました。実際に

は、そうしたセンターの多くは小さすぎて、

もう少し大きいものを立て直さなければなら

ないという状況になっています。こうしたベ

トナムの ODA の例を参考にしていただけ

ればと思います。 
 ご清聴ありがとうございました。 
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討  議  
 

議長： レディア・アマリア・ハニファ 議員 

インドネシア 

 

 

議長： 

ありがとうございました。ラオ議員からは、

政府と議会の間のコミュニケーションを行う

ことによって、プログラム推進する必要があ

るというお話がありました。カマラ議員からは、

シエラレオネ議会が汚職防止に積極的に

取り組んでいるというお話でした。また、オッ

ク議員は、HIV／エイズの蔓延を防止する

ための戦略をお話しくださいました。ティエ

ン議員は、無償や有償が必要かどうかを議

員が見ていくことが必要だとおっしゃいまし

た。 

それでは、このリソースパーソンのお話を

もとに、質問を受け付けたいと思います。ア

ジズ議員、どうぞ。 

 

ドーニャ・アジズ議員（パキスタン）： 

 数年前にインドを訪れて、インドの選挙委

員会で会合を持ちました。大変興味深いこ

とに、議会の決定によって、その選挙委員

会が、人口が多い選挙区は議席の数を減

らすということを行っていました。普通でした

ら、選挙区の住民の数に合わせて議席の

数を増やします。このことについて、ラオ議

員に詳しくお話いただけないでしょうか。こ

れは、議員に人口問題について気づかせ

るには非常に良い方法だと思いました。こう

した抑制策によって、選挙区の人口の増加

が抑えられ、選挙民のニーズを満たすこと

ができるようになっています。 

 

議長： 

 シフ・カレーさん、どうぞ。 

 

シフ・カレー事務局長（AFPPD）： 

 私もインドの方にに質問ですが、目標年ま

でには人口を抑制することができるというお

話でした。しかし、これまでを振り返ってみる

と、人口は抑制できていません。国全体で

は増加率は減少しつつあるかもしれません

が、最新の人口調査によれば、人口の絶対

数は増加しています。劇的な対処をとらな

ければ、人口の抑制は難しいのではないで

しょうか。 

もう一点、カンボジアの方に質問ですが、

現在の HIV／エイズの蔓延は、どのような

状況なのでしょうか。若者たちの中で、より

蔓延しているのでしょうか。また罹患者の数

は減っているのでしょうか。 

 

グエン・ヴァン・ティエン議員（ベトナム）： 

 インドの方にに質問ですが、ODA の内、

保健や人口分野にはどれくらい割り当てて

いるのでしょうか。また、インドは ODA の受

入国なのでしょうか。供与も行っているので

しょうか。 

 

議長： 

 質問に答えていただけますか。 

  

K.S. ラオ議員（インド）： 

ドーニャ・アジズ議員からの選挙委員会

のお話ですが、こうした対策は3年前から採

られました。地域によっては選挙区の人口

が増え、500 万、600 万人という選挙区があ

りました。逆に、10 万人以下の選挙区もあり

ます。そこで政府と選挙委員会は、選挙区

の人口、選出議員の数をできるだけ統一し

た方がいいということになりました。 

シフさんから指摘があったように、人口が

急増している州もあれば、抑制に成功して

いる州もあります。普通は、議席は選挙区

の住民の数に合わせるものですが、インド

の国の政府の立場としては、選挙区の人口
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が減っても、議席を減らさないようにしてい

ます。逆に、人口が増えても、議席を増や

すことはしません。州を分割する場合を除

いては、同じ議席の数を保つことになって

います。 

 もう一つの質問ですが、現在、民主的な

形で人口を抑制しています。おっしゃったよ

うに、全体の増加率は 2.2％から 1.1％に下

がっていますが、人口は変わらず増え続け

ています。議会としても、人口の安定化に

取り組んでいます。1975 年代に反動があっ

たことをご存じかと思います。議会としては、

ここ 30 年間、どの党が与党になっても、人

口抑制のために、全く容赦ない対策を取る

のではなく、法整備等によって人口抑制を

行っています。そうして人口増加を安定化

したいと考えています。 

 ODA に関する質問ですが、保健よりもイ

ンフラに向けられています。保健分野の割

合は少なく、インド政府の予算の3％以下で

す。2009/2010 年にインドが日本から受け

た ODA は、2180 億円ですが、このほとんど

が土木、地下鉄プロジェクト、道路、灌漑プ

ロジェクト等に向けられています。 

 

議長： 

 もう 1 つ質問を受けたいと思います。 

 

マンモハン・シャルマ事務局長（IAPPD）： 

シフ・カレーさんのご質問に対する答え

に追加ですが、インドの人口は 2045 年まで

に安定化する、というデータや数字があり、

そう期待されています。そして政府もそのた

めに政策を実施しています。 

ラオ議員が言ったように、インドではほと

んどの ODA はインフラに使われています。

保健分野については、大臣は議会で、保

健には十分な財源があるので、ODA はイン

フラに向けると明言しています。大臣は私た

ち IAPPD にも、「インドは急成長しており、

保健分野のお金のことは心配ないので、ど

んどん進めるように」と言っています。彼の

支持で、保健サービス分野の予算は増加し

ています。 

楠本さんには、このような素晴らしい会議

を開催してくださったことに感謝したいと思

います。昨年の会議で、やるべきことの一つ

として、それぞれの国の国会議員に情報提

供を行うことが提言されました。インドでも、

帰国後すぐにそのための会合を開きました。

ラオ議員も参加しましたが、驚いたことに出

席議員のほとんどは、ODA について全く知

りませんでした。会議の資料もお見せしたと

ころ、皆、非常に喜び、またこれまで ODA

のことを何も知らなかったことに驚いていま

した。それから積極的に予算のスピーチ等

にも介入するようになりました。将来的には、

議員がどんどん ODA にも関わっていただき

たいと思っています。 

また議員からは、ODA の数字は、予算と

は別にするべきだという要求が出ました。今

は、予算に含まれてしまっており、分からな

い状態です。 

ODA プロジェクトには、様々な優良事例

があります。IAPPD は特に農村地域で活動

を行っており、省庁からも、農村の避妊具を

受け取れていないところで啓発して欲しいと

いう要請を受けています。 

そういったところは、例えばフィリピンでも

あるかと思います。教会の影響で避妊具を

使用せず、一家族当たり子どもが 6～10 人、

13 人もいたりします。インドでも一家族当た

りの子どもが 6～7 人という村があります。そ

こで私たちはそうした農村地域に出向き、

会合を開きました。そうして、担当者と村人

の間にギャップがあり、また避妊具を届ける

システムとの間でギャップがあることがわか

りました。人々は避妊具を使うことを怖がっ

ていたのですが、私たちが説明をしたら理

解をしてくれました。こうした避妊具の普及

の活動を続けています。 

  

議長： 

 マンモハンさん、ありがとうございます。オ

ック議員お願いいたします。 

 

ダムリー・オック議員（カンボジア）： 

シフ・カレーさんの HIV の質問にお答え
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します。罹患率はずいぶん下がっており、

1998／1999 年の 2%から、2010 年には 0.7%

にまで下がりました。保健省に聞いたところ、

政府だけでなく、NGO や、特に世界基金等

とのパートナーの間で、コンセンサスをとっ

ているという話でした。 

現在も、継続的な予防政策をとっていま

す。コンドームの 100％使用を促し、危険に

さらされた人たちが常にコンドームを使うよう

に促しています。 

カンボジアにおけるこの啓発活動ですが、

民間、政府ともに、マスコミの HIV に関する

啓発活動に協力して進めています。また予

防策、危害削減、社会的支援、ART による

治療も提増えています。 

こうした情報を保健省から得ましたが、こ

の成果を非常に喜んでいます。2010年9月

には、この HIV 削減に関する成果に対して

国連から表彰されました。2005 年にも、

HIIV に関する成果で、当時のコフィ・アナン

事務総長から表彰されました。 

また、出発直前に保健省から得た情報で

すが、妊産婦死亡率は、2015 年までに出

生 10 万件当たり 250 まで減らす目標でした

が、すでに到達したと発表しました。現在、

出生 10 万件当たり 206 です。 

 

議長： 

 シフ・カレーさん、どうぞ。 

 

シフ・カレー事務局長（AFPPD）： 

 ODA が供与されたの場合、ODA の資金

を使ってその国から購入しなければならな

いということがあるかと思います。しかし、こ

れは本当の ODA といえるのでしょうか。これ

は援助というより、契約ではないでしょうか。 

2 番目の質問ですが、多額の支援がある

にも関わらず、貧困から抜け出せないのは

なぜでしょうか。これは汚職体制があるかで

すか。 

 

議長： 

 ガーナの議員お願いします。 

 

アブドゥル・ラシッド・ハッサン・ペルプオ議

員（ガーナ）： 

 皆様、非常に良いプレゼンテーションでし

た。特にカンボジアの方、HIV の対策につ

いて良い情報をいただきました。ベトナムの

方は、人口の安定化と経済発展について

伺いました。1 つ目の質問ですが、そうした

成果は、ODA と関連していますか。 

2 つ目に、具体的にどういった政策が有

効だったのでしょうか。こういったよい結果

が出るのに直接寄与したのは何だったので

しょうか。 

 

議長： 

 スリランカの方、どうぞ。 

 

ラメシュ・チャミンダ･ベントータ･パティラナ

議員（スリランカ）： 

インドへの質問です。インドは非常に素

晴らしい国だと思いますが、豊かな人々と

貧しい人々との格差があると思います。収

入分配に大きな格差があるかと思いますが、

貧困層の人々の割合はどのくらいで、格差

を小さくするためにどのような対策をとって

いるでしょうか。 

 

議長： 

 ありがとうございます。それでは、質問に

答えてください。 

 

アリマミー・アマラ・カマラ議員（シエラレオ

ネ）： 

ODA に関する質問ですが、私たちはどう

いった支援を受けているかを、より明確にし

なくてはならないと思います。市民社会とし

て、議員啓発グループとして、政府として、

そして NGO としての役割を見ています。 

先程、インドは受入国なのか、拠出国な

のかという質問がありました。インドが私たち

に援助をしている状況もあります。ガーナ、

ナイジェリアも同じだと思います。しかし、私

たちはドナーや先進国に愛して、支援よりも

パートナーシップを求めているということを

アピールしたいと思います。 
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支援によっては、特定のプログラムにひ

もが付いているものもあります。国としては、

そうしたプログラムが優先的なターゲットで

はないこともあります。しかし、援助を失いた

くはないので、それに従うことになります。 

今年 12 月には、国内で会議を開催し、

国として前進するための方策を協議します。

先程、インドの方が、昨年日本から 2180 億

円の援助を受けたとおっしゃいました。確か

にインドは他国に比べても大きな国です。し

かし、こうした援助は、プロジェクトにひもが

付いていないということでした。日本は、我

が国に対しても、燃料確保のために1100万

ドルもの援助をくださっています。インドに

比べれば少額かもしれませんが、これは私

たちが必要としたプログラムです。私たちが

必要としているプログラムを見つけ出し、そ

れに対してパートナーシップを組んでいた

だきたいと願っています。 

先程おっしゃたように、汚職の問題があり

ます。この汚職に関しては、最も厳しい法律

を私たちは持っています。といいいますのも、

過去の経験から、この汚職の問題に真剣に

取り組んできました。 

また、人口や開発について考える際、ガ

バナンスの問題が全て含まれることになると

思います。今、人口に関する国家政策を検

討しています。これは内閣レベルで行って

います。これから2カ月後には、議会で国の

方針として審議されることを願っています。 

HIV／エイズ、女性といった問題につい

ても、私たちは努力を続けています。女性

たちが困難を抱える状況では、国は前進し

ていかないことを認識しています。女性たち

は出産の際に、様々な健康の問題に直面

しています。それには、保健センターの数を

増やすといった、適切な方法で取り組んで

いかなくてはならないと思います。 

来月には、少なくとも 30%の議席が女性

に割り当てられるという法律を制定します。

これは国の前進とっても重要な立法だと考

えています。また若者の問題についても、

意思決定にどのように介入させるかを検討

しています。 

重要な点は、私たちは友好国からの支援

を感謝いたしますが、私たちは前に進むた

めに、パートナーシップが欲しいと考えてい

ます。鉱物が豊富で、肥沃な土地も持って

いますが、実際問題として、灌漑する技術

がありません。パートナーとして、そうした手

助けをして頂ければ、将来的には私たちに

対する援助額を減らすことになると思います。

例えば、水産や教育といった分野でパート

ナーシップを組みたいと願っています。また

JICA に対しても、こうしたことに目を向けて

いただくよう、働きかけたいと考えています。

援助が要らないわけではありませんが、い

つまでも援助を受け続けるのはなく、パート

ナーシップを組むことで、自立できるように

成長したいと考えています。 

汚職に関しては、私たちは非常に明確に

この問題に対処しています。2008 年の反汚

職法により、500 レオン以上は必ず国会に

報告する義務があります。この法により、大

臣、議員、企業経営者が起訴されています。

こうしたことは、私たちの教訓によるもので

す。内戦等、様々な困難がありましたが、自

分たちで対処をすることができると信じてい

ます。汚職への対処は私たちの重要なター

ゲットの一つです。 

 

シフ・カレー事務局長（AFPPD） 

 シエラレオネはダイアモンドが豊富ですよ

ね。 

 

アリマミー・アマラ・カマラ議員（シエラレオ

ネ）： 

私たちが前進するためには、汚職を撲滅

し、パートナーと提携して技術を獲得したい

と考えています。私たちにはダイアモンドは

あってもそれを加工する技術がありません。

鉱山に関して、アフリカで 3 番目に大きな契

約が進行しています。100 万トン以上の鉄

鉱があります。 

過去の経験に照らして新しい政策を作っ

ています。問題となるのは汚職ですので、

強い決意を持って対処しています。大統領

も、25 年後には私たちが成功することを宣
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言していますし、私も強く信じています。 

 

議長： 

 楠本さん、どうぞ。 

 

楠本修事務局長・常務理事（APDA）： 

 シフ・カレーさんからひも付き（タイド）の援

助の場合は、それは ODA と言えないという

指摘がありましたが、援助国の国民として異

論があります。今日、高橋先生もおっしゃっ

ていましたが、日本はほとんど ODA に関し

てアンタイドになっています。しかしながら、

ODA を何のために日本が供与しているか、

を考える必要があります。それは世界の状

況をよくすることで、世界全体の平和や、安

定や、安全保障を獲得するためです。それ

が巡り巡って、日本の国民にとってもメリット

がある。そういったものでないと有権者の説

得はできないと思います。 

例えば、日本が人口分野で ODA を供与

して、その時に安いからという理由で非常に

粗悪品なコンドームを大量に配って、それ

で事故が起こった場合、日本が安いコンド

ームを使ったから事故が起きたと言われて

しまう可能性もあります。高いかもしれない

けれども、日本の品質の良いもので、これを

きちんと利用することの意味、技術や、日本

はこういう分野でも重要な役割を果たしてい

るということを当該国に見てもらう宣伝効果

ことも重要です。 

ODA は多く誤解されることがありますが、

国の開発プログラムそのものを構成できるも

のではありません。ODAはあくまで何らかの

形でサンプル、もしくはモデルとして良い実

例を見せて、それが実用可能な場合に、そ

の国の予算で、そのやり方をまねしていた

だいて、より全体的な開発スキームに繋げ

るような性格のものです。そういった意味か

らいえば、先進国が開発援助そのものを肩

代わりすることは本来間違えているかもしれ

ません。 

また援助をしても貧困から抜け出せない

というのは、シニカルな議論だと思います。

明らかに膨大な努力をしていますが、貧困

問題が完全に解決したわけではありません。

しかしある程度の改善は果たされているわ

けです。 

しかしこの分野は、本当に考えようとすれ

ば、経済学だけではなく、人類学、経済人

類学、社会学の分野の知識も必要になりま

す 。 イ ギ リ ス の 学 者 が 、 『 White man’s 

burden 邦訳：傲慢な援助』という著書で、現

在の援助のやり方を厳しく批判しました。し

かしながら、援助をいかにしてその国の発

展につなげていくのか、また極端なことを言

えば、どういう開発がいいのかは、各国がき

ちんと考えるべきことです。現代的な尺度で

開発を押し付けて開発を行った結果、何も

残らないこともあり得るのです。私自身、何

が豊かさかということについて、30 年ほど考

えていますが、かなり難しい問題だと思いま

す。難しさはありますが、今できることをきち

んと各国の事情に応じて努力する、それが

将来にプラスになることを信じなければ、こ

の活動はできないのではないかと思いま

す。 

 

議長： 

 楠本さん、ありがとうございました。これに

ついてはまた後ほど議論できるかと思いま

す。では、ティエンさん。 

 

グエン・ヴァン・ティエン議員（ベトナム）： 

 最初の質問ですが、ベトナムの人口政策

で、どのように成功裏に人口増加を抑制し

たかという質問だったと思います。私どもの

っ人口政策は、家族計画を導入し、動機付

けに焦点を当てました。つまり、人々が子ど

もの数が 1～2 人で満足するような活動を行

いました。あくまで動機付けで、中国のよう

な 1 人っ子政策は導入しておりません。 

また政府官僚や議員は、国民に良い例

を示さなければなりません。例えば 2 人以

上子どもがいたら、議員を辞めさせられます。

もちろん、これは普通の人は構いません。

政府から給与をもらっている者は、模範を

示さなければならないからです。 

また、ベトナムでは、アウトリーチ・プログ
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ラムを行っています。議会が家族計画のプ

ログラムを承認すれば、各州は全て、それ

を追随していかなければなりません。各州

には予算を追加することはできますが、そ

れを削減する権限はありません。私たちは、

ターゲットプログラムと呼んで、これを 20 年

以上実施しています。こうした予算の割り当

てを、インドネシアから学びました。しかし、

インドネシアは最近、このターゲットプログラ

ムを止めてしまいました。お互いから学ぶこ

とができる良い事例だと思います。 

 また、人口に関する ODA は非常に重要

だと思います。特に、UNFPA、ユニセフ、

WHO といった国連からの援助は特に重要

です。UNFPA は当初から政府の指導者に、

人々の自らの意志に基づいた家族計画の

プログラムを実施するよう促し、器材を提供

してくれました。その当時、ベトナムはまだ

貧困国で、UNFPA や他の国連の機関、ま

たJOICFPなどの2国間の支援が来ました。

金額は少なかったのですが、これは非常に

重要でした。そこから家族計画のプログラム

が始まり、政府の政策も作られました。 

その後、国家予算を使って、家族計画プ

ログラムを導入しました。人口や家族計画

に対する ODA で大切なことは、イニシアテ

ィブだと思います。高橋先生がお話された

ように、人々の知識を向上し、技術を与え、

現地の指導者がきちんと理解をして、政策

を実施することが重要だと思います。 

 

議長： 

 次に、ラオ議員、お願いします。 

 

K.S. ラオ議員（インド）： 

 なぜ、インドに多額の ODA 支援が来るの

かという質問がありました。また、なぜ ODA

を供与した国から物を買うのかという質問も

ありました。 

日本は他の国に比べると例外で、ひも付

きではありません。なぜインドがこのような多

くの支援を受けているか。2800 億円は、約

30 億ドルですが、これはインドはインフラを

今すぐ整備する必要があるからです。その

ために、 4000 億ドルのスキームがあります。

これを使いインドのインフラ整備をするとい

うことです。それは 5 カ年計画 2 期で 10 年

間です。 

例えば鉄道ですが、インドの鉄道網は世

界一の長さを誇ります。多くの人々が利用し、

また何億トンという貨物が走っています。そ

のため、客車と貨物用の鉄道を分ける必要

がでてきました。そのために必要な支援は

24 億ドルです。 

このように、ほとんどのローンはインフラ整

備に使われています。それはインド政府の

積極的なインフラ整備の考えがあるからで

す。これは私たち受入国のニーズで、私た

ちが決定しました。ドナー国である日本が

決めたわけではありません。 

 スリランカからは、貧困層についての質問

がありました。今では十分な食料あり、食料

がなく飢えているという人はいないと思いま

す。もちろん貧富の格差はあります。特に

農村部においては格差があります。 

 貧困層の割合ですが、これは州によって

異なります。国全体の貧困層を見る統一さ

れたパラメーターはありません。政府が任命

した委員会によれば、貧困層は 28%とのこと

です。これは一人当たり 2000 カロリー消費

を目安にしています。 

 別の委員会は異なった尺度を使って調査

し、彼らは 70％が貧困層だと言っており、大

きな違いがあります。私たちとしては、生活

にかかる費用をもとにした統一した尺度を

用いて調査したいと考えたいます。議員た

ちは、貧困ライン以下の人々比率は、おそ

らく 40%以下だと考えています。従って、こ

の 10 年間、政府は農村部により多く投資を

しています。農村部の開発に対する予算が

大幅に増え、過去 5 年間で、農業に対して

は 5 倍以上の貸付が行われています。その

ため、貧困層の割合は下がってきていると

思いますが、正確な数字は出てきていませ

ん。 

 シエラレオネの議員がおっしゃいましたが、

パートナーシップというのは素晴らしい考え

だと思います。インド政府もそのような考え



 58

の下、アフリカで官民パートナーシップ

（PPP）のプロジェクトを進めています。製造、

鉱山、建設、インフラといった分野で、インド

政府は PPP を行う準備ができています。ア

フリカの政府にも検討していただきたいと思

います。すでにインド政府は、アフリカのエ

チオピア、ウガンダ、タンザニア等の 4 カ国

に 200 億ドルのローンを提供することを発表

しました。 

 汚職については、各国が対策をとる問題

だと思います。 

  

議長： 

 ラオ議員、ありがとうございました。では、

オック議員、どうぞ。 

 

ダムリー・オック議員（カンボジア）： 

 ガーナから 1 つ質問をいただいたと思い

ます。HIV／エイズ対策が成功したのは、ど

のような法があったか。カンボジアの経験か

ら申し上げますと、我々の憲法の第 3 章に

は、約 20 の条項があり、これは人々の権利

ついて定めています。これには、医療サー

ビスを利用する権利が謳われています。

HIV／エイズの予防と対策に関する法、人

身売買、性の搾取、麻薬管理に関する法も

あります。 

医療ケアに関する法には、中絶、助産師

についても含まれています。さらに、DV 防

止、女子差別撤廃委員会（CEDAW）等の

条約に関連したジェンダーの暴力に関する

法律があります。それを実際に実現するた

めには、政治的な意志が必要であると思い

ます。 

カンボジアでは、国王および女王陛下か

らも非常に強い支援をいただき、カンボジア

政府、国会議員、民間部門、そして国民と

いう全てのレベルで協力体制をとっていま

す。また、メディアからの支持もあります。メ

ディアは、ラジオ、テレビ、新聞、雑誌等を

通して、HIV／エイズの予防、危害削減、偏

見の防止を働きかけています。こうしたこと

を通じて、私どもは成功を収めています。 

 

議長： 

 皆様方のおかげで非常に有益なセッショ

ンになりました。大きな拍手で終わりたいと

思います。ありがとうございました。
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セッション 4  

ODA の説明責任と透明性における国会議員の 

能力構築 
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ODA の説明責任と透明性における国会議員の能力構築 
 

源 由理子 
明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科教授 

 
 

略歴： 
 源由理子教授は、米国サンダーバード国際経営大学院で国際経営学の修士号を取得、

東京工業大学の社会理工学研究科（人間行動システム専攻）で博士号を取得しました。国

際開発高等教育機構（FASID）勤務を経て、国際開発コンサルタントとして活躍。援助・開発

マネージメント、評価システム・手法に関する数多くの理論研究を行いました。アジア・アフリ

カ各国で、社会開発分野の評価調査を実施。現在、日本評価学会の理事であり、明治大学

大学院ガバナンス研究科教授を務めています。 
 
 

議員の皆様、ご列席の皆様、皆様方と

この大変重要なワークショップに参加でき

ることを誇りに思いますし、APDA の皆様

に、このような素晴らしい機会を提供してく

ださったことを感謝申し上げます。 
今回、ODA の説明責任や透明性の問

題についてお話させていただき、皆さんと

意見交換できますことを、心より嬉しく思い

ます。 
まず、ODA の説明責任や透明性にお

ける議員の能力を構築することについてお

話をしたいのですが、これはかなり包括的

な問題です。私の専門は政策評価、また

評価研究の分野になりますので、今日は

焦点を絞り込んで、政策評価に関する観

点についてお話をしたいと思います。 
私は実務で国際開発の現場において、

日本政府や世界銀行等が行った開発援

助プロジェクトの評価を行ってきました。そ

こで私が感じたことを皆様と共有できれば

と思います。 
現在、ODA の介入について評価を実

施することが大変重要になっています。供

与国だけでなく、受入国であるパートナー

諸国の観点からも捉える必要があります。

受入国のイニシアティブとしては、ODA に

よる介入が自分たちの国家開発計画と適

合しているかをみる必要があります。各国

独自の国家 5 カ年開発計画といった政策

との整合性です。ODA 供与国は、パート

ナー諸国の政策の観点も取り入れていか

なければなりません。つまり、各受入国の

文脈に照らし合せ、国家の開発計画を明

確にしつつ、ODA の介入を評価しなけれ

ばならないと思います。 
今日は、3 つのポイントについてお話さ

せていただきたいと思います。 
 1 つ目が政策評価とプログラム評価の理

論です。技術的、かつ理論的な評価政策

についての基礎についてお話をします。2
つ目に ODA がどれだけ効果があるのかを

見るための方法と、また受入国側の開発

政策との関わりについてお話します。3 つ

目に、ODA の説明責任と透明性を阻んで

いるものは何かについて、議会との関わり

に触れながらお話をしたいと思います。 
 申し遅れましたが、私が今教えている明

治大学は今年 130 周年を迎えます。私が

教鞭をとっている大学院のガバナンス研究

科はとてもユニークな内容になっており、

アジア・アフリカ諸国の若い官僚の幹部候

補生の方々を学生として抱え、英語で授

業を行っています。日本の ODA による奨

学金で、そういった方々を日本に招いてい

ます。現在、約 40 名の留学生がガバナン

ス研究科で学んでおり、前途有望な、若い



 61

専門性の高いプロフェッショナルの生徒た

ちと一緒に、ガバナンスの諸問題や、公共

政策、行政改革といったことを議論するこ

とは本当に楽しいことです。皆様の国から

も受け入れております。これからもよろしく

お願いいたします。 
 さて、内容に戻りますが、まず最初に、プ

ログラム評価理論についてお話します。政

策の評価をどのように専門的に行うのかと

いうことです。その理論を説明するために

事例として「母子保健」に関する政策体系

を簡単にまとめてみました。 
政策の目的は、お母さんと子どもたちの

健康状態を改善することです。私は人口

や保健、医療の専門家ではなく、皆様の

方がご専門でいらっしゃるので恐縮ですが、

私の方でまとめた母子保健に関する政策

の構造を見ていきたいと思います。 
政策の体系は 3 つの段階に分けること

ができます。最上位にある一つ目の段階

の政策目標を達成するために、政府はど

のようにしてそれを達成するか（戦略）を考

えなければなりません。その戦略は、二つ

目の段階のプログラムレベルに落とし込む

ことができます。例えばこの事例であれば、

まず「医療サービスの改善」プログラムがあ

げられます。それを実施することで、政策

の目的が実現に近づきます。別のプログラ

ムは、「妊産婦と乳幼児の栄養状態の改

善」です。これを他のプログラムと共に実現

することで、政策目標の達成により近づく

でしょう。他にも様々なプログラムを考慮し

なければならないかもしれません。 
政策目標があり、その目標を達成するた

めにプログラムレベルの目標があり、さらに

その目標を達成するために、いくつかのプ

ロジェクトが現場で実行されます。そのプロ

ジェクトレベルで予算が使われます。この

例では、診療所の施設の装備を充実させ

るといったプロジェクトがひとつあり得ます。

この政策体系は、ODA の政策体系ではあ

りません。むしろ受入国、パートナー国で

ProjectProject
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ある皆様の国の開発政策です。 
政策目標を達成するための他のプロジ

ェクトとしては、医療スタッフを再訓練する

ことによって、より良いサービスが供給でき

るようにすることが挙げられます。様々な研

修やセミナーを実施したり、カリキュラムを

開発するといった活動が行われます。 
これらのプロジェクトが行われることによっ

て、上位のプログラム目標が達成され、長

い目で見れば、政策の目標そのものの達

成に貢献することになります。これらが政

策を実現するための政策過程の層です。 
この政策体系では、医療サービスだけ

では政策目標は達成できませんので、母

子の栄養用状態が改善されるプロジェクト

も実施されることになります。また、その他

のプロジェクトも補足的に策定されなけれ

ばならないかもしれません。いくつかのプ

ロジェクトを計画・実行し、母子の栄養状

態が改善され、それを評価するという流れ

になっています。このような政策体系は、

現実にはもっと複雑ですが、政策全体を

様々なレベルで、切り口として考えていくこ

とができます。 
これは一般的に広く使われているプログ

ラム評価の理論です。政策目標は最終成

果（エンドアウトカム）として、プログラムが

終わった時点での成果と捉えることができ

ます。最終成果は、ターゲットグループあ

るいは社会に対しての良い変化と考えるこ

とができます。そのような変化をもたらすた

めには、プロジェクトといった介入（手段）

が必要になってきます。その手段がもたら

す結果のことをここでは「アウトプット」という

言葉を使って表します。 
アウトプットは形の見える結果です。例

えばこの例では、診療所の装備が充実す

ることです。新しい診療の施設がいくつ導

入されたかを調査します。ただし、そのよう

な目に見える形のある結果が、必ずしもよ

い効果を社会にもたらすとは限りません。 
この図から私が申し上げたいのは、政策

のどの部分に着目するかで、評価をする

方法は違ってきますし、その評価の目的と

も違ってくるということです。一体誰がどの

レベルで関心を持っているか、誰が説明

責任を持つべきか、どの政策体系のどの

レベルに着目しなければならないのかが、

評価を行う上で重要になります。 
 例えば、プロジェクトレベルでは誰が評

価に関心を持っているのでしょうか。まず

プロジェクトマネージャーが挙げられるでし

ょう。プロジェクトマネージャーは、プロジェ

クト実施の責任者です。予算をなるべく有

効に活用するというのがプロジェクトマネー

ジャーの責任になります。実際にプロジェ

クトを実施する人ですので、プロジェクトレ

ベルの評価に興味を持っています。 
一方、政策決定者や意思決定者はもっ

と上のレベルに関心があると思います。政

策決定者は、納税者に対する説明責任を

負います。このプロジェクトを実施し、もし

母子の健康に改善が見られなければ、国

民に対して、納税者に対しての説明責任

が果たせていないことになります。一方、

意思決定者、政策決定者は、政策体系の

上位レベルの評価の責任を負う立場にい

ます。 
 様々な評価方法がありますが、どのよう

に評価するかは目的によります。誰が評価

をするかで、その評価の焦点も異なってく

るということです。 
次に評価の方法ですが、まず申し上げ

たいのが、評価をする際に評価の対象を

明確にしなくてはならないということです。

私の経験から申し上げますと、これは簡単

にできることではありません。特に NGO の

プログラムでは、多くの活動が同時に実施

されており、また関係者の「思い」が様々あ

るため、目的は何なのかを特定することが

難しい場合もあります。つまり最終成果とし

て、何を目的にしているのかがわかりにく

いということです。このように計画プロセス、

戦略プロセスが明確でない場合は、評価

を適切に行うことが難しくなります。 
評価対象を把握することは、プログラム
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理論を明らかにすることです。評価は、改

善のために行います。プロジェクトの管理

の改善であったり、次の政策決定への改

善に向けるものであったりします。そのため

には、失敗した場合には、どうして失敗し

たのかという理由を明らかにしなくてはなり

ません。そうしなければ、その成果を次の

改善に向けて使うことができません。評価

の結果を次のステップに反映できなけれ

ば、評価を行うことは全く無駄になってしま

います。 
プログラムは理論的に考えて 2 つのレベ

ルでの失敗がありえます。母子保健の事

例に戻りますが、もし、プロジェクトを実施

しても母子の健康が改善されなければ、ど

うしてなのかを探る必要があります。もしか

したら、問題はプロジェクトの実施方法に

あるかもしれません。例えば医療関係者の

訓練内容に問題があるのかもしれません。

訓練を受けたとしても、カリキュラムや、教

授方法があまりよくない場合には、「実施

の失敗」が起こりえます。 
実施には問題がなく、全てスケジュール

どおりに進み、訓練の質も大丈夫だったと

し、しかし結果がもたらされない場合があり

ます。この場合は、もしかしたらプロジェクト

を手段とすることで成果が上がるという想

定（ロジック）自体が間違っていたのかもし

れません（「ロジックの失敗」）。つまり計画

の段階で、これらのプロジェクトの介入が

行われた際に、医療のサービスが改善さ

れれば、健康状態に寄与することができる

というのが、想定であり、ロジックです。そ

のロジック自体が間違っていたのかもしれ

ないということです。この場合は、医療関係

者の訓練よりも、他のことをした方が良かっ

たのかもしれないということになります。 
10 年以上前ですが、私はアフリカのある

国で実施された灌漑プロジェクトを評価し

ました。日本の ODA で実施されたもので

す。このような場合、通常は日本の専門家

が 2 年間派遣されます。この間に技術移

転を行いますが、日本の専門家から、「源

さん、私たちが日々行っている活動と、成

果の評価は別にしてください」と言われま

した。日本の専門家、アフリカの専門家と

も、実施、プロセス管理では非常によく努

力していました。しかし、日本人専門家は

想定された成果として、例えば農業の生産

性を上げることが、達成できないかもしれ

ないことがわかっていました。 
こういった場合に、灌漑システムが整備

されたとしても、農業生産に対する影響、

また農家の収入に対する影響力は限定的

であったということが考えられます。そうな

ると、この地域における灌漑プロジェクトの

介入自体を考え直す必要があるかもしれ

ません。これは政策プロセスにおける想定、

ロジックの問題です。再度申し上げますが、

評価とは評価目的によってどこを見るかが

異なります。その評価結果の責任は誰が

負うかによって、評価対象や調査の深度

が異なるものになります。 
評価には、様々な評価の焦点があり、

評価対象や評価目的によって様々な手法

があります。ODA の評価では一般的に、

DAC（OECD の開発援助委員会）による評

価 5 項目が使われます。 
私たちが興味を持っているのは、まず政

策そのものが国民のニーズを反映している

か、もしくは社会のニーズを反映している

かという点です。そして介入がそれに沿っ

て実施されているのか、介入を行ったこと

によって、それらが変わるのかどうかを見ま

す。成果を確認するために、プロジェクトの

終了後でなく、「Ex-ante」という、政策プロ

セスの最初の段階で、ODA の介入も含め、

その政策が本当に妥当なのかを評価しな

くてはなりません。 
評価は、社会のニーズ、政策の妥当性

にも関連しています。そういったことは事業

の最初の段階で確認しなければなりませ

ん。最後の段階でこれは失敗だったとわか

るのではなく、最初の段階でそういった戦

略や介入の妥当性を評価することができ

れば、その後のプロジェクト実施はずっと
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効果的になります。また、プロジェクトの管

理ではコストの問題（効率性）も見なけれ

ばなりません。 
最後に、国会議員はどのレベルを見る

べきか、ということについてお話します。 
評価という意味の「エバリュエーション」と

いう言葉はラテン語からきています。私は

ラテン語の知識は全くありませんが、言葉

を分解すると「エ」+「バリュー」となるそうで

す。ラテン語の接頭詞で「エ」は外に向かう

ということです。つまり「エバリュエーション」

とは価値を外に持ち出すことです。これは

辞書で調べました。 
このような語源から考えても誰にとって

の価値を取り上げるのかは、評価において

非常に重要な点になります。例えば灌漑

事業で、成果が農業の生産性が 10％の上

がったということ、これは成功なのか失敗な

のか。それはその価値をどう見るかにかか

っています。 
かつて私はケニアのナイロビ地域で貧

困撲滅のプロジェクトの評価に関わりまし

たが、そのプロジェクトは生活の改善が目

標でした。そこでわかったのは、彼らにとっ

て「生活の改善」とは、例えば子どもを学校

に送ることができるということでした。もしく

は、スラム地域で 1 日に食事を 2 回摂れる

ことが、成果でした。通常は貧困撲滅にお

いては収入の向上が指標ですが、このコミ

ュニティではそういった成果で判断してい

ませんでした。子どもを学校に送れれば、

生活の向上を意味します。彼らの文脈の

中では 1 日に 2 回食事ができれば、これは

生活の向上になります。その人たちの価値

というのがプロジェクト評価に十分に盛り込

まれなければなりません。 
このケニアのプロジェクト評価は、私は

外部評価者として関わりましたが、彼らの

生活の改善はどういったことを意味するか

といったことは外部者の私にはわかりませ

ん。ですが、皆さんは、国民の代表者です。

国会議員として。国民の価値が評価制度、

評価基準に盛り込まれなくてはいけないこ

とは、皆さんよくご存じかと思います。その

価値は、政策や政策の成果指標に盛り込

まれなくてはなりません。それによって皆さ

んは国民に対して説明責任を果たせること

になります。 
どういった政策を達成するべきなのかを

国会議員を含めたステークホルダーと十

分に話し合われる必要があると思います。

その上で開発政策、開発計画が策定され

るべきで、その過程では、社会問題の原

因分析という視点から考えていく必要があ

ると思います。社会問題は非常に複雑で、

単純化できませんが、しかしそこから政策

の立案が始まります。もちろん、その計画

を実行している過程では、モニタリングをし

たり、中間評価というのも必要になるでしょ

う。 
 さて、これまで ODA の評価について、説

明責任といった場合に、パートナー国と供

与国の人々の関係性という視点で話をし

てきました。 ODA に関していえば、説明

責任は 2 種類あります。まず第 1 に供与国

政府の自国民の納税者に対する説明責

任があります。またパートナー国は自国民

に対して説明責任があります。この説明責

任については、援助モダリティの観点から

の議論を紹介したいと思います。 
援助モダリティには 3 つの介入方式が

考えられます。すなわち、プロジェクト支援、

セクター支援、そして直接財政支援です。

プロジェクト支援は、通常国家の予算外で

す。ある期間を設定し、例えば道路やイン

フラを整備し、それで終了します。 
プロジェクト支援に関しては、取引コスト

が課題となっています。開発援助プロジェ

クトは、供与国がそれぞれのやり方で実施

するため、余計なコストがかかります。また

継続性の問題も生じてきます。プロジェクト

支援が受入国の予算に入らなため、供与

国がそこで必要となる経常費の計上などを

配慮できないのです。 
セクター支援、また直接財政支援にも

課題があります。これらの支援はパートナ
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ー国の予算に組み込まれています。この

援助方式は、パートナー国のオーナーシ

ップや、国内の説明責任システムを強化し、

責任の所在を明らかにすることができます。

支援が一般予算の中に位置づけられるの

で、理論的には、取引コスト、オーナーシ

ップ、説明責任の観点からも有効性が高

いのはこのやり方だと思います。ただ、この

援助方式では供与国の説明責任を問うの

が難しくなります。実施プロセスがパートナ

ー国のシステムに組み込まれるため、透明

性の確保が難しく、果たして供与国の拠出

した資金がどういう形で使用されているの

かを見極めることが難しくなるからです。 
外国からの援助を各国の政策の中にい

かに統合するかについては、供与国からも

様々な取り組みがなされています。仮にこ

の図が、皆様の国の開発政策だとします。

開発政策の実施は皆様の国の責任にお

いて行います。皆様は、この介入は世銀、

これは JICA、これは CIDA、これが自国政

府によるものだと決定する権限があります。

プロジェクトごとにドナー国の 1 回限りの介

入で、他のプロジェクトとの関連性が無い

場合は、その効果である政策目標への貢

献度を見極めることができません。開発援

助の現場ではこの問題がずっと指摘され

てきました。 
こうした議論を反映させたものとして、詳

細は割愛しますが、援助の実効性に関す

る 2005 年のパリ宣言があります。パリにお

いて高官レベルの会議が行われ、5 つの

原則が指摘されました。主なものとして、パ

ートナー国のオーナーシップと供与国との

パートナーシップの重要性が指摘されて

います。オーナーシップに関しては、自国

の開発政策に対して自分でリーダーシッ

プを発揮し、自分で責任をもって実行する

ことが重要であると指摘されています。また

パートナーシップについては、各国の状況、

開発計画に合わせて、供与国がきちんと

サポートできているか、供与国とパートナ

ー国の連携ができているかが論点となりま

す。 
 最後に ODA 評価における今後の課題

についてですが、パートナー国の議会の

10
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役割が不可欠だと思います。すなわち、パ

リ宣言にあるようにパートナー国のオーナ

ーシップを持ち、責任を果たしていくため

には、住民の声を代表する機関である議

会の関わりが不可欠となります。議会関連

のある機関が、こうした開発援助における

議会の役割について調査をした結果、今

後の課題がいくつか指摘されました。 
 まず、コミュニケーションで問題があること。

供与国の議会や市民社会の関係におい

て、コミュニケーションがうまくいっていない

ことが指摘されました。そして立法、調査・

研究、予算、監査の面で能力が不十分で

あることが指摘されています。 
多くの場合、パートナー国は国家の開

発計画を供与国の関与によって作成しま

す。そうした供与国はパートナー国の開発

計画に行政のレベルで関与しており、議

会はそれに関与できません。議会の何ら

かの国内委員会が、そうしたプロセスの中

に介入する必要があると思います。 
市民社会の関与については、特に政策

の目標を設定する際には、市民社会との

関係が不可欠だと思います。 
 議会の監視については、立法や行政府、

それぞれ異なった役割を担っているという

ことを申し上げたいと思います。従って、議

会の関与について、バランスのとれた形で、

議会の役割を明確にした上で関わる必要

があると思います。 

また ODA のカウンターパートは行政で

すので、供与国の議会でやり取りすること

が必ずしもできない状況にあります。しかし、

特に ODA の介入を開発政策にどう反映さ

せるかを考えていく場合には 行政間だけ

でなく、パートナー国の議会の関与も不可

欠です。それに伴い、議会による調査・啓

発機能も強化する必要があります。 
一例ですが、私は最近ガーナ政府の評

価システムの構築に関わりました。JICA が

主催し、ガーナから 30 人以上の政府高官

を日本に招き、評価システム構築に関する

セミナーを開催しました。評価レポートの

質をどう高めるか、そして透明性の確保、

情報へのアクセス性、評価結果を国会議

員がきちんと見たり、利用したりすることが

できるようにするにはどうしたらいいのかと

いうセミナーでした。 
一つの方策として、供与国とパートナー

国の双方の議員によるネットワーク化が必

要不可欠です。議員、議会が開発問題に

関わり、ネットワークを構築することが必要

です。ODA はパートナー国の開発目標を

達成するための手段の一つです。そうした

意味では、ODA の評価について議員間で

考える今回のプロジェクトは非常に重要な

取り組みであると考えています。 
ご清聴、ありがとうございました。 
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討  議  
 

議長： エドセル・ラグマン 議員 

PLCPD 議長／AFPPD 副事務総長 

フィリピン 

 

 

議長： 

 非常に示唆に富んだご指摘をいただき

ました。全ての ODA 介入は受入国の国家

開発政策をきちんと考えた上で行われな

ければならないというお話でした。裏を返

せば、先生ははっきりと言葉にされたわけ

ではありませんが、ODA は、ドナーの方針

第一で行われるべきではない、ということで

す。 

 透明性は、一定の基準から見ていくべき

です。資金調達がどうなっているか、ロー

ンか無償か、資金支出や運用状況、プロ

ジェクトの実施状況についても見ていかな

ければなりません。 

 説明責任も、一定の基準から見ていくべ

きです。資金調達プロセスと実行状況、目

標としている成果と実際の結果の差につ

いても、それを見極める必要があると思い

ます。 

それでは討議に入りたいと思います。カ

ンボジアの方、お願いします。 

 

ダムリー・オック議員（カンボジア）： 

 素晴らしいご発表に感謝いたします。1

つ目の質問ですが、「実施の失敗」とはど

ういうことでしょうか？ 誤った決断が原因

なのでしょうか。それともきちんと実施され

なかったことが原因なのでしょうか。 

 2 つ目の質問は、援助の有効性と様式に

ついて、予算のプロセスで取り分けること

なく、予算内で収めるという点ですが、これ

は無償や ODA についての話でしょうか。 

  

源由理子教授： 

 ご質問ありがとうございます。最初のご質

問ですが、実施の失敗とは、そのプロジェ

クトの実行過程で何かがうまくいかなかっ

たということです。具体的にいうと、活動レ

ベルで何かがうまくいかなかったということ

です。例えば、先程の例では、医療スタッ

フの再訓練において、訓練の教材の質は

適切だったか？ 講師は資格を有してい

たか？ 参加者も資質のある人たちだった

か？ そういったことが関わってきます。言

いかえれば、マネージメントにも関わってき

ます。「理論上の失敗」と「実施の失敗の違

いは、成果です。政策担当者にとっては成

果のほうが大切です。しかし、なぜ成果が

達成されなかったかを考えるとき、実施の

プロセスが重要になります。 

2 点目の質問は、予算の用途を決めると

いう話ですが、これは無償資金協力と借款

の両方に当てはまります。これを一緒にす

ることもあります。例えば、日本の供与で病

院を建てることがありますが、無償資金協

力で技術援助を実施し、建物は借款に頼

るということもあるかと思います。 

 

議長： 

シフ・カレーさん、どうぞ。 

 

シフ・カレー事務局長（AFPPD）： 

 大変卓越したご発表だったと思います。

国会議員や国会議員グループが果たす

べき役割が非常に明確に示されていたと

思います。 

2 点お伺いしたいのですが、評価の際

に、「成果の評価」、「インパクトの評価」、

「有効性」という表現を使われますが、この

3 つの違いを教えていただけますか。 

私としては、インパクトがあれば、これは

成果にも関わってきますし、有効であると
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いうことは、インパクトがあるというではない

でしょうか。 

2 つ目の質問ですが、なぜ ODA をオン

バジェットにすることは難しいのでしょうか。

プロジェクト予算と ODA 予算は異なること

なのでしょうか。 

 

源由理子教授： 

 ご質問ありがとうございます。最初の質問

ですが、評価の言葉をそれぞれ換えるの

は、少しずつ異なるからです。これは評価

する機関や、使う理論によって異なるかも

しれません。これは効果に着目しています。

効果は成果として定義することもできます

が、機関によっては長期的な成果は「イン

パクト」と見なす場合があると思います。 

 インパクトの評価と言った場合ですが、

理論的には一定の方法を用いて、インパ

クトを評価します。純粋なインパクトとして、

得られた成果がそのプロジェクトだけの結

果で達成されたのかどうかを見ます。これ

は評価様式の一つです。有効性を見たと

いう言葉を使ったのは、OECD の DAC が

成果を見るのにこの言葉を使うからです。

やや異なる領域から効果を様々な言葉を

使うことがありますが、少しわかりづらかっ

たかもしれません。 

 2つ目の質問ですが、なぜ支援を途上国

政府予算に計上するオンバジェットで提供

するのが難しいのかは、様々な理由がある

と思います。例えば日本の場合、日本の

ODA は、外務省が管轄しています。しかし、

ODA の事業内容によって、様々な関係省

庁が関わってきます。そのような行政レベ

ルの問題が理由の一つかもしれません。 

また説明責任の問題があると思います。

ドナー国でも説明責任が必要です。例え

ば援助受入国にオンバジェットで供与する

ことになると、国民、納税者への説明責任

として、どれだけの額がどれだけの結果を

達成したのかを見ることが難しくなります。

他のドナー国のお金と一緒に開発のため

に使われるので、どのように使われたかが

見にくくなります。そのため、ドナー国では、

オンバジェットに対しては二の足を踏んで

しまいます。しかし、ガーナとタンザニアに

関しては、医療保健の 35％をオンバジェッ

トでドナー国からもらっているということで

す。 

 

議長： 

ガーナ、どうぞ。 

 

アブドゥル・ラシッド・ハッサン・ペルプオ議

員（ガーナ）： 

 大変充実したご発表をありがとうございま

した。評価に携わっているのは誰か、また

誰の価値観で評価しているのか、これはド

ナーと受入国の関係において、非常に重

要だと思います。 

 様々な問題がでてきますが、それは資金

を確保するための条件の問題や、国の内

情に合わないことを押しつけられるという問

題があるからです。日本との関係は、そう

いった難しい条件を課せられたことはあり

ません。そういった他国からの条件が、価

値体系を歪ませないかということは、重要

な問題だと思います。 

援助の効果という問題ですが、ドナー国

や受入国がパリ宣言に則っていると思わ

れますか？ もちろん、自分たちで政策を

決定し、計画を立て、予算を決めることが

できるのは、非常に魅力的な内容だと思い

ます。しかし、予算プロセスが受入国の政

府によって管理されると、汚職、透明性の

問題、説明責任の問題が出てきます。そ

の問題はどのようにして解決したらいいの

でしょう。 

 

議長： 

源先生、お願いいたします。 

 

源由理子教授： 

 コメントとご質問をありがとうございます。

予算策定プロセスですが、パートナー国が

ある意味予算策定のプロセスを強化するこ
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とは大切なことだと思います。ドナー国の

パリ宣言に対する反応ですが、公共予算

を管理するプロセスを強化するための様々

なプロジェクトが各国で行われています。

これは主にプロジェクトごとのアプローチと

なります。予算プロセスを強化されることが、

パリ宣言原則を推進するための条件の一

つになると思います。 

私が最近読んだベトナムでの研究成果

では、政府においてそういった予算策定プ

ロセスを強化するために、アジア開発銀行、

世銀、JICA 等の機関が、協調してプロジェ

クトへの予算のインプットを行っています。

こうした方法を通じて、予算策定プロセス

を強化することができるかもしれません。 

 

議長： 

 他にコメントかご質問ありますでしょうか。 

 

アブドゥル・ラシッド・ハッサン・ペルプオ議

員（ガーナ）： 

 援助の効果ですが、パリ宣言で十分だと

思いますか？ 

 

源由理子教授： 

もちろん援助の効果を上げるためには、

様々な方法があると思います。パリ宣言は、

当事者意識や、供与国側で足並みをそろ

えるといった点を強調していることに関して

は、意義深いと思います。宣言が原則を示

していると思いますので、その原則に基づ

いて、受入国も供与国も共に協力して、予

算策定プロセスを強化していくべきです。 

価値体系のお話もなさいましたが、諸外

国からの援助は、誰の価値体系をもとにし

て社会の価値体系とするのでしょうか。そ

の場合は、議員の役割は重視されるべき

だと思います。ドナー推進型の介入ではな

く、受入国側の価値観があって、あくまで

それをサポートする形でドナー国が支援を

行うべきだと思います。それもパリ宣言に

組み込まれている考えだと思います。政策

の価値観を決めるのは、受入国です。 

実際、そうされていると思いますが、

人々のニーズについて、援助供与国との

話し合いだけではなく、自分たちの市民社

会と膝を突き合わせて話をすることが、そう

した価値を政策に反映される上で必要「だ

と思います。まず政策の枠組みがあり、国

民のニーズを反映させ、ドナー国はあくま

で部分的に介入をすることが一番理想な

のではないでしょうか。 

 

議長： 

 ベトナムの方、どうぞ。 

 

グエン・ヴァン・ティエン議員（ベトナム）： 

 ご発表ありがとうございました。理論的に

は、素晴らしいと思います。しかし、実際に

は、私たち自身、非常に多くの困難に直

面しています。国会議員の説明責任や透

明性の能力を構築するこのプロジェクトも

今年で 3 年目になり、様々なことを学びま

した。 

私の質問ですが、議員が ODA のプロセ

スに介入するにあたって、何が一番の課

題とお思われますか？ 先生は 3 つの困

難があると指摘されました。コミュニケーシ

ョン、能力構築、資質の 3 つを挙げられま

したが、この中で最大の課題は何だと思わ

れますか。 

 議員の役割は 2 つあると思います。1 つ

は予算、もう 1 つは監視だと思います。監

視については、それぞれの国で状況は同

じだと思います。昨年ですが、日本の

ODA の評価グループの派遣団が、ベトナ

ムに来ました。池上さんが団長を務めてお

り、私たちもお手伝いをしました。そこでわ

かったのは、日本政府とベトナム政府の間

でかなりの ODA が行われており、その報

告書も数多くあるのに、そういったことが国

会議員に対して全く報告されていません

でした。 

先生は数多く評価を行っていらっしゃい

ますが、国会議員の役割という観点から見

た時に、どういった国、どういったモデルが、
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よい例として指摘できますか。そうした事例

を学ぶことによって、私たちも問題を解決

したいと思っています。 

 

源由理子教授： 

 非常に難しい質問だと思います。2 番目

の質問に対しては、「わかりません」という

のが私の答えです。こういった評価のミッ

ションに私も関わってきましたが、これは援

助政府、もしくは JICA 等の実施機関と、そ

して皆様の政府、省庁との間で実施されて

いる評価だからです。私たちは評価者とし

て、それ以上のことはできません。それが

私が有効なお答えができない理由です。

重要な点は、ODA の介入が、皆様の開発

政策に照らし合わせて検討されているかど

うかですが、これは国によって異なります。 

最近ベトナムについて読んだベトナムで

の評価の資料では、やはりそういった開発

政策に照らし合わせて評価されているとい

うことでした。これは、最初の質問にも関連

してくると思います。どのように国会議員が

介入するべきか、この点についても国によ

って違うと思います。どういった議会のシス

テムを持っているのか、内閣がどうなって

いるかでも異なるかと思います。どれが一

番重要だとは言えませんが、私のプレゼン

テーションの中で、チェック＆バランスとい

う話を簡単にさせていただきました。これが

政策プロセスにおける立法府と行政府の

役割を明確していると思います。これは民

主主義の話にもなります。非常に壮大な話

ですが、ODA の介入に関係することだけ

でなく、皆様の国の開発全体を考えた時

に、このような討議は避けて通れないと思

います。 

 

議長： 

 もう 1 つ質問をお受けしましょうか。 他の

人も質問したいので手短にしてください。 

 

グエン・ヴァン・ティエン議員（ベトナム）： 

 1 つ確認したいと思います。多くの国でも

同じような傾向があると思いますが、10 年

前にベトナムで ODA に関する法律を制定

しようとしました。他の国の経験でも同じで

すが、議会の関与を深めることは政府に嫌

がられます。そのため、10 年前も今でも

ODA の法律がありません。他の国はどうか、

ご経験を教えていただきたいと思います。 

 

議長： 

 これはコメントということで良いですね。フ

ィリピンについていえば、ODA に関する法

が一つと執行命令が一つあります。同様の 

審議未了の議案があります。シエラレオネ

の方、どうぞ。 

 

アリマミー・アマラ・カマラ議員（シエラレオ

ネ）： 

 非常に技術的な良いお話をありがとうご

ざいました。援助の効果と手順について、

お考えをお聞かせください。 

先程のお話にあったように、政策の成果

という点では、援助国の意図は、開発途上

国の問題解決を手助けするということです。

私は政治的な側面は大事だと思います。

アジアの中国、日本のような発展した国を

見てみますと、技術援助に非常に関心を

持っています。また、外交政策として、ひも

付きにしないように気をつけています。西

洋諸国は、民主主義の観点を重要視して

おり、人権が尊重されているかといった点

を重視して援助や融資を行います。 

お聞かせいただきたいのは、日本から

見た場合、政策の成果を見ていくために

は、セクターごとにしろ、プロジェクトごとに

しろ、今後 JICA のプロジェクトはどうのよう

になっていくのでしょうか。こうした援助は、

それによって人々が裨益するという意図を

もって行われなければなりません。 

今は政府の問題があると思います。政

府が援助のチェックを全て行うことになっ

ているからです。ですから、JICA の将来の

援助がどうなっていくのかお考えを教えて

いただきたいと思います。 
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また、議会の問題も政治的なシステムの

違いによって異なると思います。私たちは

政策決定には介入しません。それは行政

府の仕事だからです。議会は立法します。

融資が実施される前に、議会を通るべきで

す。私たちは国民の代表として、それが正

しいのかどうかを判断すべきです。多くの

場合は、特に重要視している国からの融

資や援助を止めることはなかなか難しいと

ころがあります。こういった点も重要だと思

います。 

また、日本政府としては、政策を策定す

る場合に、国会議員や国会が常に介入す

るべきだと考えているのでしょうか。私たち

の憲法では、国会議員が最初の段階では

介入することが許されていません。内閣府

から出された後で、私たちが目を通すとう

いう手順になっています。 

 

源由理子教授： 

 JICA はガバナンスの領域まで権限を広

げていますが、ただ主にそういったプロジ

ェクトは、政府や行政府用のものです。例

えば、政府高官の能力強化や、法整備を

行うといったものです。これは技術的な側

面になるかと思います。 

これは 10 年前に始まったばかりですの

で、インフラ整備に比べると、それほど経

験がありませんが、日本政府と JICA は、ガ

バナンス分野への協力の重要性を認めて

いると思います。ただ、政府システムの問

題は、主権の問題がありますので、日本政

府はそれほど介入できません。先程申し

上げましたが、国会議員として監視能力を

高めるためには、国会の調査能力のサポ

ートというのも考えられると思います。 

それぞれの国会では調査機能というの

があると思います。日本でもありますが、そ

れによって国会議員が政策や法を作ること

ができます。こういった調査するスタッフに

対する訓練をきちんと行い、国会議員の活

動を支援することができると思います。これ

は主権には介入しません。今現在、実施し

ているドナーもいるかもしれませんが、日

本では行ったことないと思いますが、こうい

った分野での話し合いがされると聞いてい

ます。 

 国会の中での立法への支援として、法の

整備をするためにはデータが必要だと思

います。そういった国会議員の活動を支え

るための環境支援も、外部の資金でサポ

ートできる可能性があると思います。 

 

アリマミー・アマラ・カマラ議員（シエラレオ

ネ）： 

少しご説明したいのですが、アフリカで

の経験では、過半数、もしくは政府のサポ

ートがなければ、そうした活動が難しいとい

うのが私たちの状況です。 

 

議長： 

 ケニア、どうぞ。 

 

フレドリック・オウタ議員（ケニア）： 

 先程、ガーナの方がおっしゃった価値体

系の問題ですが、あまり明確になっていな

いと思います。今までのアフリカでの ODA

プロジェクトを見てみますと、例えばケニア

の場合では、政策を作り、ドナー国とパー

トナーシップを結びますが、時には援助国

からの条件が、受入国の利害の対立にな

ることがあります。その場合の多くは、プロ

ジェクトが中止されているという状態があり

ます。こうした例は、パリ宣言で謳われてい

る内容と矛盾していると思います。 

私の国でも、世界銀行等の多くのプロジ

ェクトがありますが、融資を受ける際に要求

が付きます。その要求を満たされなければ

融資がされない状況です。 

またナイロビでのプロジェクトがとても成

功しているというお話がありましたが、どち

らで実施されているのでしょうか？  

 

源由理子教授： 

 最後の質問のお答えは、キベラというス

ラムとあと 3 つのスラム地域を対象にした、
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人々の生活改善のプロジェクトでした。地

元の NGO が実施し、JiCA 本部が支援をし

ました。私はそのプロジェクトの評価に関

わりました。申し上げたとおり、外部から社

会の価値を理解するのは非常に難しいこ

とです。私は従来の方法、つまり外部的な

手法での評価は無理だと思い、参加型の

アプローチで評価をしました。時間があれ

ばその方法についてもご説明したいと思

いますが、 

 もう 1 つの質問は、ドナー国から様々な

制約があるため、様々なプロジェクトを停

止せざるをえなかったというお話でした。

確かにこうした事例はいくつもの国であると

思います。だからこそ、パリ宣言が非常に

重要です。ただ、パリ宣言は昨年失効しま

した。2005 年に始まって、2010 年に終わり

ました。ただ 2011 年 11 月に、韓国で高官

級会議が開催され、パリ宣言を見直すこと

になっています。私の知る限りでは、前回

2008 年にガーナのアクラで開かれた高官

級会議では、パートナー国の政治的な意

思の重要性に重点が置かれました。「政治

的な意思」というと幅広い意味があります

が、私のプレゼンの視点から言うと、開発

政策のオーナーシップです。懸念の 1 つ

は、パートナー国は、いつお金がくるか予

測ができないということです。ドナー国も、

いかにしてその国の開発政策に沿った形

でプロジェクトが行われるかどうか、予測が

つきません。一般的なコメントで申し訳な

いのですが、ドナー国とパートナー国の議

会が、この人口や保健といった分野での

議員同士の交流を通じて対話を行えば、

双方の懸念を解決する上で影響力を行使

することができると思います。 

 

議長： 

 パキスタンの方、お願いします。 

 

ドーニャ・アジズ議員（パキスタン）： 

 政府の能力構築についてご質問します。

また議員の調査能力についても質問した

いと思います。 

官僚に対する能力構築ですが、その能

力構築の結果について、これまで実施さ

れていますが、国会議員が実際にそれに

関わり、結果を評価することは全くできない

状況です。 

例えば、議会の事務局のスタッフの訓

練について、誰がどういう能力構築の訓練

を受けて、どういう結果だったか、私は 3 回

質問を提出しました。しかし、質問を出して

も答えはありません。事務局のスタッフは

非常に権限があるからです。最初の質問

は破棄されたり、なくされたりしたので、次

に副議長に手渡しましたが、彼らは答える

つもりがないと言われました。 

私たち若い議員のフォーラムでもよく認

識していることですが、官僚たちの能力構

築をしても、ほとんど、もしくは全く議員に

は効果はありません。 

調査スタッフに関して、例えば若い大学

卒のスタッフを受け入れて 1 年間訓練を施

します。彼らの履歴書の内容は充実し、そ

うして民間部門へと転職してしまいます。

政府に留まってもらうことができません。 

そのため、私達の若い議員のフォーラム

は、同様のドナーによるの能力構築のプロ

ジェクトを実施しました。議会事務局向け

ではなく、議員の秘書向けの能力構築のト

レーニングです。これから 5 年、10 年と議

員と一緒に働きますし、議員はこのスタッフ

を活用することができ、スタッフとの人間関

係も良好になり、また果たして能力構築プ

ログラムの効果があったかどうかを評価す

ることができます。これは JICA も行ってい

ますので、ぜひこうした面を強調したいと

思います。 

 

議長： 

ラオ議員、お願いします。 

 

K.S. ラオ議員（インド）： 

 このテーマに関して、長年研究された上

でのプレゼンテーションだったと思います。 
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ここにいる議員は、議員の関与が援助

のパフォーマンス、実施、効果の上で非常

に重要であることで意見が一致しています。

ドナー国やその国民の満足度の面でも、

受入国での適切な活用が条件です。 

ただ、お話になっているのはどの議員の

お話なのでしょうか、ドナー国の議員、もし

くは受入国の議員でしょうか。それともプロ

ジェクトが実施されている地域から選出さ

れた員でしょうか。選んだ議員を関与させ

て評価させるつもりなのでしょうか。明確な

コンセプトがあるのかどうかを質問したいと

思いました。 

 

源由理子教授： 

 議員が関与すると言った場合、私が言っ

ているのは、一般的なパートナー国の議

員です。評価に関しては、評価をするパー

トナー国の議員ですね。 

 

K.S. ラオ議員（インド）： 

援助が供与されても予算に入っていな

い場合は、議会としては何も情報がありま

せんので、どうすることもできません。そうし

た情報は議員に提供されていません。 

 

源由理子教授： 

 それが問題です。特にプロジェクトベー

スの支援の場合は、その担当の省庁に直

接資金が行きます。そのために援助の効

果と様式のお話をしましたが、もしこれが

一般会計を通して資金が供与されれば、

国の一般歳入の中に入るので、特定の用

途に向けられることはありません。つまり、

の ODA 資金が一般会計の中に入るので、

議員たちが自国の開発政策に基づいて議

論できます。 

 

K.S. ラオ議員（インド）： 

 つまり、日本政府は、ODA がパートナー

国の一般会計に入って欲しいと思ってい

るのですか。 

 

源由理子教授： 

 これは私たちドナー国の説明責任にもな

ります。議員の皆様は国民や社会のニー

ズを反映させた開発計画を立案するという

極めて重要な役割があります。このプロジ

ェクトは、人口・開発問題焦点を当ててい

ますが。 

 2 つ目のご質問は、コンサルタントが評価

をする際に、果たして議員を関与させるつ

もりがあるかというご質問ですね。もしスキ

ームでその余地があるのならば、興味深い

と思います。評価の活動では、議会も評価

に重要な当事者です。もちろん、行政府の

スタッフも利害関係者です。評価者は、プ

ロジェクトを様々な利害関係者の視点から

評価をする必要があります。そういった意

味で、議員はそういった重要なリソースの 1

つだと思います。 

 

K.S. ラオ議員（インド）： 

ODA がインド、ガーナ、ベトナムといっ

た国に供与され、議員がこうしたプロジェク

トの評価に関わったという事例をご存じで

すか。 

例えば日本のチームが現地に行き、援

助の有効性について評価を行った場合、

現地の議員たちがそうした評価に関わっ

たというデータはあるのでしょうか。 

 

源由理子教授： 

 そういったデータはありません。様々な評

価報告書を見ると、誰がその評価に関わ

ったかが列挙されているリストが掲載され

ています。おそらく一部の評価では、議員

がもし関わっていれば、その名前が出てい

るでしょう。ただ、私は具体的なデータは

持っておりません。 

 

アリマミー・アマラ・カマラ議員（シエラレオ

ネ）： 

 つまり、JICA や日本政府が議員の関与

が必要だと考えた場合、人口問題に関す

るフォーラムにせよ、別のトピックに関わる
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議員グループにせよ、こうした議員達が関

わることで、日本政府が行っていることの

情報がいきわたり、プロジェクトの進捗をし

ることができるようになります。 

政府以外と取引することがない中で、ま

た政治的な不干渉を前提とする中で、こう

したことは実際に可能なのでしょうか。 

 

議長： 

 非常に興味深いディスカッションで、終

わらせるのは心苦しいのですが。最後に、

ドーニャ議員の質問で終わりましょう。 

 

ドーニャ・アジズ議員（パキスタン）： 

何度もドナー国の視点について話を聞

きますが、いつも「私たちはあなたの国の

主権に介入することはできません」と言うば

かりです。主権を侵害する必要はありませ

ん。パキスタン・日本友好友好議員グルー

プというのがありますし、こうした援助を統

括している日本の大臣は議員です。こうし

た友好グループが、相手国のグループの

議員とやり取りをしたかった場合、それは

主権の侵害にはなりません。「対政府交渉

ですので、後は何も言えません」というのは

簡単ですが、意志があれば、道は開けると

思います。大臣や議員やそういったルート

を使って、直接やり取りをすることはできる

と思います。そうすれば私たちも政府に介

入し、質問をすることができます。 

 

楠本修事務局長／常務理事（APDA）： 

 そういった評価のプロセスに議員が携わ

ることについて、代わってご説明します。 

日本の参議院には政府開発援助等特

別委員会（通称 ODA 委員会）があります。

これは日本の議員だけで構成されていま

すので、被援助国、パートナー国の議員

は関与しておりません。 

この会議は議員会議であり、政府主導

の会議ではありません。非常に画期的な

内容となっており、ODA の有効活用に具

体的に議員が携わるという考えは今まであ

りませんでした。そのため、そうしたシステ

ムはこれまでにありませんでした。議員が

ODA の効果を評価する仕組みを作るとい

うのが、まさしくこの場で私たちが作り出そ

うとしている試みです。 

 

議長： 

 源先生お疲れ様でした。大変示唆に富

んだお話と質問への回答をありがとうござ

いました。明治大学 130 周年、おめでとう

ございます。皆様に感謝申し上げます。 

 

源由理子教授： 

皆様、ありがとうございました。楠本さん

がおっしゃったような、新しい試みの手が

かりになったなら嬉しく思います。 
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セッション 5  

受入国における人口・開発関連 ODA の優良事例 – II 
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受入国における人口・開発関連 ODA の優良事例 – II 

 
ヴィンセント・マレ 議員 

ザンビア 
 
 

略歴： 
ヴィンセント・マレ議員は、ザンビア大学でプランニングマネージメントの学位を取得後、

ザンビア家族計画協会のプログラムオフィサーとして 4 年間活動しました。ザンビア人口・

開発議員連盟（ZAPPD）決算委員会のメンバーで、最近 2 期目に再選されました。 
 
 

ザンビアは 10 月 24 日に独立 47 周年を

迎えました。祝日ということと、実は議員と

して再選してからわずか 1 週間ということも

あり、情報収集があまりできなかったので

すが、できる限りの情報を集めてきました

ので、ザンビアの事例についてお話しした

いと思います。 
まず概要ですが、人口は 1500 万人、ア

フリカ南部に位置しています。36％の世帯

には 18 歳未満の孤児や養子がいます。女

子の 10％、男子の 17％が中学校を卒業し

ています。2007 年の都市部の合計特殊出

生率（TFR）は 6.2 で、農村部では 7.5 です。

また、妊産婦死亡率は出生 10 万件当たり

591 で、既婚女性の 27％が家族計画を必

要としています。また 15～19 歳の女性の

25％以上は出産経験があります。HIV／

エイズの罹患率は 14％と高いのですが、

以前は 20％から少し改善しています。 
ザンビアの「2030 年ビジョン」では、2030

年までに開発を進め、中間所得国になる

ことを目指しています。この目的達成のた

めに、社会・経済プログラムの中に人口と

いう要素を取り込みました。第五次国家開

発計画、そして現在の第六次国家開発計

画の中にも取り込みました。これは人口が

開発に大きな影響を及ぼすことを認識して

いる表れです。 
ザンビアの人口は、1980 年の 560 万か

ら、昨年 10 月には 1800 万人まで増加しま

した。この急激な人口増加は、高い出生率

によるものです。そのため若年層が多く、

人口・開発に大きな影響を与えています。

政府はそうした若者に学校、保健センター、

雇用の機会といった社会サービスをを提

供する必要性に迫られています。 
人口構成を見ると、扶養すべき子ども

（年少従属人口）が多く、労働者層に大き

な負担となっています。そこで我が国は、

国内の若者に対するリプロダクティブ・ヘ

ルス（RH）の状況分析を行い、10 代の妊

娠率が高いにも関わらず、RH サービスと

情報を十分に利用することができないとい

うギャップがあることがわかりました。これを

是正するための戦略をとり始めています。 
我が国ではようやくセクシャル・リプロダ

クティブ・ヘルス（SRH）に関する政策を立

案しました。先程の発表にもありましたが、

私たちはプログラムの実施に際しても、ド

ナー国に依存しています。私は議員にな

る前には、ザンビア家族計画協会で働い

ていました。その時、家族計画器材を導入

しようとしましたが、伝統的な考えに反する

から、信仰にも反するから、というの理由で

非常に困難でした。それを何とか打ち破っ

て、避妊具の導入に成功しました。 
しかしその後、USAID が米国大統領エ

イズ救済緊急計画（PEPFAR）プログラムを
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持ち込み、「若者たちがセックスに走ってし

まうからコンドームはよくない、コンドームを

使う必要はない」、というのです。エイズの

予防のために売春婦だけがコンドームを

使うべきだと言われました。国の政策と反

するだけでなく、PEPFAR プログラムの効

果は根拠がありませんでしたが、それを導

入せざるを得ませんでした。 
このようにドナー国主導で戦略が進み、

我が国独自の SRH 政策がなかったために、

ドナー国の方針が我が国の政策に反した

にも関わらず、導入された事例です。今よ

うやく国家 RH 政策を立案することができ

たので、ドナー国に押し付けられることなく、

自分たちの政策に従ってプログラムを実施

できるようになりました。 
我が国では、厚生省、財務省、ザンビア

人口・開発議連（ZAPPD）によって、人口

関連の政策が実施されています。UNFPA
も協力し、先ほど述べたような課題の克服

に尽力しています。 
まず、我が国は人口政策を改正し、新

たな実施計画を立案しました。これまでは、

政策があっても、実施計画については不

十分でしたが、現在は人口政策とともに実

施計画もできました。この政策の目的は、

人口問題を国の開発プログラムの中心に

位置付けることです。これは、UNFPA によ

って支援されます。 
UNFPA は厚生省と協力し、安全な妊娠

のためのプログラムを実施しています。こ

のプログラムでは、妊産婦の健康と安全な

出産を促すためのパンフレットを作成して

います。またホワイトリボン・アライアンスと

の 協 力 で 、 安 全 な 出 産 支 援 グ ル ー プ

（SMAG）という住民グループを結成し、施

設分娩の推進、家族計画の知識の普及と

いった、安全な妊娠を推進するための活

動を行っています。 
地方では、家族計画については、地域

に根ざしたサービス提供者（Community 
Based Distributors：CBD）が、政府が策定

した家族計画政策およびガイドラインに沿

って提供しています。他のプロジェクトとし

ては、地域のリーダーと連携し、彼らが安

全な出産についてのワークショップ等を実

施し、地域レベルでこの問題を支援するよ

うに働きかけています。 
ZAPPD は、選挙区で、特に伝統的な助

産師（TBA）に対して自転車を提供するプ

ロ グ ラ ム を 実 施 し て い ま す が 、 ま た 、

UNFPA と保健省はさらに広範囲で TBA
に自転車を提供しています。 

家族計画を含め、RH 器材等を人々に

着実に届けるために、ザンビア政府は保

健省、財務省、NGO、UNFPA といったパ

ートナー機関の職員によって構成されて

いる RH 資材確保委員会を設立しました。

この委員会によって、この 2 年間、RH 器材

やサービスが滞りなく人々に提供されるよ

うになりました。以前は、「家族計画につい

て知ったけれども、サービスが手に入らな

い」という不満が出ていました。しかし現在

では、この委員会によって、人々が器材を

利用できるようになっています。 
国会議員を含めた様々な関係者が啓

発活動に関わり、既婚の再生産年齢の女

性の家族計画実施率が、1992 年の 8.9％

から 2007 年の 26.5％にまで上昇しました。

今年 7 月にも、国会議員によって、家族計

画や人口・開発問題に関するワークショッ

プが、有権者に対して開催されました。ま

た、特に地方の女性の家族計画の満たさ

れないニーズを削減するために、家族計

画のアクセスを改善し、サービスを増やし

てく努力が必要です。 
政府は最近、ヘルスビジョンを作り、

人々が保健サービスを利用しやすくするた

めのインフラ整備を行い、保健システムの

強化を行いました。これには、長期的な家

族計画を提供するための能力構築や、特

に地方での家族計画の器材を確保する枠

組み、また遠隔地のための移動式診療所

の運営も含まれます。 
ご清聴ありがとうございました。 
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受入国における人口・開発関連 ODA の優良事例 – II 
 

レディア・アマリア・ハニファ 議員 
インドネシア 

 
 

略歴： 
 レディア・アマリア・ハニファ議員は、社会介入、心理学の修士号をインドネシア大学で取

得し、2009 年に初当選しまいｓた。インドネシア人口・開発議員連盟（IFPPD）のメンバーであ

り、インドネシアの女性党集会の広報担当を務めています。 
 
 

インドネシアの人口・開発に関する優良

事例についてお話させていただきます。 
 インドネシアの人口は 2 億 3800 万人で、

60％がジャワ島に住んでいます。他の島

の人口密度はあまり高くありません。 
ミレニアム開発目標（MDGs）5A にある、

妊産婦死亡率（MMR）の改善は、現在少

し行き詰まっています。2007 年には 10 万

件当たり 228 でしたが、目標値は 102 です

ので、さらなる努力が必要となっています。

他の進捗は計画どおりとなっています。 
出産場所に関して、43％が家庭での出

産です。50％が助産師の立ち会いによる

出産で、40％はいわゆる伝統的な産婆が

出産に立ち会っています。これがインドネ

シアの MMR 改善を図る上での課題です。

MDG5B に関しては計画どおり目標に近

付いています。 
 国会議員には 3 つの役割があると思いま

す。1 つが法律の策定、2 つ目が予算の策

定、3 つ目が監視です。インドネシア議会

では、11 の委員会が設けられています。外

交、国内問題、人権法律、プランテーショ

ン･農業・森林、インフラ・運輸、中小企業、

天然資源、女性のエンパワーメント・児童

保護、保健・人口、教育・若者・スポーツと

いった分野の委員会があります。 
予算審議の期間がありますが、ODA の

プロポーザルはその真っ最中に入ってくる

こともあります。予算そのものの策定は政

府が行いますので、議員が予算を修正す

ることは難く、また議会にはあらかじめ情報

が与えられません。 
もう 1 つの問題としては、政府は決して

議会と議論をしたがらないということです。

去年、この APDA の会合に参加した後、

ODA のことを知っている財務委員会と連

絡を取りました。他の委員会は ODA のこと

は知らない状況でした。財務委員会では、

現在、特別なワーキング・グループを設置

したので、政府の状況が以前より把握でき

る状況になってきています。 
もう 1 つは、私の所属している保健委員

会が ODA について情報を得ることです。

政府の発表では、融資と供与の額の話だ

けで、プログラムのことは教えてくれません

でした。最近では、プログラムについて協

議ができるようになったので、ODA と省庁

のプログラムを組み合わせるように依頼し

ています。そしてこれが適切、これが不適

切と判断できるようにしたいと思います。 
もう 1 つの問題は、予算不足です。供与

や融資を受けた場合、ODA を実行して、

結果をだすためには、国家予算を追加し

て動員する必要があります。 
 また、先程申し上げたように、我が国で

は MMR の問題がありますが、この原因を

特定し、解決策についても打ち出しました。

アジア開発銀行、ドイツ復興金融公庫

(KFW)、UNFPA と協力し、また我が国の

国家予算も動員し、連携してプログラムを

実施しています。ありがとうございました。 
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受入国における人口・開発関連 ODA の優良事例 – II 
 

フレドリック・オウタ 議員 
ケニア 

 
 

略歴： 
  フレドリック・オウタ議員は、ニューヨーク市立大学でヘルス・マネージメントの学士号を取

得し、米国国際神学校で修士号、バイオラ大学で哲学の博士号を取得しました。 
2007 年にケニア西部のニャンド選挙区から国会議員に選出され、現在、保健・農業委員会

委員、議長委員会委員を務めています。灌漑の再生、孤児院の設立、未亡人や高齢者の

ためのプロジェクト等、多岐にわたる活動を行っています。 
 
 

前回のプレゼンテーションに続き、ケニ

アについてよりよく知っていただきたいと思

います。 
 ケニアは、1962 年に独立し、その当時の

人口は 860 万人でしたが、現在は 4000 万

人にまで増加しました。2030 年には人口

が 7000 万人にまで増えると予測されてい

ます。現在の人口 4000 万人のうち、43％

が 50 才未満です。その中でも、18 歳未満

は 55％です。若年層の 10～24 歳の比率

は 34％で、15～59 歳の年齢層は 52％とな

っています。高齢化はまだそれほど問題に

はなっていません。日本や先進国では問

題になっていると聞きますが、ケニアでは

60 歳以上の人口は 5％に過ぎません。つ

まり、若年層が非常に多く、それが特に雇

用の面で大きな問題となっています。 
保健については、ケニア政府と協力パ

ートナーが様々な介入を行い、保健サー

ビスの面で大きな改善がもたらされました。

マラリアの対策を行い、妊産婦や新生児、

幼児の死亡率も削減されました。ドナー国

からの援助がきちんと来ないことがありまし

たが、ケニア政府は保健サービスを国民

に徹底させることを宣言し、実行しました。 
その証拠に、政府は非常に大きな予算

を投入しました。1350 億ケニアシリングを

使い、1280 億シリングを地方病院の設立

に向けました。これまで 21 病院を設立し、

全ての地区でこうした地域病院が保健サ

ービスを提供しています。さらに政府は、

1340 億シリングをディスペンサリー･ヘルス

センター（小規模保健センター）や保健セ

ンターの拡大や再生に向ける予定です。

それによってより多くの農村部の人々が利

用できるようにしています。 
調達手続きの透明性も向上しています。

これは新しい憲法によるものです。かつて

の憲法下では透明性を確保することがで

きなかったので、医療サービスに向けられ

た資金のほとんどは個人のポケットに入っ

てしまっていました。それが変わりました。 
前にも申し上げたように、不正防止委員会

を設立し、納税者のお金を着服した人が

罰せられるようになりました。これは大きな

前進だと思います。 
今では、ODA の資金の使い方に関して

も活発な討議がされています。こうした大き

なな進捗がありますが、しかしながら、特に

西洋諸国から ODA の資金に関しては、ま

だ障壁もあると思います。世界基金の資金

ももうなくなってしまいました。ただ、私たち

の政府は積極的に介入し、世界基金の資

金の代わりに、かなりの金額を投入してい

ます。 
他の問題としては、先程の話にもありま

したが、ドナーが ODA と一緒に政策を押

しつけることがあります。 
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例えば、現在我が国でも、出生率の削

減、HIV／エイズの削減のために、西欧諸

国から避妊具の提供を受けるに当たり、彼

らの条件を受け入れなければならないとい

う状況に直面しています。そうしなければ、

調達は行われないと言われています。 
そのため政府は、このように私たちの政

策に反する条件を要求するような援助国

からの支援に頼り続けるべきかという議論

がなされています。また、そうした支援がな

くなった時に、保健サービスに政府が国の

予算を充てることができるかという議論もあ

ります。 
 ありがとうございました。 
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受入国における人口・開発関連 ODA の優良事例 – II 
 

ラメシュ・チャミンダ･ベントータ･パティラナ議員 
スリランカ 

 
 

略歴： 
 ラメッシュ・パティラナ議員は、医学外科学学士（MBBS）をスリランカで取得し、アメリカの

ニューポート大学で MBA も取得しました。2 年前に初当選し、保健教育経済開発技術に関

する議員諮問委員会委員を務めています。 
 
 

こうしてスリランカについてお話しする機

会をいただき、大変嬉しく思います。 
世界的に見て、1800年に10億だった人

口が、今や 70 億人になろうとしています。

スリランカの人口も、1950 年以来倍増し、

今年は 2100 万人に増加しました。 
そうした中、私たちが直面する課題とは

何でしょうか。私たちは、人口・開発問題に

おいて共通の課題、目的、目標を持って

いると思います。今日は、スリランカの保健、

教育、食料、水、住宅といった問題を、文

化的、民族的問題に絡めてお話したいと

思います。 
 私たちにとってまず経済発展が 1 つの大

きな目的であり、そのためにはインフラ整

備が不可欠です。持続可能な発展のため

の環境保護、都市化への対処は、開発の

過程で大きな問題となります。輸送部門、

エネルギー等も世界中で注目されている

課題です。 

スリランカは面積が 6 万 5000 ㎢で、9 つ

の州と 25 の地区に分かれています。人口

2100 万人のうち、シンハリが 75％、タミー

ルが 15％、残りは他の民族から構成され

ています。 
ここで簡単な SWOT 分析として、スリラン

カの持つ強み、弱み、機会、脅威につい

てお話します。 
まず強みですが、私たちにはすでに構

築された保健システムがあります。教育構

造もしっかりしており、労働力もある程度の

教育を受けています。政治的に混乱して

いた時期も終わり、平和が実現されました。

ご存じかと思いますが、スリランカでは内紛

がありましたが、2 年程前に収束しました。

開発に適したインフラもあり、投資家にとっ

て投資しやすい国といえると思います。 
弱点としては、資源の不平等、特に所

得の格差があります。また、都市部に比べ

て地方が見過ごされています。また若年層

の労働者はスキルをあまり持たず、言語能

力も改善する必要があります。技術という

面では、先進国に比べて遅れているので、

工業部門へのさらなる投資が必要です。

農業も長年にわたって注目されてきません

でした。 
ただ同時に、スリランカには多くの機会

もあります。まず我が国は東西の中間に位

置するという恵まれた立地にあり、投資の

潜在的可能性があります。紛争が終わっ

た後、多くの投資家が参入しています。政

府も投資を促進するの政策をとっており、

私たちはまだまだ成長する可能性を秘め

ていると思います。ここ数年間の経済成長

率は 8％です。また急速に発展している中

国やインドが近隣ですので、そこから利益

を得ることができるでしょう。投資開発につ

いて学ぶ意欲もあります。 
課題としては、内戦が数年前に終わりま

したが、まだ不調和の種があります。労働

争議の問題があり、民族問題が多数派、

少数派の間でまだ残っています。ヨーロッ
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パの金融危機や中東における政情不安が、

我が国の経済にも影響を及ぼしています。

また、人口がまだ増加していることから、出

生抑制がうまくいっていないことを示してい

ます。 
ODA については、スリランカは成功例と

言えるでしょう。ドナー国、JICA、ユニセフ、

他の国連機関、世銀といったパートナーか

らの多くの支援に感謝しております。様々

なセクターとスリランカ政府の努力の結果、

私たちは保健関連指標を改善できました。 
寿命は、男性が 72 歳、女性が 78 歳まで

上昇しました。乳児死亡率（IMR）は極め

て低く、1000 人当たり 14 人という先進国並

み の 水 準 で す 。 ま た 妊 産 婦 死 亡 率

（MMR）も低く、出生 10 万件当たり 35 です。

予防接種は 100%実施されています。病院

での出産は、ほぼ 100％になっています。

高齢化が進んでおり、世界的にも非常に

速いペースです。 
教育は初等、中等、高等教育と無料で

受けられます。初等教育の修了率は非常

に高く、97.5%です。しかし、高等教育はま

だ遅れをとっています。大学は国内に 10
ありますが、もっと多くの教授や教育機関

を必要としています。こうした保健・教育分

野における成果は、様々な国からの ODA
のおかげです。 

武装対立があったために、北部や東部

で 20 万人が国内避難民となりました。しか

しこういった避難民の子どもたちの 90％が

学校に戻ることができました。 
インフラに関して言えば、電気は 99％普

及しています。政府は来年 2012 年までに

電力の完全普及を予定しています。私た

ちは全力のほとんどを、火力、石炭、水力

発電に頼っています。 
通信はここ 10 年間で大きく進展しました。

2000 万の電話回線が 2100 万人の人口に

提供されています。また、安全な飲料水が

少なくとも人口の 80％に提供されています。

洪水に対する管理や下水道も整備されて

います。 

輸送の面では、道路整備が進んでいま

す。11 月には 110km の国内初のハイウェ

イが完成します。鉄道網も拡大しています。

新しい港もドナー国の支援で建設されて

います。こうした中、ここ数年で経済が大き

く発展しました GDP の成長率は、過去 2
年間は 8％で、2011 年の第 1 四半期、第 2
四半期も 8％でした。1 人当たりの国民所

得は 2400 ドルですが、政府は 2015 年まで

に 4000 ドルにすると打ち出しています。イ

ンフレ率、貧困率、失業率は全て 1 ケタ台

です。 
2 点重要なことをご指摘したいと思いま

す。1 点目は、2004 年に大津波が我が国

に大きな打撃を与えましたが、復興するこ

とができました。国の資源、国民の強い意

思、ドナー国の援助があったおかげです。

この津波では、4 万人が死亡し、50 万人が

家を失い、2 万の家屋が破壊されました。

しかし、人々は 2 年以内に新しい場所に定

住することができ、5 年以内にインフラが開

発され、今ではほとんどの人々の生活は

正常な状況に戻っています。 
2 点目は、武装対立による国内避難民

です。2009 年に終結しましたが、その時に

は 20 万人が家を失っていました。今では

そのうち 18 万人が新しい場所に定住する

ことができました。インフラ、道路、通信、電

気も 80%程復旧しています。またそうした

国内避難民にはこの 2 年間で何らかの支

援が行われています。 
以上が成功事例ですが、昨日、今日と

お話しているように、援助には様々な問題

もあります。一部のドナー国やドナー機関

は既得権益ために、地域で権力を強化し

たいという狙いで動いていることがあります。

そして私たちに対して非常に不利な条件

が融資や供与に付与されていることがあり

ます。さらに、一部機関は、現地の人を採

用するのではなく、自分たちが連れてきた

労働者を使うことで、コミュニティの調和を

壊す原因となっています。また開発に関連

して環境評価等が甘いことがあります。 
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従って、どのようにしてこれを改善できる

でしょうか。この 2 日間議論しているように、

大事なのは、その国にとって何が求められ

ているのか、その国とって一番良いことは

何なのか、人々のニーズは何なのかを考

慮することが重要です。また、そのプロジェ

クトが成功したかどうか見極めるために、長

期に渡ってそのプロジェクトをフォローする

必要があります。また、ドナー国、受入国と

の連携を強化すること、その地域の人々の

啓発も必要です。また国会議員がきちんと

情報を得ることも必要です。 
 以上で私のプレゼンテーションを終わり

ます。ありがとうございました。
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討  議  
 

議長： アリマミー・アマラ・カマラ 議員 

SLPAGPD 資金調達委員会委員長 

シエラレオネ 

 

 

議長： 

 ご発表ありがとうございました。ここで皆

様からご質問をお受けしたいと思います。 

カンボジアの方、お願いします。 

 

ダムリー・オック議員（カンボジア）： 

 ヴィンセント議員のお話で、今でも HIV／

エイズの罹患率が高いということですが、

どんな対応策を政府は取っているのでしょ

うか？ また、人々の健康を守るためのマ

スタープランはありますか。 

 

議長： 

 では、ベトナムの議員の方。 

 

グエン・ヴァン・ティエン員（ベトナム）： 

 全 て の 議 員 の 方 へ の 質 問 で す が 、 

ODAの内、保健分野には何％が割かれて

いますか。ODA がどのように重要な役割を

果たしているのか、教えていただけたらと

思います。 

 

議長： 

 3 人目のご質問、どうぞ。 

 

広中和歌子前参議院議員（日本）： 

 スリランカの議員の方にに質問ですが、

成功事例はとても素晴らしいと思いました。

数年前まで、スリランカは非常に多くの問

題を抱えていたと思いますが、一体何が功

を奏したのでしょうか。ODA のお話があり

ましたが、ODA の受入国は数多くあります

が、使ったところで成功を導けないという国

も多々あります。成功の背景にあるのは、

国の規模なのでしょうか、伝統文化でしょう

か、それともリーダーシップが功を奏したの

でしょうか。どのあたりが秘訣だったと思わ

れますか。 

 

議長： 

 ここで発表者の議員の方々に回答を伺

いたいと思います。ではスリランカの議員

の方からお願いします。 

 

ラメシュ・チャミンダ･ベントータ･パティラナ

議員（スリランカ）： 

 ご質問ありがとうございます。ベトナムの

議員の方への回答ですが、予算の 8～9％

を ODA からいただいています。 

 2 つ目の質問に対する回答ですが、複数

の要因があると思いますが、個人的には

教育が成功を導いたのだと思います。スリ

ランカの家庭では、親は教育に重点を置

きました。私たちは民族間の困難を乗り越

えましたが、その背景にあったのはシンハ

ラ、タミール、イスラムとどの民族も教育に

力を注いだことだと思います。 

そのため、紛争後も、教育のおかげで

能力の高い人材を作ることができ、様々な

分野において、我が国政府は画期的な成

功を収めることができました。保健と教育が

一番の強みですので、現在はインフラ開

発に力を注いでいます。 

JICA はインフラ開発の面で、スリランカ

に多くの援助をしてくださっています。現

在も国内のあらゆる場所の JICA のプロジ

ェクトが進行中です。 

 

議長： 

 では、インドネシアの方。 

 

レディア・アマリア・ハニファ議員（インドネ
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シア）： 

国家予算の内、保健分野に向けられて

いる ODA は 20％です。しかし、2011 年、

2012年に限っては、0.1％です。ODAが数

年前から始まり、いくつかのプログラムは

2013、2014、2015 年頃に終了予定だから

です。現在プログラムを終わらせる局面に

入っていますので、0.1％と低い割合にな

っています。 

 妊 産 婦 の保 健 や 家 族 計 画 のための

ODA としては、アジア開発銀行から栄養

関連プログラムがあり、また保健システムの

地方分権化も支援しています。 

 韓国からの支援は各地方の病院建設、

ドイツからの支援は妊産婦の保健と東ヌサ

ンタラ州のコミュニティの保健システム構築

に使われています。また UNFPA からも保

健向けの支援をいただいています。 

供与では、世界基金からいただいてい

ます。その他のファンドは教育やインフラ

等に割り当てられています。 

 

議長： 

 ザンビアのヴィンセント議員、HIV の罹患

率が高いということですが、どんな方式で

それを撲滅しようとなさっていますか。 

 

ヴィンセント・マレ議員（ザンビア） 

 エイズの罹患率を引き下げることができ

た理由ですが、これは政治的な意思があ

ったと思います。私たちは罹患率が 20％

まで上昇してしまったことがありました。5 人

に 1 人は HIV 陽性だったのです。そのた

め、政治的な意思を持ち、政治家は HIV

の戦略を作り、HIV の罹患率を下げる対策

を取らなければなりませんでした。 

HIV／エイズの政策を国として打ち出し、

協議を重ねた結果、国家 HIV／エイズ戦

略枠組みが策定されました。全ての機関

が、職場における HIV 政策を提案するよう

奨励されました。そうすることで、できる限り

の HIV／エイズについて対話を行うように

し、国民に意識付けをしました。 

また、ドナー国から善意の資金をいただ

きました。おかげで潤沢な資金で国のプロ

グラムを実施することができました。こうした

手厚い支援をドナー国からいただくことが

できたので、現在の 14％まで状況を改善

することができました。しかし、人口の 10％

未満しか HIV 検査を受けていません。大

半の国民が検査を受けておらず、その理

由は分かりませんが、これについてはもっ

と強化していかなければならないと思いま

す。そうすることで、いっそうの罹患率の低

下につながると思います。 

ODA の内、保健にどれくらい使われて

いるかについては、数字は持っていません。

しかし、HIV／エイズ、マラリア、結核や妊

産婦の保健といったプログラムに、多くの

支援をいただいています。JICA、USAID、

北欧諸国から、こうした保健プログラムに

援助を受けています。何％かということに

は、後ほどお知らせしたいと思います。 

 

議長： 

 ケニアはどうでしょうか。 

 

フレドリック・オウタ議員（ケニア）： 

ケニアの国家予算における ODA は、昨

年は 15％でしたが、減少傾向にあります。

10％まで下がってしまうかもしれません。保

健分野に関しては、ODA の 7％で、教育

が 3％です。 

 

議長： 

 他にご意見、ご質問はありますか。 

 

シフ・カレー事務局長（AFPPD）： 

 スリランカがそれだけ改善をもたらすこと

ができ、発展することができたのは、民族

問題を解決することができたからだと思い

ますが、もう 1 つはスリランカの人口は、他

の国に比べて爆発的に増加していないか

らだと思います。バングラデシュ、パキスタ

ン、インドのような人口に比べると、スリラン

カは人口抑制プログラムが成功し、人口が
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それほど多くありません。その結果、国民

に教育を施すことができました。政府政策

による人口安定化策と教育システムによる

成果だと思います。 

 

議長： 

他に何かご意見はありますか。 

 

グェン・ヴァン・ティエン議員（ベトナム）： 

 シフ・カレーさんのおっしゃったスリランカ

の発展はよくわかります。 

南アジアで人口動態を見ると、20 年前

には、スリランカで内戦は続いていました。

インドの南部では、非常に素晴らしい社会

的指標で、特に人口抑制の面は、人口増

加率を低減し、家族計画を国民に普及さ

せました。スリランカは、ベトナムのように、

社会開発に投資をし、そういう意味では発

展の進捗度が著しいと思います。 

全てのプレゼンターにお伺いしたいの

ですが、ODA は予防策にも使われている

でしょうか。これは非常に重要な分野だと

思います。例えば、ODA がインフラだけに

使われ、病院建設、医療器具に使われる

だけでは効果的ではないと思います。

ODA が結核や HIV／エイズ、マラリア、栄

養、妊産婦の健康に使われることは、貧し

い人々やコミュニティにとっても非常に大

切だと思います。その点について、皆様の

経験がありましたら教えてください。 

 

議長： 

ではガーナの方、お願いします。 

 

アブドゥル・ラシッド・ハッサン・ペルプオ議

員（ガーナ）： 

 全てのプレゼンテーションの中で、国会

議員の直接的な役割は監視であることが

触れられていませんでした。ケニアにはあ

るようですが、他の国の直接的な介入につ

いてお聞かせいただきたいと思います。 

 

議長： 

 では、ケニアの方からの答えをお願いし

たいと思います。 

 

フレドリック・オウタ議員（ケニア）： 

 私たちは、数字はすぐ出てこないのです

が、全ての ODA の資金の内、保健には

7％を当てています。数字が入手できまし

たらお知らせしますが、私が想定するに、

この 7％の中で予防医療は 5％くらいかと

思います。つまり、HIV／エイズ、マラリア、

結核に関する予防策に使われていると思

います。 

ケニア政府は以前に比べ開かれてきて

おり、責任があり、包括的になりました。す

でに申し上げたように、新しい憲法が作ら

れ、反汚職委員会を設けました。予算策

定にも、市民参加といったことが包括的な

アプローチとしてとられています。また、い

わゆる議員特別委員会が力を持っており、

予算について審議や承認を行われます。

ケニアの制度は強固になりつつあると思い

ます。 

 

議長： 

 ザンビアはいかがでしょうか。 

 

ヴィンセント・マレ議員（ザンビア） 

 援助のうち、どのくらいが予防医療に向

けられ、どれくらいがインフラに向けられて

いるのか、数字は手元にないので申し上

げませんが、先程申し上げたように、多く

の善意の資金をいただき、そのほとんどが

予防策に使われています。 

私の国での大きな問題となっているのは、

中国から提供された移動病院です。移動

できる車両に病院の機能が揃っています。

そのコストは約5300万ドルもしました。その

ため、こういった移動のものを使うよりも、

病院を建てたほうがいいのではないか、道

路事情が悪く、メンテナンスのことを考える

と問題なのではないか、と抗議が起きてい

ます。実際、それが本当に必要だったのか

という議論にも発展しています。これは中
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国政府が、人々に医療サービスを届ける

ために、こういったものを提供したいと思っ

ており、。これが ODA が箱モノに使われた

例として思いつくものですが、ほとんどの

ODA はプログラムベースで、予防医療や

人材の訓練に使われていると思います。 

議会の役割ですが、私たちの制度は英

国と似ています。議会はオープンで、委員

会があります。ケニアのように予算レベル

ではそれほど介入しません。ほとんどの場

合、歳入ではなく、歳出について討議をし

ます。歳出に関しては、非常に多くの時間

を使って精査します。監査総監が監査を

行い、議会に報告します。それが私たちの

機能です。 

また、HIV／エイズ、結核、妊産婦の死

亡に関して、様々な省から年間報告書が

議会に提出されます。委員会はそれを審

議し、省がきちんと仕事を行っているかどう

かを検討します。 

 

議長： 

ガーナからの質問にあったように、従来

の議員の役割に加えて、人口・開発分野

では、議員レベル、個人レベル、または議

連として、アドボカシー活動等は行ってい

ますか。 

 

ヴィンセント・マレ議員（ザンビア） 

先程申し上げたように、ザンビア人口・

開発議連（ZAPPD）は、全ての選挙区で助

産婦に自転車を提供するという活動を行

っています。また様々な議連を通して介入

することがあります。MDGs 議連というのも

あり、MDG5 に焦点を当てています。従来

の議会の機能以外にも、こういった議連の

活動も強化しています。 

 

ラメシュ・チャミンダ･ベントータ･パティラナ

議員（スリランカ）： 

 先程の予防医療に関するご指摘ですが、

私たちは医療の分野に焦点を当てていま

すが、ただ、結核、マラリア、HIV／エイズ、

は我が国ではあまり大きな問題ではありま

せん。感染症については、撲滅に成功し、

今は非感染症に焦点を当てていますが、

こうした疾病の予防医療により注意を払う

必要があると考えています。 

残念ながら、プレゼンテーションでもお

話しましたが、ドナー機関があまり現地の

ニーズに注意を払わないことがよくありま

す。例えば、予防接種のプログラムに対し

て多額の支援をいただきますが、すでに

我が国では子どもの予防接種率は 100％

です。非常によく管理されており、この 20

年間で百日咳やポリオの症例はでていま

せん。それにも関わらず、予防接種プログ

ラムのために援助が供与されています。一

方で、例えば心疾患やガンといた非感染

症の疾患への援助は少ないのですが、実

際に必要としているのはこうした疾病への

予防医療援助です。ドナーにはこうした事

実をきちんを把握してもらうようう要請して

います。こうした非感染症の疾病は、今後

大きな問題になってくると思います。 

ガーナの方からの質問がありましたが、

残念ながら私たち議員は、ODA に干渉す

るメカニズムがありません。個人的に ODA

について受けた資金の用途といったことを

議会で質問をするくらいです。極的に介入

するというような制度はまだありません。 

 

議長： 

 インドネシア、お願いいたします。 

 

レディア・アマリア・ハニファ議員（インドネ

シア）： 

 私は、ガーナからの質問に対するコメント

から始めたいと思います。インドネシアに

は、5 年間の開発プログラムがあります。

ODA の期間も同じ期間にして欲しいと要

請しているのですが、期間が異なります。 

 私たちがどのうようにODAに介入するかで

すが、ODAはすべてインドネシア政府国家

開発計画庁（BAPPENAS)を通ることになっ

ています。この機関は国家予算をもとにし
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ており、議会では国家予算を話し合います。

これが省庁に配分されると、私たちは議会

として監視をします。評価も行い、私たちは

密に連携をして監視を行っています。 

制度としてではなく、個人としてできるプ

ロセスとして、党派に働きかけています。現

在9つの党派がありますが、こうした党派に

加えて、財務委員会、保健委員会が、こう

した問題を扱っています。こういった問題に

もっと着目し、ODAを党の政策綱領に含め

るよう、働きかけています。また、第11委員

会に国債に関するワーキング・グループが

あり、そこからODAに関する情報を得てい

ます。 

予算に関しては8月16日、次年度の予算

について大統領の施政方針演説がありま

す。予算審議の期間は8月16日から10月30

日までで、10月30日が次年度予算の最終

決定日です。ODAのプロポーザルの締め

切りは10月15日です。この期間内なら予算

の変更が可能です。 

ティエン議員からの質問ですが、我が国

では、MMR の削減、予防医療、地域医療

サービスの改善の 3 つを目標としてあげて

います。基礎的な緊急産科・新生児ケア

（BEONC）があり、9133 ある地域保健サー

ビスの内、1579 カ所で BEONC を提供して

います。州の一つでは、ドイツと UNFPA か

ら支援を受け、妊産婦の保健と予防医療

のプログラムを実施しています。アジア開

発銀行は、地方自治体や地域保健サービ

スを支援しています。家族計画に関しては、

UNFPA がサポートしています。 

 

議長： 

インドネシアの女性議連のメンバーとし

て、是非お伺いしたいと思うのですが、人

口・開発の問題がある中で、どういった成

果や課題があるのか教えていただきたいと

思います。 

 

レディア・アマリア・ハニファ議員（インドネ

シア）： 

私たちの議連は、人口問題よりも保健

問題、特に妊産婦の健康と地域保健サー

ビスを推し進めています。また、安全な出

産について、出産保険がありますが、まだ

全ての女性がカバーされているわけでは

ありません。貧しい女性だけでなく、全ての

女性が対象になっています。啓発活動を

進め、こうした保険の利用率を高め、妊産

婦死亡率を引き下げていきたいと考えて

います。 

 

議長： 

 4 カ国の議員お話をもとに、何か皆様の

ご意見がありましたらお話いただけますか。

フィリピンの方からお願いします。 

 

エドセル・ラグマン議員（フィリピン）： 

 インドネシアの議員の方がおっしゃった

点ですが、ほとんどの ODA は予算のシー

ズンの後に供与されるので、国家予算に

は入りません。 

フィリピンでは、一般歳出法で二通りの

考え方があります。一つは予算のあるもの、

もう一つは予算のないものです。後者は、

歳入が予定の額を上回った場合、もしくは

ローンや供与が予算期間内に入ってくる

場合です。予算の期間に間に合えば、未

決定の ODA についても検討できます。 

 

議長： 

それではインドの方、お願いします。 

 

K.S. ラオ議員（インド）： 

 人口は世界の深刻な問題です。我々は

議員として、いかに効果的に援助資金を

活用するか議論していますが、私の意見

では、日本政府だけでなく、受入国政府は、

自分たちから情報共有をする意志がない

のではと思います。しかし、私たち議員とし

ては、こうした情報が政府からきちんと伝わ

らないといけないと思います。そうすれば

我々が精査できるようになります。 

インドでは、国民が情報を得る権利があ
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るという法案を可決しました。つまり、国民

は、外国政府との援助をめぐる合意につ

いて、その情報を請求することができます。

ですから、議員としても政府に要請してい

きたいと思います。また議員提出法案や党

首討論会の機会に除法を求めていきたい

と思います。情報を得て、それを精査し、

それをもとに日本政府とやりとりをしたいと

思います。いずれは、ODA プロジェクトの

評価に関わっていきたいと思います。 

この議員のフォーラムを通じて、効果的

に援助を活用するという目標を達成できる

と思います。それによって、日本の国民や

議会が開発途上国への援助を増額する、

その動機づけになればと思います。 

 

議長： 

 ラオスの方、どうぞ。 

 

ポネセップ・ポルセナ議員（ラオス）： 

 4 カ国の方のプレゼンテーションは素晴

らしかったです。ラオスでは、いかに ODA

の有効性や効率性を評価するかが問題で

す。ただ ODA が各国で効果的に実行され

ているとは思えません。 

 

議長： 

 パキスタン、どうぞ。 

 

ドーニャ・アジズ議員（パキスタン）： 

 スリランカのケースから多くのことを学び

ました。スリランカは、南アジア地域の中で、

様々な社会経済指標でみても素晴らしい

成果を上げている国です。そのスリランカ

で何十年にも渡る武力闘争がありました。

南アジアのどの国であっても、もしそのよう

な武力抗争があれば、社会プログラムが破

綻してしまう状況だったと思います。 

なぜそうならなかったのか。スリランカで

は、まず政治のリーダーシップの功績が大

きかったからだと思います。政権交代があ

っても、教育、保健の優先順位を高く掲げ

ていたからです。そうして、武力紛争にも

関わらず、今のような成果を上げることが

できたと思います。 

これらのプログラムが ODA を通じて行わ

れたことを知りませんでしたが、今日、そう

だと伺って、これは 1 つのことを示唆してい

ると思います。すなわち、ODA のプロジェ

クトを活用して、スリランカのように自国の

開発計画を進めることができるとういうこと

です。私たちはこの点について、学ぶ必要

があると思います。立法府であれ、行政府

であれ、こういったプログラムが「線香花火

のように消えてしまう」のではなく、長期的

な開発目標に資するようにするべきだと感

じました。 

 

議長： 

 アマリア議員、ラグマン議員のコメントに

追加はありますか？そのあと、ラメッシュさ

んにコメントをいただいて最後にします。  

 

レディア・アマリア・ハニファ議員（インドネ

シア）： 

 ラグマン議員ありがとうございました。これ

は、いかに ODA をコントロールするかとい

う考えです。思うに、国家予算プロセスで、

予算の修正セッションというのがあればい

いのかもしれません。フィリピンの予算のプ

ロセスのやり方は、大変興味深いと思いま

した。ご意見を伺って本当に興味深かった

と思います。 

 

議長： 

 ラメッシュ議員、どうぞ。 

 

ラメシュ・チャミンダ･ベントータ･パティラナ

議員（スリランカ）： 

こうして様々な国からいらっしゃっている

議員の皆さんと意見交換ができ、非常に

興味深かったです。そして、パキスタンの

方、コメントありがとうございます。やはり、

教育と保健が、どの国にとっても、社会開

発の面で最も重要な分野だと思います。ま

た同時に、民主主義も大きな役割を果すと
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思います。複数の政党が異なった視点や

政策を持って、国をを正しい方向に導いて

いく必要があると思います。 

やはり、私たちはそれぞれの国の草の

根で人々のために努力を続け、そして目

標を達成していかなければなりません。 

 

議長： 

 非常に有意義な討議になりました。  

各国の議員の皆様、豊かな経験について

お話いただき、様々なことを学ぶことがで

きました。皆様がこれから、各国での問題

解決に向けて、成功を収められることを期

待したいと思います。 

皆様、ありがとうございました。 
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セッション 6  

ODA と国会議員の役割 
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ODA と国会議員の役割 

 
櫻井新 前参議院議員 

AFPPD 元議長 
 

 
略歴： 

櫻井新・前参議院議員は、人口・開発分野で長年にわたり活躍し、AFPPD 第 2 代議長

として数多くの人口と開発に関する国際会議を主催しました。元環境庁長官。 
 

 
皆様こんにちは。国会議員を辞めて 4

年になり、人口・開発議連の皆様にはご無

沙汰しておりますが、お許しを得たいと思

います。本日は日本信託基金事業によっ

て実施されているこの会合にご参加いた

だき、誠にありがとうございます。この会を

組織している APDA から、ODA における

国会議員の役割について話して欲しいと

頼まれました。現役を引退していることもあ

り、引き受けるかどうか悩みましたが、25 年

にわたる政治生活のほとんどの期間に、こ

の人口・開発に関する議員活動に深く関

わり、AFPPD 議長を務め、数多くの国際

議員会議を組織してきた経験を皆様にお

話するのも悪くないと思い、お引き受けし

ました。 
この日本信託基金は、私が AFPPD 議

長として数多くの国際的な国会議員会議

を実施していた時、国会議員の活動を支

える資金の必要性を強く感じ、日本政府に

働きかけ設立したものです。当時の佐藤

国連代表部大使の深い理解の下、当時の

サディック UNFPA 事務局長との間で交換

公文が交わされ、UNFPA 内に信託基金を

設けることができました。今回、この資金が

ODA における国会議員の役割を構築し、

実質的な国会議員の協力関係を作る事業

に使われていることは、創設者の一人とし

て心から喜んでおります。 

 ここにご参集の国会議員の皆様は、民主

主義において国民から正当に選ばれた国

民の代表であり、国民の声を反映する存

在です。人口問題を解決に向ける上で、

国会議員活動は非常に重要な意味を持っ

ています。人口問題は人の生死に深く関

わる問題であり、一つ一つの数字に、一人

ひとりの人生が反映されています。 
人口問題は人生の問題でもあります。

何人の子どもを持つか、持たないか、いつ

持つか、そのような選択は家族にとって重

要な選択であり、その人々の生活に大きな

影響を与えます。このような問題であるから

こそ、誰もその選択を強制することはでき

ません。できることは、人口問題に対する

啓発を行い、一人ひとりの理解を構築し、

そこで必要となる機材やサービスを提供す

ることです。 
国会議員は国民の代表として、民意を

受け、それを政策に反映させる役割を担っ

ています。国会議員は国民と政府、そして

国際機関とをつなぐ役割を持っており、そ

の意味で、人口問題解決のために国会議

員が果たすべき役割は極めて大きなもの

があると思います。国会議員が人口問題

の意味や、一人ひとりの生活に与える影響、

それが地球全体の環境、食料、気候変動

等に与える影響を理解すること、そしてそ

の理解に基づき、各国の予算を人口と持



 93

続可能な開発に振り向ける努力をすること

は、地球規模的な課題に各国が取り組む

上で基盤となるものです。 
私たちの役割は予算だけではありませ

ん。もっと本質的な役割があります。それ

は国民の代表として、人口問題の意味を

国民に伝え、理解してもらい、一人ひとり

の行動を変えていくことです。一人ひとりの

理解がなければ、人口問題を解決に向け

ることはできません。 
1999 年、AFPPD 大会を新潟で開催した

時、中山太郎元外務大臣・JPFP 会長・

APDA 理事長が、「世界を変えるのはとん

でもないことのように思える。しかし、一人

ひとりが変われば、世界は変わります」と、

その挨拶の中で述べらました。この言葉は、

大会の宣言文である新潟宣言の中に取り

入れられました。 
この世界は私たち一人ひとりで成り立っ

ています。そして一人ひとりが変わることし

か、世界を変える術はないことを示してい

ます。国会議員は国民の代表として、この

一人ひとりを代表しています。各国の政策

に責任を持つ国会議員が、その役割を果

たすことなく、私たちが直面している課題

を解決に向けることはできないのは、むし

ろ当然だと思います。 
 皆様方のように人口と開発問題に取り組

んでいる国会議員の問題意識は、具体的

に言えば、1 つは未来の希望のために、私

たちが直面している気候変動、環境問題、

食料問題等の地球規模的な課題に、いか

に取り組むかということだと思います。 
2 番目は、望まない妊娠等の悲劇をい

かに防ぐか。また十分な教育が受けられな

い中で人口が増加し、貧困が増加すること

をいかに防ぐか。貧困を解消するにはどう

したらよいか。こういったことがあろうかと思

います。これはまさしく、一人ひとりの生活

の中の切実な課題や思いと、地球全体の

課題は、同じ人口問題の課題の中に含ま

れていることを示しています。 
近年、日本では民意を聞くという機会が

増えています。例えば、地域の計画を作

成する場合でも、公開ヒアリングの形で意

見調整を行う機会が増えているように見受

けられます。しかし、このような活動の多く

は、執行機関である行政と国民の対話で

あり、国民の代表たる国会議員、地方議員

が組み込まれているとは言えません。その

結果、非常に特殊な利害関係に基づいた

議論が、あたかも民意であるかのように伝

えられたりします。正当な選挙を通じ、国

民から選ばれた議員が、その役割を十分

果たしていないのであります。 
ここには議員の側にも反省すべき点が

あります。いったん選挙で選ばれれば、そ

れは政党の議席という数の 1 つになってし

まうことがしばしばあります。その結果、国

のために必要な政策を協議するのではな

く、政局だけに終始してしまうことが多々あ

ります。これは政党政治である以上、避け

がたいことですが、同時に議員が、単に国

会における数としての意味しか持ち得ない

のであれば、国民に対して代表としての責

任を果たせないと考えます。 
この会を主催している国際人口問題議

員懇談会（JPFP）は、世界初の人口と開発

に関する超党派の議連として 1974 年に設

立されました。世界の地域議連活動も、そ

のほとんどが JPFP の働きかけによって発

足しました。この JPFP は設立当初から超

党派で、議会では政局の中で激しい政治

の論争を行っていても、JPFP の中では和

やかな雰囲気の中で人口問題に対する実

際的な討議が行われ、その政策で争いが

起こったことはありません。つまり、人口問

題に関して言えば、与野党を超えて高い

志のもとに有志が集い、共通理解を形成し、

その共通理解に基づいて与野党で ODA
や人口関連の政策を支援してきました。 

これまで私の先輩たちをはじめ、各国の

国会議員が、熱心に人口と開発に関する

地域議連や各国の国内委員会の構築を

推進してきました。私自身、その一翼を担

えたことを大変誇りに思っています。また
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人生の喜びでありました。現在では、世界

の全ての地域に人口と開発に関する地域

議連が設立されています。この国会議員

ネットワークを活用することで、人口問題の

解決を図ること、今回の企画はまさしくこれ

までの国会議員活動の精神を具体的なも

のとする画期的な企画であると思います。 
現在、国内委員会は多くの国で構築さ

れましたが、どのように活用したらよいかは、

各国の状況も異なり、十分に活動できてい

るとは限りません。そのような中で、国会議

員が果たすべき役割を考えてみようではあ

りませんか。 
人口問題解決のための国会議員の果

たすべき役割は、まず一番に民意を施策

に反映させることであろうと思います。これ

には当然、立法措置を含みます。先程も

述べましたが、民意を聞くために、行政と

国民の対話が多く行われるようになりまし

た。しかし、正当に民意を反映させようとす

るならば、国会議員が関わることが不可欠

です。国民の代表として、なすべき政策を

行政に伝え、さらにその政策の実施された

結果が妥当なものであったか否かを考え

るのが国会議員の役割です。 
政策形成という点では、立法および予

算委員会における問いがそれに当たりま

す。その成果の妥当性を検証するという意

味では、決算委員会がそれに当たります。

しかし、国会では国の行政という膨大な領

域にまたがる予算、決算を非常に限られた

日数で討議するわけですから、自ずと限

界があり、十分な議論がなされない状況に

なります。このような制約の中で、いかに私

たちの共通の関心分野である人口と開発

問題に関わっていくか、具体的な対策が

必要になります。 
 次に重要な役割は、国民の理解を得て

予算を導入することだと思います。これは

先進国であれば、ODA の支出になるでし

ょう。途上国であれば、人口分野への重点

的な予算配分ということになるでしょう。

2000 年頃まで、日本は世界で最大の

ODA 供与国として、国際開発を支えてま

いりました。特に人口分野では、首位の拠

出国として、その解決に大きく貢献してき

ました。しかしその後、財政の悪化を理由

として、ODA は減額の一途をたどっていま

す。ODA を支援してきた者としては、非常

に残念な思いで一杯です。 
この減額の理由の 1 つに、先進国にお

いても一般の国民の生活は厳しくなる中で、

途上国の生活の改善を目的とする ODA
に対する国民の理解が得られにくくなった

ことが挙げられます。私たちも国会議員と

して、また事務局を務める APDA も精一杯

の啓発活動を行ってきましたが、その状況

を変えるに至りませんでした。 
社会保障費の拡大による財政の悪化が

最大の原因であったことは言うまでもありま

せんが、他にも理由があると思います。そ

れは人口プログラムを実施した結果、これ

だけ地球の未来のための条件が改善され

た、また成果が上がった、という具体的な

実績が、援助実施機関から国会議員に示

されてきませんでした。そして国民にも周

知されませんでした。 
私どもとしても、ドナー機関にたびたび

要請をしてきましたが、残念ながら国民を

説得できるだけの資料が出てきませんでし

た。事業を具体的に実施している実施機

関は、ドナー機関の定めた条件を満たす

べく事業実施を行います。その意味では、

国会議員と国民にその事業の意義を説明

するのは、事業実施機関ではなく、ドナー

機関の重要な役割と言えます。事務局もこ

の現状を深刻な課題として受け止めてい

ます。 
私たちは、各国で非常に良いプロジェク

トが実施されていることを知っています。し

かし、その良い成果が適切に集約され、利

用できる情報として共有されていません。

日本の場合、意識調査の結果を見れば、

国民の多くは ODA として最も重視すべき

分野として人口関連を挙げています。十分

でない情報の中で、国民が理解してくれて
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いることは心強いのですが、政府に強力に

働きかけるまでには至らなかったということ

かもしれません。 
 次に国民の視点からの提言です。国会

議員の役割は、民意を政策に反映させる

国民への啓発と、予算の動員という役割に

加え、国民の視点から ODA のプログラム

に提言を行うということがあると思います。

これまで様々な ODA のプロジェクトを視察

してきましたが、そのプロジェクトは専門家

の意見、悪く言えば専門領域に閉じこもっ

て形成されている例を多く見てきました。

言葉を換えれば、ODA が行われたとして

も、国民のニーズが満たされず、生活が改

善されない、ということであります。 
この例を 1 つ挙げたいと思います。イ

2006 年にインドのラジャスタン州ウダイプ

ール近郊のハリジャンを中心とする村を視

察しました。その村では HIV の罹患率が

高く、HIV に感染した村人が UNFPA や

IPPF の支援を受けて、HIV の予防活動や

家族計画の推進を行っていました。同時

に、同じ地域で砂漠化防止プロジェクトと

して、JBIC 資金で植林が行われていまし

た。担当者は植林の実績を誇っていました

が、私はそれに疑問を感じました。植林事

業が終わってしまった後、地域に雇用がな

く、多くの人がすることもなく日々を過ごし

ているのです。そこで私は、植林の樹間に

薬用植物を植え、地域の所得創出と HIV
／エイズの症状緩和に役立てられないか

と提言しました。 
人が働き、自らを養うことは、人間にとっ

てその尊厳の根本です。援助は施しであ

ってはなりません。ODA とはその地域に自

立を取り戻し、誇りを取り戻し、人間として

の尊厳を取り戻す手助けをするものでなけ

ればなりません。しかし、ODA を実施して

いる政府の職員や援助機関の職員は、そ

のプロジェクトの決まったことだけを果たせ

ばよいと考えており、それ以上の地域の必

要性をプロジェクトに取り込んで実施する

ことを十分に考えているとは言えませんで

した。実際私が提言したとき、JBIC の担当

者も、最初は何を言われているのか分から

ず驚いていました。その時、国会議員がそ

れぞれの ODA の政策形成に関わることが

できれば、地域のニーズを反映させること

ができるのにと、大変残念な思いをしまし

た。ただその後、JBIC も積極的に取り組み、

対処を取ったと聞いています。 
 次にインドネシアの例ですが、山や木を

切りながら、中流域で河川工事を行い、そ

の利益で住環境の改善プロジェクトを行っ

ていました。山で木を切り続ける限り、土壌

は流出し、川底は上がります。そうすれば

頻繁に洪水が起こり、住民の公衆衛生環

境は劣化します。そのような中で、バラバラ

にプロジェクトを行っても、問題が解決しな

いのは当たり前です。 
政府が実施するプロジェクトは、官僚制

の弊害もあり、このような縦割りを誰も総合

的に調整しないという弊害が生じやすいも

のです。これを調整できるのは政治家です。

国会議員が地域のニーズを深く考えた時、

分野に縛られず、大局に立った国家開発

計画を調整し、効果的に ODA を活用する

ことができると思います。このように大局的

にニーズを把握し、その必要性に応じて

ODA を構築する上においても、国会議員

の役割は大きいと思います。 
では、どのように具体的に問題を解決し

ていったらよいのでしょうか。援助に関わる

政府機関、国際機関からしてみれば、

ODA における先進国の国会議員の役割と

は、予算確保という一言かもしれません。

しかし、繰り返しになりますが、国会議員が

有権者を説得し、予算を獲得できるだけの

事実は示されていません。この世の中、国

民が納得するだけの説明がなければ、国

会議員といえども、予算を動員することは

できません。 
こ の よ う な 現 状 を 、 事 務 局 を 務 め る

APDA は非常に憂慮していました。そこで

援助機関から資料が出てこないのである

ならば、各国の人口と開発に関する国内



 96

委員会が人口分野の企画と評価に関わり、

その実施成果を地域議連を通じて情報交

換し、そうすることで途上国の本当のニー

ズを汲み上げ、さらに先進国の有権者を

説得できるだけの資料も手に入れることが

できると考えました。 
この ODA の改善は、国会議員が国民

の代表として国家の開発政策に関わり、予

算執行の結果として評価を行うという、本

来果たすべき役割を果たすことで実現さ

れるということに気づいたということです。 
国会議員が結果責任のとれるメカニズ

ムを構築することなく、今後 ODA の維持拡

大を図ることは難しいと考えています。ご

参加の現役の国会議員の皆様が、本気に

なって取り組めば、国の政策を動かすこと

ができます。そして、これまで築き上げてき

た国会議員のネットワークを利用すれば、

議員として先進国と途上国が連携すること

ができ、同じ地球規模の問題に取り組むこ

とができます。 
私は現役を引退しましたが、これまで蒔

いた種が世界の各地で新しい活動を生み、

具体化されているのを見て喜んでいます。

そして私たちの志は、多くの議員に引き継

がれています。皆様方が国民の代表として

の高いプライドを持って、ぜひ本気になっ

てお国の未来のために、国民の未来のた

めに、この問題に取り組んでくださいと思

います。そうすることで、私たちの未来を明

るいものにすることができると信じています 
 もう一言、今私が取り組んでいることにつ

いても、ご理解をいただきたいと思います。

ご承知のとおり、3 月 11 日に東北地方に

大きな地震が起き、津波が発生し、かつて

ない大きな被害を呼び起こす結果になっ

てしまいました。 
私は国会議員を引退してから 4 年の間、

次にやらなければならない仕事について

考えてきました。人類社会がこれ以上地球

に負荷をかけることになれば、ひょっとした

ら爆破して他の星に落ちていく運命になる

かもわからない。そうなってしまったら、ど

んなに私たちが努力をしても、全てが無に

帰してしまいます。どんなに働いてお金を

残しても、どんなに子や孫がかわいくても、

地球があってこそそういう社会があるわけ

です。アラブで地下資源の石油をどんどん

掘って、どんどん燃やしながら、私どもの

生活を豊かにしてきた結果、地球の自然

環境を歪め、単に地震や津波ではすまな

いことになるかもしれません。 
皆様もお分かりのとおり、北半球に人類

の大半が住んでいます。地球の自然現象

と逆らって、人間に都合のいい生活をして

いる何よりの証拠に、北極海の氷がどんど

ん融けています。北極付近を通ってロシア

からヨーロッパにも行けるようになりました。

しかし南半球の南極の近くは、まだ氷の状

況に大きな変化はありません。これは人間

が何よりも地球に添った生き方をしていな

い証拠だと思います。 
この数世紀にわたり、人類が科学技術

を発展させてきました。この科学技術を使

って、太陽エネルギーだけで地球に大き

な負荷をかけず、地球を労わるようになれ

ば、私は地球という惑星の運命を長引か

せることができると思っています。 
私は国会議員を辞めましたが、この地

球環境という視点から、私たちの後輩議員

に、政党いかんに関わらず、人口・開発問

題と同じように強い呼びかけをし、予算確

保に働きかけています。皆様も、いったん

人口・開発問題議連ができたら、もうやるこ

とがないという発想ではなく、この人口・開

発問題の考え方を、新しく生まれてくる者、

またこれまで全く関心を持たず生きてきた

大人たちにもしっかり分かっていただいて、

地球に優しい生き方をしながら、今の文化

生活を守っていかなければなりません。 
こういう発想に頭を切り替えない限りは、

人類の未来の幸せはないと思っています。

このことだけ最後に皆様お話し申し上げて、

私の今日の使命を終わりたいと思います。 
 ありがとうございました。 
 



 97

討  議  
 

議長： アブドゥル・ラシッド・ハッサン・ペルプオ 議員 

GPCPD 議長 

ガーナ 

 

 

議長： 

 櫻井先生のご発表は、人口の問題は非

常に重要な問題であるということを、改めて

認識させてくださいました。「1 人が変われ

ば世界が変わる」、これは非常に力強いメ

ッセージだと思います。議員の役割は、国

民の意思に関わり、立法、教育、予算、評

価といった役割にも関わってきます。 

それでは、皆様に、コメントや質問をお

聞きしたいと思います。 

 

レディア・アマリア・ハニファ議員（インドネ

シア）： 

 先生のお話の中にインドネシアの ODA

の例がありました。日本の議員と JICA 等の

機関との間で、その ODA のターゲットにつ

いて何らかのやりとりがありましたでしょう

か？ また、そうしたことは、受入国との取

り決めの中で入っているのでしょうか。 

 2 つ目の質問は、評価についてです。お

話では、ODA の実施にに問題があったと

いうことですが、どのように日本の議員がそ

のプログラムに介入したのでしょうか。プロ

グラムを停止するといった措置をとられた

のでしょうか。 

 

議長： 

 まず、このご質問に答えていただきたい

と思います。 

 

櫻井新前 AFPPD 議長（日本）： 

 最初の当時は、私は 1980 年頃からこれ

のことに携わってきたのですが、最初の頃

はまだ、関係したアジア・アフリカを中心と

した開発途上国の皆様も生活が非常に苦

しかった時でありました。私どもが手を差し

伸べ、子どもたちが食べて、生きられるよう

にするという環境改善については、そう心

配することもなく、予算をつけられました。

私どもも回って現地で見た限りでは、そう

いう生活改善にきちんと使われているとい

う調査が見受けられました。ですから、そう

心配をしておりませんでした。 

ただ問題は、最近になって、皆様がむし

ろ豊かになってきたころから、それぞれの

国の実情を日本の政府の担当者たちがき

ちんと調査することができてなかったので

はないかという心配が出てきました。 

これからは全く視点を変えて、これ以上

のわがままな生活はしないで、健康に子ど

もたちが育っていけるような環境を作るた

めにどうするか、という発想に切り替えるべ

きだと思います。 

今の質問に十分な答えになっていない

と思うから、楠本君、付け加えてください。 

 

楠本修事務局長・常務理事（APDA）： 

 ありがとうございます。当時、私は彼の補

佐としてさまざま事業に関わりました。当時

は具体的な戦略はありませんでした。また、

国会議員の意見を ODA に反映させるとい

うシステムそのものがありませんでした。従

ってケース・バイ・ケースで、櫻井先生は

JICA や政府に勧告を行いました。櫻井先

生は与党のリーダーの 1 人でしたので、櫻

井先生が JICA や JBIC に何かを言うと大き

なインパクトがありました。それは与党の意

見そのものということになったため、よく反

映されたのではないかと思います。 

例えば、ラジャスタンの事例でも、これは

専門家が技術的な植林のことしか考えて

いなかったことから生じたことです。専門家
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は熱心に働いていましたが、その領域を超

えて人々の本当のニーズは考えるまでに

はなりませんでした。櫻井先生はご自身

様々なご経験もあり、地元の人たちがどう

やったらお金を稼げるかを考え、このプロ

グラムのもとで、追加のサブプログラムを提

案したのです。 

 

K.S. ラオ議員（インド）： 

 先生のご経験にあり感動しました。また

同時に世界人口を抑制しなくてはいけな

いニーズというのも本当に実感しました。そ

して、日本政府が開発途上国に、特に人

口抑制という面で援助をしてくださってい

ることに感謝の意を表したいと思います。 

議員として私たちは草の根で活動をし

ています。また、いただいた援助がきちん

と効果的に使われるように尽力していきた

いと思います。これを議会の審議にかけ、

動議等を提出していくことができれば、日

本の国民の皆様が、景気が低迷したり、災

害があっても、日本政府が他の国に援助

を行うことについて、日本の議員の皆様が

国民を説得できるような背景を作ることが

できるかもしれません。そうすることで、さら

に援助が増額されるようになればと願って

います。 

今やグローバル化の時代です。しかし、

こうした中でも、偏狭な愛国主義が台頭し、

先進国も、開発途上国を援助するのでは

なく、搾取する形で、自国の政策を実施す

ることがあります。目的は、自分たちの製

品を輸出する市場を開発途上国に見出す

だけという国もあります。つまり、国と国の

格差を減らすことに援助が使われていな

い事例があります。 

インドの考えですが、人口抑制の分野

では、保健分野以外で、もう 1 つ重要なの

が教育分野です。教育を受けた家族は、

それほど多くの子どもを産みません。教育

を受けていない家庭や貧困家庭では、子

どもたちの数を抑制しません。日本政府は

開発途上国に教育に向けた援助を行って

いますでしょうか？ 教育を行えば、自動

的に人口が抑制されると思います。 

 

議長： 

 櫻井先生、どうぞお答えください。 

 

櫻井新前 AFPPD 議長（日本）： 

インドの事情もベトナムの事情も、それ

ぞれの国の人でなければわからないと思

います。それが議員の仕事です。楠本君

が今までの経緯を承知していますので、彼

にぜひそういったことをお話いただければ

と思います。私も新しい国会議員たちを育

てたいと思っています。そういった人たち

に話をしても通じなかい時は、私は議員を

辞めたとはいえ、お手伝いはしっかりとい

たしたいと思っています。 

私の人生も 78 年と半年経ちましたけれ

ども、人生を振り返り、「政治という旅を終

えて」という、本を発表したばかりです。そ

の中にも書きましたが、私は、4 歳ぐらいの

ときから自分の食べる分だけ働かないとご

飯を食べさせてもらえない家庭に育ちまし

た。8 人兄弟で、私は上から 4 番に生まれ

て、2 番目がすぐ亡くなりましたので、事実

上 3 番目でした。上 3 人男、下 5 人女です。

そういう家庭に育ちました。 

子供のころは、私は動物飼いが私の仕

事でした。最初はウサギです。かわいがっ

て育てて大きくなると売ってしまうので、そ

の時の悲しさなんて、1 週間ぐらい泣いて

いました。次はヤギでした。ヤギは育てて

子どもを産ませると、牛と同じで乳がでます。

私の村では、乳をしぼって沸かし、全部配

って歩いてお金を稼いだものです。幼い

時分に家族の名義になる土地はなかった

もので、1 日朝晩 2 回、ウサギやヤギの食

事は草や雑草ですから、川の土手や村の

共有地の山の上まで行って草刈りをして、

刈ってきて食べさせていました。 

5 年生になってからはウシでした。農耕

に使うウシです。今は耕運機等があります

が、その頃はウシを農耕に使いました。と
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にかく働かなければたべられなかった。自

分のそういう人生を振り返っています。 

日本の人口・開発分野の関する議員活

動は岸信介元総理が始めました。私はい

わば鞄持ち、つまり偉い政治家の後をつ

いて回り、様々な勉強をさせていただく中

で、非常に興味を持ってそれぞれの国に

行きました。その人たちがどうしたら飯を食

べられるようになるのかと、そんなことばか

り考えて回っていました。その場では誰に

も負けない知恵を絞ることができたと自分

では誇りに思って生きてきました。 

皆様、今回せっかく日本に来たのです

から、日本の政治家や政府も納得できるよ

うな日本から援助が有効だと思う中身のも

の持ってきていただきたいと思います。自

国の政府ができないならば、日本が手伝

ってあげようと言えるような中身の事業を逆

に教えていただきたいと思います。   

楠本君で難しい場合には、私もお手伝

いをしたいと思っています。何でも遠慮な

く言ってください。 

 

楠本修事務局長・常務理事（APDA）： 

 先生、ありがとうございました。そこまでの

力があるかわかりませんけれども、何かご

要望があれば人口懇を通じてお伝えした

いと思います。 

 補足的に説明したいのですが、日本の

ODA は人間の安全保障という考えの中で、

ラオ議員がおっしゃった内容を十分取り組

んだものになっていると思います。ただそ

れをどう血を通わせるかが課題です。コン

セプトとしてはあっても、それが生きたもの

として使えるかどうかというところに、また国

会議員の先生方のお役割があると思って

います。 

 「ODA とはどのような性質のものか」に関

してずっと質問がでていますが、滅私奉公、

要するに自分の利益はなしに公に尽くす

という考え方は、一見立派なように聞こえま

す。しかし、それは多くの場合、嘘であった

り、ごまかしではないかと思います。本当は、

相手が良くなることが、自分が良くなること

につながる。自分が良くなることが、相手が

良くなることにつながる、という関係を作ら

ない限りは、長く続かないと思います。 

そういう意味からいったら、日本の ODA

も外交の一部ですから、日本の国民にとっ

てプラスになることを作らなければいけな

いと思います。それは信頼の醸成であり、

環境の改善であり、また世界の平和であり、

安定です。直接的にお金が儲かる、儲か

らないとは別かもしれませんが、日本の国

民の利益につながり、それが世界の利益

にもつながります。 

 

K.S. ラオ議員（インド）： 

 日本やドイツの発展は、技術開発によっ

て達成されたと思います。ですから、どの

開発途上国にとっても、技術が最も重要だ

と思います。技術最先端の国として、人口

問題や教育問題を考えた上で、日本の政

府は技術支援を開発途上国に提供する

お考えなのかどうか、教えていただきたい

と思います。 

 

議長： 

 そうだと思いますが、これに関して何かお

答えありますか。 

 

アリマミー・アマラ・カマラ議員（シエラレオ

ネ）： 

 ラオ議員に追加して、この会議の趣旨を

考えますと、特に議連の強化と議員個人

の能力の強化について、特に人口問題に

フォーカスを当てて日本政府に取り組んで

いただければと思います。人口・開発分野

でも非常に幅広いニーズがあり、私たちの

目標を達成するためには、こうした支援が

必要だと思います。 

技術的な問題だけを考えて、主権の不

干渉主義ということばかりを考えると、イン

パクトを与えることが難しいのではないかと

思います。今朝と昨日も申し上げましたが、

議員がどれくらい介入できるかには制約が
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あります。 

技能の開発は非常に重要だと思います

が、同時に人口議連と、できればこうした

問題の啓発活動を行っている個人の議員

レベルでも、取り組んでいただければと思

います。 

 

議長： 

 技能の構築は、それぞれの議連で努力

しているかと思いますが、それ以上のこと

をするべきですか。 

 

アリマミー・アマラ・カマラ議員（シエラレオ

ネ）： 

 そうです。例えば、私の選挙区で私が

JICA や他の実施機関に協力できれば、

人々の生活改善におけるインパクトは大き

く変わってくると思います。こうしたことは、

ケーススタディとしても使えると思います。 

しかし逆に、JICA と政府が実施している

ことに異を唱えることは難しいかもしれませ

ん。制約があり、政治的なこともあり、干渉

できないかもしれません。ここにいる私たち

は皆、教育を受けています。ですから、技

術教育支援といったときに、私たちの分野

で必要な技術的な支援があれば有効だと

思います。 

 

議長： 

 わかりました。 

 

ラメシュ・チャミンダ･ベントータ･パティラナ

議員（スリランカ）： 

 素晴らしいプレゼンテーションをありがと

うございました。インドの方にコメントに追

加ですが、このスキルの開発に加え、スリ

ランカの経験では、女性のエンパワーメン

トも重要だと思います。女性たちが家族の

面倒をみています。そして女性の識字率

は社会の発展に非常に重要です。女性に

教育を施せば、家族は健康になり、子ども

たちがきちんと学校に行けるようになり、子

どもの栄養も向上し、様々な改善につなが

ります。ですから、若者のスキル開発に加

え、女性のエンパワーメントがに力を注い

でいくことが必要だと思います。 

 

議長： 

非常に有用なコメントだと思います。発

表の最後の方で、援助は慈善事業ではな

いとおっしゃっていました。相互の信頼と

自信を構築し、人の尊厳を守るというお話

でした。日本が目指していることを私たちも

学び、援助を慈善事業として見るのではな

く、信頼を醸造し、自信を構築し、人間の

尊厳を守るためのものとして考えていく必

要があると感じました。 

私が伺いたいのは、支援政策に関する

ことです。どのような政策に皆様が関わっ

て検討・評価をしていますか。また、子ども

を育てるためにどういう支援があるかも聞

かせていただければと思います。 

 

櫻井新前 AFPPD 議長（日本）： 

 先程自分の幼い頃の育った環境の話を

したのは、人から慈悲でお金をもらうという

のではなく、皆自分でできることはやり、生

きていくための努力をどうするかが重要だ

と考えるからです。 

例えば、教育をするために学校が必要

だと言います。学校を作ってもらえば助か

るから、学校の援助をしましょうという話に

なります。しかし、次から次へと学校を作っ

ても、皆が働いて食べることができなけれ

ば意味がありません。  

それを糧にして、子どもたちの教育をし、

自分たちが生きるために農業、林業、漁業

といったことを教えることが重要です。また

子どもたちが成長し、子どもを持つようにな

ったら、その子どもたちに同じようなことを

教えていきます。それを日本語では「しつ

け」教育といいます。職業のことでも、集落

で皆が仲良く生きるための様々な習慣を

教えることも、「しつけ」教育です。それは

永続的に続いていかなければなりません。 

それぞれの能力にあった仕事しながら、
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お金を稼げる環境をいかに作るかが重要

です。それぞれの国によって、この国なら

こういう仕事をやれば生活の糧になるだろ

ういうのがあると思います。私どもも一緒に

なって考えますが、まず皆様が、それぞれ

の国の物理的な環境や気候条件を考慮し

て考えていただきたいと思います。 

私は日本で一番雪の深いところに生ま

れ育ちました。私の子どもの頃は、3ｍも 4

ｍも雪が降りました。今は 1ｍ降るか降らな

い状況です。これは人間がこれだけの生

活をするために、温暖化現象が進んでしま

った結果です。 

私どもがどのような生き方をしたらいい

か。そういうことも研究しなければなりませ

ん。学校教育とはまた別の意味で、生きる

ための教育もしなければならない。労力の

代償として金になること、そういったことを

ODA を使って、人口・開発議連が、どのよ

うにしていったらいいのかという新しい視点

を設けなければなりません。まさに、それが

国会議員の本当の使命だと思います。 

私は 26 年間国会議員をやりました。そ

の前に地方の議員を 8 年間、2 期務め、35

年議会に携わってきましたが、この世の中

で国会議員という政治くらい面白い、張り

合いのある仕事はないと思います。どうし

ても皆のために、これだけは変えていかな

ければならないと思うことがあれば、法律を

作って制度を変えればいいのです。皆が

汗を流した労力が、生活に跳ね返ってくる

ような仕組みを作るのです。 

そしてこの人口・開発議員連盟という組

織を通して活動を続けることです。この中

にも、もう何十回会ったかわからない皆様

方もいます。マンモハンさんは、まだ私が

当選したばかりの頃、すでにミッタール議

員とともに、日本の岸信介先生や佐藤隆

先生の友達として、お会いしました。 

私たちがやるべきことをを皆で相談して

見出して、力をあわせて実行することで、

実現できると思います。私は自分のふるさ

とでも、新しいことを数多くやってきました。

先程もお話しましたが、雪が 3ｍも 4ｍも降

っていましたが、そこで住宅を 1 階だけ 2ｍ

ぐらい高くして、雪が降っても埋まらないよ

うにしています。そうすることによって 1 年

間の費用が大幅に節約でき、住みやすく

ななっています。個人がお金をかけてそう

いう設備を作くればそこには、国が税金を

とらないようにする制度を作りました。そうし

たらこの 20 年ぐらいでほとんどの家が 2ｍ

以上床を上げた高床住宅になりました。そ

のことがどれくらい皆の生活を潤したかわ

かりません。 

1 つの例を申し上げましたが、私は人

口・開発議員活動に携わったおかげで、

様々な勉強をしながら、自分の身の回りで

やれることを 1 つ 1 つ取り組んできました。

皆様のところで、こうしたらいいと思うが、ど

うしたらいいかわからない、これには金が

かかるからどうしたらいいだろう、といった

相談があれば、必ず日本は今の知識と資

力の中で、最大限お手伝いすると思って

います。それは時の政党を組んでいる総

理が民主党であれ自民党であれ、政党に

は関係のない話です。この人口・開発議

連を有効に活用してもらうと良いと思って

います。 

私はそのような興味を持って、人口・開

発に関する議員活動に 26 年間携わってま

いりました。どうぞ今日の会が皆様方のこ

れからの残された人生の中で有効でありま

すようにお祈りしています。 

 

議長： 

 皆様、櫻井先生に拍手をお願いします。 

ではこのセッションは終わりといたします。

お疲れ様でした。 
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受入国における人口・開発関連 ODA の優良事例 – III 
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受入国における人口・開発関連 ODA の優良事例 – III 

 
エドセル・ラグマン 議員 

PLCPD 議長／AFPPD 副事務総長 
フィリピン 

 
 

略歴： 
 エドセル・ラグマン議員は、フィリピン国立大学で法学の学士号を取得し、1987年に初当

選しました。人口分野のアドボカシー活動を 12 年間行っており、今年はリプロダクティブ・

ヘルス法案の主要立案者として、法案を国会に提出しました。これまで農業改革委員会、

人権委員会、海外雇用委員会、財政委員会の委員長を歴任しました。現在、少数党院内

総務を務めています。 
 
 

昨年 10 月に APDA に E メールで私の

論文をお送りしておりますが、今日は時間

が限られておりますので、要約版をご紹介

したいと思います。 
フィリピンの経済は、財政赤字からまだ

脱却していません。輸出や国の歳入を別

にすると、外部からの資金源に大きく依存

しています。外国からの直接投資（FDI）、

政府開発援助（ODA）、海外で働くフィリピ

ン人からの送金に大きく依存しています。 
ODA の金額は、輸出と海外送金に比べ

ると小さいですが、FDI よりは多くなってい

ます。ここ 10 年間の借款の総額は 100 億

米ドルに上っています。 
2010 年と過去 10 年で、JICA はフィリピ

ンにとって最大の ODA 融資源でした。特

にインフラ部門で ODA を一番多く受けて

います。2010 年には、30 件の ODA 借款

が MDGs の目標 1、2、4、5、7 の達成のた

めに使われました。これは 29.1 億米ドルに

上り、ODA の 29％を占めています。また借

款とは別に無償資金協力を受けています

が、2010 年の無償供与は、22.5 億米ドル

で ODA 総額の 20％を占めています。 
社会改革、地域開発部門は、無償援助

供与を一番多く受けており、ODA の無償

資金協力全体の 41％を占めています。

162 のプロジェクトがあり、9 億 3112 万米ド

ルとなっています。そのうちオーストラリア

が 28％を占め、無償資金協力では最大の

供与国です。 
私の論文は妊産婦の健康促進のため

の 2 つのプロジェクトに焦点を当てていま

す。1 つ目は、女性の健康と安全な出産プ

ロジェクトで、もう１つは母子保健プロジェ

クトです。これは、アジア開発銀行（ADB）、

JICA と協力して進められました。女性の健

康と安全な出産プロジェクトの第２段階で

は、世界銀行からも支援を受け、保健省が

実施しました。 
まず女性の健康と安全な出産プロジェク

トですが、3680 万米ドルの資金が 1995 年

5 月～2002 年 6 月までの間に供与されま

した。この頃、フィリピンの妊産婦死亡率

（MMR）は東南アジアの中で最も高い国

の一つで、出産 10 万件当たり 209 人が死

亡するという状況でした。また、1 人当たり

の出生率は 3.8 人でした。これに対処する

ために、フィリピン政府は妊産婦のための

保健プロジェクトを導入しました。その目的

は、貧困層の女性の健康を改善し、安全

な出産のためのサービスを提供することで
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した。ADB はもともと女性のリプロダクティ

ブ・ヘルスに焦点を当てていましたが、こ

れは ADB の支援による最初の保健部門

のプロジェクトとなりました。 
1995～2002 年の間に、このプロジェクト

によって、リプロダクティブ全般と緊急産科

ケアのサービスと医療品を、550 の病院と

地方の保健センターに導入しました。また

家庭で安全に出産するための 140 万のキ

ットを助産師に提供しました。500 万個以

上の登録書を現地の言語に翻訳されて配

布されました。こうした登録書は、各保健セ

ンターで出生前検査やモニタリングに活用

されました。 
さらに、ビタミン A が授乳中の女性に提

供され、ヨウ素のカプセルも再生産年齢の

女性に全国的に配布されました。これを機

に出産前ケアの質が向上し、利用率が上

がりました。訓練を積んだ助産師による出

産介助支援も増え、その結果、妊産婦の

死亡が次第に減少しました。リスクが高い

妊産婦の場合は、専門的な診察を受ける

ことで、死亡率の低下につながりました。 
ADB の報告によれば、保健省の機能が

強化され、女性の保健プログラムがより効

果的に計画・実施されるようになりました。 
第 2 段階目として実施された女性の健

康と安全な出産のプロジェクトには、2005
～2012 年までに 1600 万ドルが拠出されて

います。このプロジェクトは、MDGs で最も

遅れている目標である妊産婦の健康を促

進することが目的でした。プロジェクトの目

的は、施設での助産師の立ち会いによる

出産を増やすことです。これは非常に重要

です。なぜなら、フィリピンでは今でも毎日

11 人もの女性が出産関連で死亡していま

す。一時は大幅に MMR が減少したので

すが、その後、その減少率は停滞しており、

出生 10 万件当たり 162 人が死亡していま

す。このプロジェクトの 2 つの要素ですが、

まず統合されたサービスを現地ごとに提供

すること。そして政府がそれを管轄すること

です。 

もう１つのケーススタディですが、母子保

健プロジェクトが、保健省、地方自治体、

JICA のパートナーシップによって実施され

ています。このプロジェクトは 2006～2010
年まで行われ、安全な出産プログラムへの

地域社会の参加を促進することで、妊産

婦と乳幼児の死亡を減少することを目的と

していました。ビリラン州の全ての 8 つの自

治体と、イフガオ州にある 11 の自治体のう

ちの 3 つが関わりました。 
このプロジェクトは、2 つの対照的な地

域で実施されました。イフガオ州は山岳地

帯ですが、母子死亡率・疾病率という面で

は比較的悪くありませんでした。実際、全

国の平均よりも良い数字です。もう 1 つの

ビリラン州では、母子死亡率・疾病率にお

いては、最も悪い地域の 1 つでした。しか

し良い成果を上げることができました。イフ

ガオ州の山岳地帯は標高が高く、病院に

行くのが非常に難しい地域ですが、施設

での出産が増加しました。ビリラン州にお

いては、母子保健に対する注目が高まり、

その結果、母子死亡率と疾病率が大きく

下がりました。 
ここから学んだ教訓は、母親に投資する

ことは、子どもにも投資することにもなると

いうことです。さらには、家族や人間開発

に投資することにもなります。これが私たち

の使命だと思います。このプロジェクトによ

って、ビリラン州のように統計上、非常に悪

い状況でも、慎重に考え抜いたプロジェク

トを実施すれば、成果が出ることが証明さ

れました。それには疑問の余地がありませ

ん。この母子保健プロジェクトを成功させる

には、強い政治的な意志と、資金面での

連邦政府、ドナー国、ドナー機関からのコ

ミットメントが必要となります。 
結論ですが、私がご紹介したこれらのプ

ロジェクトは優良事例で、投資に対するリタ

ーンがあったものです。リプロダクティブ・

ヘルス・プログラムは、費用対効果が非常

に高いものです。ユニセフは、2002 年の時

点で、家族計画、避妊具の使用率を高め
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ることで、これまで人類が手にしたどんな

技術よりも安価な方法で、非常に多くの

人々に、非常に大きな利益をもたらすこと

ができるという調査結果を出しています。 
こうしたプロジェクトの効果を最大化する

ためには、ドナー国、受入国ともに、リプロ

ダクティブ・ヘルスの改善の必要性が高い

自治体が優先されるべきです。また融資よ

りも無償資金協力が増え、それがインフラ

の整備よりも MDGs に向けられるべきだと

思います。 
ありがとうございました。 
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受入国における人口・開発関連 ODA の優良事例 – III 
 

アブドゥル・ラシッド・ハッサン・ペルプオ 議員 
GPCPD 議長 

ガーナ 
 
 

略歴： 
 アブドゥル・ラシッド・ハッサン・ペルプオ議員は、ケープコースト大学で教育（心理学）の学

士号を取得し、ガーナ大学で国際関係学の修士号を取得しました。2001 年から CIDA の開

発コンサルタントとして勤務し、政策アナリストとしても活躍しました。2005 年に議員に選出さ

れ、2009 年には青少年・スポーツ省の大臣を務めました。現在、院内副総務並びにガーナ

人口・開発議員連盟（GPCPD）議長を務めています。 
  
 

ガーナの独立時の人口は 710 万人でし

たが、2010 年時点で 2400 万人まで増加し

ました。この数字を見て、どうしてこんなに

増えたのかと人々は真っ青になりました。 
ガーナでは、人口抑制策を強化してい

かなければならないと感じています。特に、

地方での対処が必要です。我が国は、人

口増加への対処に関する法律を制定した

最初の国の一つです。この法律は 1994 年

に改正され、政府に人口問題に関する助

言を行う最高の法定機関として、国家人口

評議会が設立されました。この設立につい

ては、憲法にも謳われています。また 1992
年ガーナ憲法は、人口増加に対して、対

策の必要性を謳っています。 
他にも関連した法が成立し、法整備が

進み、人口問題は開発問題と密接に関わ

っていることが認識されています。 
 ガーナでは、1980 年代に地方分権政策

が始まり、1992 年憲法において、全ての開

発計画には必ず国の人口問題を考慮する

ことが謳われました。国家人口評議会では、

全てのレベルにおいて開発と人口問題と

の統合を進めるという役割を担っています。

また、地方議会を含めた政策決定者と協

力し、人口プログラムを立案・実施していま

す。 
国家人口評議会の重要な役割の一つ

に、私たちに立ちはだかっている開発問

題を解決に向けるためには、個人の能力

構築を行い、開発計画を策定する際に必

ず人口問題を考慮するようにしています。

これは非常に成功しており、環境省科学

技術局では、人口問題を開発活動に組み

込んでいくための研修モデルを作りました。

こうした研修モデルが、良い結果を生んで

おり、ガーナで開発計画を策定するときは、

コンサルタントを使わなくなりました。地元

のガーナ人が、議会を通じて政策を策定

しています。その際には、必ず人口問題を

考慮に入れ、人口が資源を使い尽くしてし

まわないように、国家政策を方向付けてい

ます。 
ガーナの ODA の現在の状況ですが、

ガーナが受け取っている ODA は、政府予

算の 20％を占めています。GDP の 10%で

す。2007～2008 年にかけて、ガーナで

ODA の金額を減らそう、世銀等から資金

を受けないようにしようという運動が盛り上

がりました。当時、ODA の援助は GDP の

9.8％となり、少し減少したのですが、今は

また 10％になっています。 
ガーナは現在、新しい援助受け入れ方

針を打ち出しています。以前はほとんどの

アフリカの国々と同様、貧困削減の戦略を

とっていましたが、私たちの開発の枠組み
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として、今後は貧困削減よりも人間開発を

主軸にしていきたいと考えています。 
融資法が 1970 年代に制定され、2003

年、2004 年には、財政管理法が施行され

ました。援助をやみくもに受けるのではなく、

手続きをきちんととり、議会がきちんとそれ

を精査することがが定められました。時に

は、議会が融資協定を却下することもあり

ます。 
議会は能力構築プロジェクトを立ち上げ、

自分たちでどのようにして援助の実施をモ

ニタリングするか協議しています。また気

候変動の問題は、国の開発とも密接に関

わってきます。ガーナでは、モニタリングの

システムを進めていますが、あまり望ましい

ものにはなっていません。予算委員会、決

算委員会の審議はテレビで中継されてい

ます。国民は、そこで答弁に四苦八苦して

いる様子を見ています。多くの場合、実際

の損失に対して国民がその負担をするべ

きだという勧告が出されるのですが、やは

りこれは望ましくありません。 
HIV の問題ですが、ガーナで HIV の危

険性に気がついた時には、すでに 3.5％の

罹患率になっていました。対策をとった結

果、今では 1.7～1.5％まで下がりました。し

かしまだ、完全には撲滅できていません。

エイズ撲滅に向けて一致団結し、国民の

健康を守る努力をしています。 
GDP 成長率は年率 13.5％ですが、世銀

によれば、年末までには 14%になると言わ

れています。これは世界でも非常に高い

成長率です。開発計画とで一貫した形で

この成長率を持続していきたいと思ってい

ます。 
ありがとうございました。 
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受入国における人口・開発関連 ODA の優良事例 – III 
 

ポネセップ・ポルセナ 議員 
社会文化委員会委員長／LAPPD 議長 

ラオス 
 
 

略歴： 
ポネセップ・ポルセナ議員は、フランスで医学部を卒業した後、ラオスで小児医として活躍

しました。2002 年に国会議員に選出された後、2006～2010 年にラオス国民議会社会文化

委員会副委員長を務め、2010 年からは同委員会委員長並びにラオス人口・開発議員連盟

（LAPPD）議長を務めています。 
 
 
 ラオス国民議会を代表し、このような機会

をいただいたことに感謝を申し上げます。

また、主催者である APDA に、この会合に

ご招待いただきお礼申し上げます。 
ラオスにおける人口・開発に関する

ODA プロジェクトの成功例と教訓について

お話をさせていただきます。 
 国民議会は 2006～2020 年の国家開発

戦略を採択しました。これは国内の開発の

ニーズと、国際的な開発目標に基づい策

定されました。MDGs もその中に含まれて

います。特に妊産婦、乳幼児の健康に関

する目標の達成のために、これから強力な

支援が必要になります。 
MDG4、MDG 5 は、乳幼児死亡率の削

減と妊産婦の健康改善ですが、我が国政

府は国際人口開発会議（ICPD）の行動計

画にコミットし、2004 年以降、妊産婦およ

び乳幼児の死亡率の低減と、リプロダクテ

ィブ・ヘルスとサービスの向上を最優先課

題として取り組んでいます。 
ラオスの妊産婦・新生児及び乳幼児の

健康（MNCH）プログラムでは、技能を持っ

た助産婦の育成、国家栄養政策、栄養に

関する国家行動計画を統合しています。 
最も貧困で被害を受けやすい人々を助

けるために、MNCH プログラムでは、緊急

産科治療と新生児ケアを拡大させていま

す。我が国政府は、貧しい妊産婦と子ども

に対しては医療を無料で提供する計画を

しています。この取り組みによって、妊産

婦と乳幼児の死亡率は大幅に低下し、子

どもと母親の生活を改善することになるで

しょう。 
 この統合された母子健康サービスは、

UNFPA、WHO、ユニセフ、JICA やその他

の機関によって支援され、予防接種、出生

前ケア、移動アウトリーチチームによる家

族計画等が提供されています。 
こうしたプロジェクトから分かったことは、

国民は家族計画に高い関心を持っていま

す。またサービスがあれば、親は子どもに

予防接種を受けさせ、子どもの健康を改

善するための保健や栄養に関する教育に

も関心を持っています。 
地方では、保健サービスの強化が必要

であることが分かっています。予防や治療

のためのサービスを継続的に提供していく

必要があります。プログラムを統合すること

によって、国連機関間や政府内での活動

の重複および断片化を最小限にすること

ができます。そして人的資源もより効率よく

使うことができ、費用対効果も改善すること

ができました。 
ラオスでは多くの成果も上がっています。

5 歳未満の乳幼児死亡についていえば、

1995 年～2005 年の間に、1000 人中 170
人から 98 人に低下しました。乳児死亡率
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は、104 人から 70 人に減少しました。また、

予防接種拡大計画（EPI）の普及率が 69％

に拡大しました。大統領主導のもと、母子

保健国家委員会と保健省による全国麻疹

風疹予防接種キャンペーンが実施され、

95％の接種率を目指しています。 
妊産婦死亡率（MMR）は、10 万件当た

り 650 人から 405 人へと減少しています。

避妊普及率（CPR）は 28％から 43.1％に上

昇しています。TFR は 1995 年の 5.6 人か

ら 2005 年の 4.5 人に低下しました。技能を

持った医療従事者立会いによる出産は、

17％から 23％に上昇しました。ラオス政府

は、母体の安全を守り新生児の命を助け

るためのトレーニングプログラムを支援して

おり、2012 年まで 1500 人の助産婦が対象

となり、トレーニングを受ける計画です。 
MDG6 は順調です。HIV 感染率は約

0.2%となっています。教育、治療、予防と

いった対策を引き続き行い、感染率を低く

抑えていきます。マラリア感染は減少して

います。結核も発見と治療の面で進展して

います。安全な飲料水や衛星面でも改善

が見られ、2015 年までに 80%の人々への

普及を目標としています。 
こうした成功の一つには、ラオス保健科

学大学医学部の大学院のトレーニングプ

ログラムがあります。このプログラムは、各

州に少なくとも一人は小児科医を配置す

ることを目的としています。1996 年には国

内にはたった 7 人しか小児科医がいませ

んでしたが、今では 61 人の小児科医が、

16 の州のうち 15 の州で勤務しています。 
彼らはまた、ビエンチャン教育研究病院

や地方のセンターで、医学生や研修医、

ヘルスケアワーカーに対して教育を行って

います。また、地方病院で新生児蘇生トレ

ーニングプログラムを行っています。 
こうした母子保健の改善が、貧困撲滅

へのカギとなると思います。貧困率は 46%
から 18.96%まで減少しました。 

国会議員は、保健分野への予算拡大を

支援していく必要があります。また国民が

意志決定プロセスや開発計画の実施に参

画できるようにしなければなりません。リプ

ロダクティブ・ヘルスや妊産婦の健康に関

して啓発も必要です。 
議員の役割として、ジェンダーの平等を

推進し、リプロダクティブ・ヘルス・サービス

を全ての人々が利用できるようにするため

に、政策を承認し、法の実施を監視してい

かなければなりません。ODA による社会開

発プログラムを監視し、こうした援助が人々

の生活を改善する上できちんと効果が出

ているかを見ていく必要があります。 
ラオス国民議会は、ODA プロジェクトを

監視する法律を可決しました。汚職防止

法等や ODA の管理と実施に関する首相

令もあり、こうした法には、政府の ODA へ

の監督、モニタリング、監査、評価の役割

が規定されています。LAPPD の役割は、

政府のプログラム実施と国民の参加を監

督しています。 
ラオスの保健向けの国家予算は、4.6%

から 9%へと上昇し、教育向け予算は 9%
から 17%へと上昇する予定です。 

こうした成果とともに、国会、政府、開発

パートナーとの連携およびドナーからの継

続的な支援によって、2015 年までには

MDGs を達成できると思います。 
この会合に参加することができ、様々な

事例を学んでいます。あらためて APDA の

皆様に感謝を申し上げます。また参加者

の皆様の今後のご健勝をお祈り申し上げ

ます。 
ありがとうございました。 
 
 

 
 
 



 111

受入国における人口・開発関連 ODA の優良事例 – III 
 

ドーニャ・アジズ 議員 
パキスタン 

 
 

略歴： 
ドーニャ・アジズ議員は、パンジャブ大学医学部の外科学専攻を卒業され、カリフォルニ

ア大学医学部放射線学科で 2 年半医学研究者として勤務しました。 
議員に選出されてからは、人口福祉省政務次官を務め、議会の医科歯科審議会の代表

も 5 年間務めました。現在は、保健経済常任委員会委員および女性議員グループの所属

政党の代表を務めています。 
 
 

パキスタンに人口関連プロジェクトの優

良事例があるか考えてみたところ、いくつ

かありましたので、ご紹介します。これらの

事例は、各国の状況に大きく依存していま

すし、国内でも、プロジェクトが成功するか

どうかは各地域の状況によって大きく異な

ってくると思います。 
今朝、ザンビアの方から、移動式診療所

があまり成功しなかったという話がありまし

たが、パキスタンでは、人口省に対して

JICA が移動式診療所を支援し、成功を収

めました。その理由としては、地方にはヘ

ルスセンターはありますが、実際には多く

の人がそこに行けないという状況があった

からです。例えば、村ではそこに行くのはリ

プロダクティブ・ヘルスの要望があるからと

知っているので、皆そこに行くのをためら

ってしまいました。また、そうしたセンター

の数が少なく、まばらにしかないため、そこ

に行くには長距離を歩かなければなりませ

ん。このような状況でセンターに行くように

説得するのは大変でした。 
そこで JICA の支援を受けて、地区で移

動式診療所を運営しました。地域の大きさ

によって 3～4 つの移動式ユニットを用意し

ました。そんなに大きなものではないので

すが、リプロダクティブ・ヘルス・パッケージ

を提供し、その他にも風邪や咳といった一

般的な治療や、子どもの体重測定が行え

ます。1 週間に 1 回、この移動式診療所が

地域を回りますが、地域の人々には、移動

式診療所が来る日を事前に知らせてありま

す。これは非常に成功しました。ある地域

では、はじめは宗教指導者がリプロダクテ

ィブ・ヘルスについて公に話すことを嫌が

っていたのですが、やがて彼らの妻たちが

移動式診療所で卵管結紮術を受けたり、

避妊薬をもらうようになり、人口省と宗教指

導者たちの間で良い関係を構築すること

ができました。 
またもう 1 つの事例は、政治家の関与で

す。ある地域の政治家が不妊手術を受け、

あちこちの政治集会で自分がヘルスセン

ターで不妊手術を受けたことを公表しまし

た。その結果、その地域における男性の

不妊手術を受ける比率が 1 年間で 3000％

増加しました。彼が勇敢にも自分の経験を

公の場で話したことで、不妊手術に対する

偏見が払しょくされ、人々はそうした処置

に信頼を持ち、処置を受けてもいいと考え

る人の数が増加したのです。 
これは成功した優良事例です。しかし、

ODA の悪い事例も多々あります。これは

政治家の当事者意識が欠けているところ

からきていると思います。例えば、国内で、

地域の助産師を対象としたプロジェクトや

伝統的産婆を対象としたプログラムに数百

万ドルの資金が拠出されましたが、全く成
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功しませんでした。その理由は、政治家に

強い当事者意識がなかったことと、国内で

も異なった文化的慣習があったためです。 
例えば、パキスタンの一部では、伝統的

に出産には義理の母親が立ち会うことに

なっていました。ですからこのプログラムが

導入され、村の若い女性たちをトレーニン

グしても、こうした若い女性に対する信頼

はありませんでした。そのため、トレーニン

グはすべて無駄になってしまいました。 
地域の助産師プログラムが今も実施さ

れていますが、これにも大きな問題があり

ます。去年、憲法修正第 18 条が成立し、

今年の７月１日に施行されたのですが、事

実上、社会部門の権限が、中央政府から

地方へと移譲されました。つまり、保健、教

育、人口、福祉、女性の開発といった問題

を扱うことができるのは、地方政府のみとな

り、政府レベルのこうした分野を扱ってい

た部署やプログラムは解散しました。 
 これは非常に大きな問題です。ドナーが

拠出したプログラムについてわからないだ

けでなく、パキスタン政府でも状況が全く

分かりません。国として、保健政策、教育

政策を中央政府が統括しないのは問題だ

と思います。立法府としても、こうした問題

を議論する権限すらありません。この法律

が施行されて、まだ 3～4 カ月しか経って

いないので、今後どうなるかを見極めてい

きたいと思います。 
地域の助産師のプログラムは、現在、大

きな問題に直面しています。、USAID や

JBIC は、パキスタンの中央政府がこの分

野の介入権限を持っていないため、どこと

話をしていいのかわからない状況です。法

律によれば、経済省と保健省を通すことに

なっていますが、これらの省庁では、地方

自治体とのやりとりがうまくいっていません。

中には中央政府に対して非常に敵対的な

地方自治体もあります。こうした問題が、ド

ナーからの拠出によるプロジェクトで発生

しています。 
結論として 1 つ提案があります。各国に

おける事例をこのように発表するのは非常

に有益だと思います。お互いから学ぶこと

ができるからです。 
ただ、この会議の後、一体どうしたら良

いのでしょう。もちろん、私がフィリピンから

様々なプログラムを学んでから、私の国で

うまくいきそうなものを選ぶこともできます。

しかし、概して、国会議員として ODA を考

え、社会部門の問題を考えた時、これから

どういう方向を目指していきたいのかを考

える必要があると思います。 
そしてそれには、自由な発想が必要に

なると思います。シエラレオネの方が、な

ぜ JICA が個々の一人ひとりの議員とやり

取りできないのかという疑問を出していまし

た。この点について APDA に追求していた

だきたいと思います。JICA が特定の議員

と直接やりとりすることができないといった

場合、例えば日本の公益団体が JICA の

技術支援部門と連絡し、1 つの選挙区プロ

ジェクトを実施することができれば、良いケ

ーススタディになると思います。 
これから 5 年後、その選挙区でのプロジ

ェクトの成果について、ドナー政府だけが

関与してその選挙区の議員が全く関与し

ない場合のプログラムとの比較分析ができ

ると思います。こうしたケーススタディや比

較検証をすることで、私たちは次の段階に

進めると思います。 
この 3 年間、ODA が政府対政府で拠出

されて、議会がそれに関与できない、予算

にも反映されていない、そうした問題につ

いて議論してきました。ケニアの事例では、

憲法を改正して、この問題を反映すること

ができました。しかし、多くの国では、憲法

改正まで簡単には踏み切れません。です

から現行制度を残した状態で平行して、比

較ができるようなシステムを作ることが必要

だと思います。これから 5 年後、政治家主

導でこの問題にコミットすることで、プログラ

ムの改善につながることが分かる興味深い

事例になるのではないかと思います。 
ありがとうございました。 
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討  議  
 

議長： K.S. ラオ 議員 

インド 

 

 

議長： 

 ありがとうございました。それでは、質問を

受け付けます。インドネシア、どうぞ。 

 

レディア・アマリア・ハニファ議員（インドネシ

ア）： 

 まず、ラグマン議員に伺いたいのですが、

RH 法案を成立させるのに苦労されていると

いうお話ですが、ドナー国からはこういった

ことに関する支援はありますか？ 学術的

な論文や世論を導くようなプログラムを行う

ための、お金以外の戦略等についてドナー

国からの支援はありますか？ 

 あとガーナ、ラオス、パキスタンの議員に

質問ですが、私も伝統的な産婆さんについ

て問題点があると思います。昨年、ラオスで

助産師の学校を視察しましたが、やはり出

産の時には、伝統的な産婆さんの扱いが難

しいようでした。ドーニャ・アジズ議員の話で

も、地域の助産師はまだ年が若く、年配の

人たちの信頼を得ることが難しい状況という

ことでした。皆様の国ではどのようにしてこう

いったプログラムを推進していますか。ODA

は使われているでしょうか？ 

例えば、パキスタンですが、お話にあっ

た地域の助産師は、いわゆる普通の産婆さ

んとは違うのでしょうか。非常に熟練した技

を持っている方々ばかりなのでしょうか。 

 

議長： 

 フィリピンからお答えお願いします。 

 

エドセル・ラグマン議員（フィリピン）： 

 おっしゃたように、2種類の支援があると思

います。1 つは金銭的な支援、もう 1 つはプ

ログラムやプロジェクトの支援です。金銭的

なサポートは今、海外のドナー国、海外の

機関はあまり積極的ではないと思います。

その理由は2つあります。RH法案は非常に

議論を呼ぶものなので、あまりそこに関わり

たくないというのが一点。もう一つは、RH 法

案は外国からの影響や支配だというだとい

う印象を与えたくない、ということもあります。

プロジェクトやプログラムの支援については

実際に行われています。女性の健康、安全

な出産、また母子保健プロジェクトの 2 つの

ケーススタディについてはお話しいたしまし

た。これは ODA で行われており、非常に成

功しています。 

 

ドーニャ・アジズ議員（パキスタン）： 

 いわゆるコミュニティの助産師さんと伝統

的な産婆さんの大きな違いは、伝統的な産

婆さんには技術がないということです。地域

の助産師さんは、技能を持った新しい職種

の人々です。パキスタン政府によって進め

られています。 

 もともとは、ODA で始まりましたが、問題は、

若い女性を訓練すること自体ではありませ

んでした。一番の問題は、村の伝統的な産

婆さんとの対立でした。ラオ議員はご存じだ

と思いますが、こうしたいわゆる伝統的な産

婆さんは村で大きな力を持っています。そう

した産婆さんは政府からはお金はもらって

おらず、出産に立ち会うことで結構なお金

をもらっています。ですから、政府が訓練し

た助産師が、政府から給料をもらい、村で

無料で出産に立ち会ってくれるということに

なると、もともといた伝統的な産婆さんはい

い顔をしません。こうした問題がサービス提

供の現場で起きています。書類で見る限り

は素晴らしいプログラムなのですが、現場

ではこうした問題が起きています。 

この問題に対応するためには、求める方
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を変えなければなりません。人々に教育を

施し、伝統的な産婆さんではなく、技術を

持った助産師のところに行くように促し、そ

の方が安全でより清潔な出産ができるという

ことをしっかりわかってもらうのです。しかし、

これにはすごく時間がかかります。 

 

議長： 

 シエラレオネ、どうぞ。 

 

アリマミー・アマラ・カマラ議員（シエラレオ

ネ）： 

 ガーナの議員の方に質問ですが、この会

合のテーマからいっても、APDA や日本政

府が心配しているのは、説明責任や受入国

で ODA がどのように実施されているかとい

うことだと思います。リベリア以外では、ガー

ナは一番早く英国から独立を実現しました。

独立してから 50 年以上が経ち、私たちはこ

こ日本で援助について、どのように援助を

実行したらいいか、国のリーダーとしてどの

ように説明責任を持つべきか、そして政府

にどのように働きかけていったらいいかにつ

いて、こうして協議をしています。 

 お伺いしたいのは、私たちは適切にここま

でやってきているとお思いでしょうか。時間

が経ち、すでに新しい考え方になってきて

いるのでしょうか。つまり、イギリスからも援

助を受け取っているかと思いますが、外国

の人が私たちに命令し、統制しているという

気がしていまいます。誇りを大切にして、国

民に対して、イギリスの考え方、西洋的な考

え方に支配されているとは思われたくありま

せん。 

 私たちも民主的になってきました。特定の

人々が力を持つと、1 党独裁になってしまい

ます。しかし、援助の融資条件によって、私

たちが人権や透明性、説明責任について

注意を払うようになっています。 

 しかし、私が懸念するのは、中国や日本

の援助を受け入れるときです。政治的には、

歓迎します。しかし、こうした援助は、どの程

度、私たちの助けになるでしょうか。私たち

は、こうした国々に、融資条件をつけてもら

うようにお願いしなければならないのでしょう

か。援助が政府対政府というのも、問題だと

思います。ガーナには、西アフリカでリーダ

ーシップを発揮していただきたいと皆が期

待していますので、ご経験を共有していた

だきたいと思います。 

 

 

アブドゥル・ラシッド・ハッサン・ペルプオ議

員（ガーナ）： 

こういった心配事は非常によくわかります。

アフリカの国々は同じことを思っているかと

思います。独立して何年も経ちましたが、宗

主国に援助面で非常に依存しています。援

助をお願いしなければならないことで、ガー

ナも自責に苦しんでいます。私は、私たち

が発展や開発においてこんなにも遅れをと

っていることは、とても受け入れ難いことだと

思います。 

しかし、現実はこのような状況です。私た

ちはまだ独立してからまだあまり時が経って

いません。独立をして初めて、国ができまし

た。ほとんどの国民は教育がまだ不十分で、

個々の開発も行われていません。 

今のところ、ガーナでは妊産婦に無償で

サービスを提供しています。私たちは自立

したいと考えていますが、これは非常に時

間がかかるプロセスです。いつかはそうなる

ことを願っていますが、残念ながら、今のと

ころ、アフリカ諸国では予算の帳尻を合わ

せることができていません。 

自分が必要としているものと、自分が提

供できるものの間にはギャップがあります。

そして、そのギャップを援助で埋めています。

ガーナでは石油が見つかり、3 つの基金に

分けて運用をしています。一つは、安定化

基金です。これは、こうしたギャップを埋める

ために使われます。継承基金では、石油が

ガーナで採れなくなった時に、若者が国を

引き継いだときに、使ってもらうための基金

です。もう 1 つの勘定には、融資やインフラ

開発に使うためのお金をプールしています。

このようなアプローチを使って、私たちの国

を変えていけたらと思っています。あなたの
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情熱は素晴らしいと思います。そして、自ら

の足で立っていくということに同意します。 

 

議長： 

 ザンビア、どうぞ。 

 

ヴィンセント・マレ議員（ザンビア）： 

 パキスタンの方に質問ですが、妊産婦の

死亡率を教えていただけますか。 

また、フィリピンの方にお伺いしたいので

すが、カトリックの教会の影響が非常に強い

ので、人工的な家族計画はダメということで

しょうか？ その場合、一体どんな方法で人

口抑制をしていったらいいのでしょうか。 

 

ドーニャ・アジズ議員（パキスタン）： 

 パキスタンの妊産婦死亡率は、最近まで

は 400 以上でした。2006 年に地域保健調

査を実施し、選定された地域で、初めて妊

産婦死亡の検証を行いました。その調査の

結果、妊産婦死亡率はおそらく 300 から

320 の間ということでしたが、この数字が前

面的に受け入れられているわけではありま

せん。次の人口調査を待ち、そこに妊産婦

死亡の項目も入れ、国全体で調査を行うこ

とになっています。 

 

エドセル・ラグマン議員（フィリピン）： 

 私たちの国の人々は、家族計画と避妊は

必要だと思っていますが、カトリック団体は

そうではありません。RH 法案に関しても、国

民は制定を望んでいますが、反対している

のはカトリック団体です。しかし、全てのカト

リック団体というわけではありません。地方

では、草の根で実際に何が起きているか分

かっているからです。こういった人々は、は

っきりと賛成を表明しているか、もしくはカト

リックの立場をとらないという態度を示してい

ます。はっきりと言えることは、人々は RH 法

案を望んでいますが、カトリック教会が法律

の制定に反対の立場をとっているということ

です。 

 

ダムリー・オック議員（カンボジア）： 

 ラグマン議員のプレゼンテーションの中で、

ODA を使って女性や妊産婦の健康に投資

をすれば、子どもに投資することになるだけ

でなく、開発全体にも影響するという話でし

た。私はこの点に同意いたします。 

カンボジアでも、今こういったアプローチ

をとり始めています。私たちは女性の能力

向上にフォーカスをし始めました。私たちの

首相夫人が、妊産婦と乳幼児の健康の促

進に積極的に取り組み、リーダーシップを

発揮してくださっています。その結果、大き

な改善が見られました。2005 年以前には妊

産婦死亡は 10 万件当たり 461 でしたが、現

在は206まで減少しました。MDG5のコミット

メントは 250 ですが、私たちはもっと早い段

階で達成できました。女性に投資をすれば、

他の MDGs、つまり MDG1、MDG3、MDG4

にも深く関わり、改善がみられています。 

 

エドセル・ラグマン議員（フィリピン）： 

 もちろん、RH 啓発における最も重要な対

象は女性と子どもです。この法案の最も重

要な点は、人権の尊重であり、特に女性と

夫婦が、自分たちの意思で、責任を持って、

子どもの数と出産の間隔を決められる権利

です。この法案によって女性のエンパワー

メントが促進できると思っています。教育や

雇用を通し、女性が生産性の高い労働力と

なるでしょう。また、望まない妊娠や高いリス

クの妊娠も回避しなければなりません。女性

が自分たちの体をコントロールできるように

なければならないのです。 

 

議長： 

 ラメッシュ議員、どうぞ。 

 

ラメシュ・チャミンダ･ベントータ･パティラナ

議員（スリランカ）： 

 皆さんにお伺いしたいのですが、予算の

中で、保健と教育にはそれぞれどれくらい

の割合が当てられていますか？ また資本

支出のうちで、最も大きな割合を占めている

分野は何ですか？ 
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議長： 

インドでは、保健分野は約 1.45％ですが、

近い将来、これを 3％までに引き上げたいと

考えています。これは、州や民間の支出と

は別にした、政府のみの支出です。 

 

エドセル・ラグマン議員（フィリピン）： 

 フィリピンでは、医療と教育に対する予算

は、国連の目標数字からかけ離れています。

インドと似ている状態です。 

また、総事業費については、残念ながら

現政府は削減しており、公共事業だけでな

く、公共の大学に関しても減額されている

状況です。 

 

アブドゥル・ラシッド・ハッサン・ペルプオ議

員（ガーナ）： 

 ガーナでは、25％が教育、保健の分野は

その数字を下回りますが、具体的な数字は

持っておりません。ただ教育は 25％で、こ

れはアフリカの中で非常に高いうちに入る

のではないかと思います。 

 

ドーニャ・アジズ議員（パキスタン）： 

 パキスタンでは、保健にしろ教育にしろ、

州の問題になります。州でそれぞれ予算を

組まなければならりませんので、彼らの数字

は分かりません。連邦政府の予算では、

0.7％が保健分野、1％近くが教育分野に充

てられています。しかし来年からは、連邦政

府は保健と教育の予算化は行いません。 

私たちの歳出の一番大きいのは負債の

返済で、次に大きいのは防衛費です。 

 

フレデリック・オウタ議員（ケニア）： 

 家族計画に宗教が絡むことがよくあります

が、宗教によっては、支持する場合もあれ

ば、妨げる場合もあるかと思います。皆様の

状況はいかがでしょうか。 

また、私たちの人口は独立後から急増し、

現在 4000 万まで増えましたが、その背景に

は、スーダン、ソマリア、ウガンダからの難民

を受け入れているということがあると思いま

す。そうした難民がケニアで子どもを産んで

いることが、人口増につながりました。 

 

アブドゥル・ラシッド・ハッサン・ペルプオ議

員（ガーナ）： 

 ご説明ありがとうございます。1957 年に私

たちは独立しました。その時人口は 710 万

人でした。ケニアでは 1963 年に独立し、そ

の当時の人口は 800 万人と、非常に近い数

字でした。 

 それから 50 年後、ケニアの人口は 4000

万人まで増え、ガーナは 2400 万人なので、

その違いを知りたいと思っていました。ケニ

アでは、国境で対策を作らなければなりま

せんね。 

ガーナの人口増加率は 3％以下で、アフ

リカの平均よりも低い数字です。ただ出生

率は 4 で、これもアフリカの平均よりも低くな

っています。しかし、避妊具の使用率につ

いては、アフリカでも最も低い数字の一つと

なっています。 

では、避妊具を使わずに出生率が下が

っているのはなぜか、HIV 感染率が下がっ

ているのはなぜか、と聞かれます。その理

由は、もしかしたら、宗教や倫理的なことな

のかもしれませんが、はっきりとはわかりま

せん。 

 

エドセル・ラグマン議員（フィリピン）： 

 オウタ議員の質問に対する答えとして、聖

書を引用したいと思います。「それではカエ

サルのものはカエサルに，神のものは神に

返しなさい（聖書マタイ書 22：21）」聖書には

こう書かれています。 

私たちは家族計画や避妊具の使用に関

して、非宗教的な分野であり、教会ではなく

国が介入すべきだと考えています。 

ヨーロッパや南米においては、カトリック

教会も、リプロダクティブ・ヘルスや家族計

画、避妊具の使用に関する政策方針や実

施については、国にその決定権を委ねてい

ます。フィリピン政府もそういう方向に追随

するべきだと思い思います。 

 

議長： 
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 ポルセナ議員、どうぞ。 

 

ポネセップ・ポルセナ議員（ラオス）： 

インドネシアの伝統的産婆のお話があり

ましたが、短期的には、わたしたちは農村

部においては伝統的産婆による出産も推

進しています。といいますのは、山間部に

はなかなか人が入れず、90％の人たちが自

宅で出産します。そのため、そうした伝統的

産婆が介助をしますが、リスクが高いと判断

した場合には保健センターに搬送し、助産

師によって出産することにしています。 

宗教に関してですが、ラオスでは人口に

ついてコントロールするのではなく、間隔を

おくということを打ち出しています。ピル、注

射剤、コンドーム、IUD の 4 つの方法を進め

ています。これらは非常に安価です。中絶

は非合法で、この点に関して宗教を尊重し

ています。 

 医療に関する投資ですが、政府は 1 人当

たり年間 13.22 ドルを投資しています。また

国会では、保健分野向け予算を 4％から

9％に増額することを承認しました。 

 

議長： 

非常によい討議が進んだと思います。答

えも非常に満足いくものでした。皆様に対し

お礼を申し上げたいと思います。ご協力い

ただきありがとうございました。 
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セッション 8  
ODA 優先基準と効果的なメカニズム 

グループディスカッション発表 
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グループディスカッション発表 
アジア代表  

  
K.S. ラオ議員 

インド 
 
 

開発途上国に供与された ODA の効果

をいかに最大化するか、幅広くまた詳細に

協議しました。草の根レベルの人々と政府

を連携させ、国会議員として、このフォーラ

ムのメンバーとしてなすべきことについて

考えました。 
私たちは、国会議員が自分たちの役割

を果たすことで、ODA が最大限に活用さ

れ、効果を発揮でき、受入国の人々が恩

恵を受けることができると考えています。一

方、自分たちの支援が効果的に使われた

とわかれば、ドナー国の国民も満足できま

す。ドナー国の善意が受入国に広がるで

しょう。そして日本の国民が、日本の国会

議員を非難することもないでしょう。 
これが日本国民、議会のモチベーション

となり、開発途上国への ODA 拡大につな

がるでしょう。グローバル化が進む中、

ODA は開発途上国のみならず、先進国に

とっても重要だと思います。ここ数 10 年で、

世界は狭くなりました。他国で起きたことで

も、別の国の経済や、人々の生活に影響

を及ぼす時代です。全ての先進国が開発

途上国を支援することは、世界に平和をも

たらすための英知だと思います。 
このアジアグループのメンバーは、日本

政府の ODA 支援に心から感謝の意を表

します。こうした ODA 資金が効果的に使

われるようモニタリングを行い、受入国の国

民が恩恵を受け、そしてドナー国の政府、

国民にとって納得がいくよう、私たちは役

割を果たしていきたいと思います。 
今回採択される予定の決議に対する提

案として、私たち受入国の議員は、ODA
実施の監視、評価に関わっていくことを提

案します。特に女性に力点を置いて教育

やスキルの強化を行うことは、リプロダクテ

ィブ・ヘルスや人口の安定化と同様に重要

です。 
従って、日本政府に対して、援助をこう

した教育分野にも広げていただきたいと思

います。また、無償資金協力、有償資金協

力ともに拡大していただけるよう要請いた

します。 
また一部メンバーも言っていましたが、

受入国の議員は、監視委員会を設置し、

ODA 実施を監督し、政策を検討すべきで

す。有償か無償かといった交渉等でも、監

視を行うべきです。 
一部メンバーは、こうした援助について

Web サイト等で公開することが望ましいと

指摘しています。また、NGO が国会議員と

共にこうした監視委員会のメンバーとなり、

監視や評価をするべきだとの提案もありま

した。 
援助は、受入国のそれぞれの状況に応

じて、その国のニーズに応じた形で供与さ

れるべきだと思います。 
これがアジアのグループの協議結果で

す。ありがとうございました。 
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グループディスカッション発表 
アフリカ代表 

 
アブドゥル・ラシッド・ハッサン・ペルプオ 議員 

GPCPD 議長 
ガーナ 

 

アフリカグループは、この議論の全体像

を見るために、3 つのアプローチを最初に

設けました。 
まず、ODA が本来何を達成すべきなの

か、どんな枠組みによってこの資金がきち

んと人々のニーズを満たすことができるのか、

そして、その資金が適切に使用されている

のかを見ていくためにはどのような制度が

が必要か、というこの 3 点を見ていきました。 
通常、ODA は、受入国の予算を助け、開

発ニーズを満たします。また、ODA は、現

地の持続可能な成長に向けた努力を支援

し、それが良い統治（グッド・ガバナンス）を

促進すると考えています。 
これを効果的に実行するためには、何ら

かの制度を各国に設けることが必要です。

こうした制度が強化されれば、ODA が目的

のために効果的に活用されるようになります。

こうした制度には、議会や委員会、省庁、市

民社会の組織等が含まれます。こうした機

関は非常に重要な当事者であり、ODA が

有効に活用されることで利益を得ます。 
また、グッド・ガバナンスを実現するため

の政策も必要です。人権関連の制度、反汚

職体制、監査組織、独立した監視委員会と

いったものが、この目的を達成するために

重要です。 
しかし、実際に ODA には様々な課題が

あることも認識しています。特に、透明性や

説明責任の問題があります。例えば、ある

国では、ODA 資金が議会に付されないと

いう問題があります。また ODA の供与につ

いて、十分な情報が提供されていないとい

う問題もあります。先程申し上げたように、

ODA が議会を通過せずに迂回してしまうと、

説明責任や監視メカニズムが欠落してしま

います。監視があったとしても、不完全にな

ります。その結果、説明責任が不十分となり、

融資や無償資金協力の協定で、コンプライ

アンスが遵守されないという問題になり、資

金供与の遅れ等につながっています。 
受入国側とすれば、こうした問題は全て

受入国側の問題です。その結果、ODA の

供与が遅れたり、取り消す事態に発展しま

す。資金協力の協定が締結された後でも、

このような問題から、資金が送金されなかっ

たことがありました。 
ひも付きの援助の場合、厳しい条件が付

されていることがあります。例えば、特定の

法案を成立させなければ協定を調印するこ

とはできないといった条件が付されているこ

とがあります。またダブル・スタンダード（二

重基準）のものもあります。ドナー国は途上

国政府を通して供与すると言いながらも、

政府以外の機関と直接やり取りするため、

調整上の問題や、説明責任の問題が生じ

てしまうこともあります。 
では、より効果的に ODA の使途を明確

にし、効果的に使うためには、どうしたらよ

いでしょうか。透明性を確保し、説明責任を

果たすためにも、ODA 契約を締結する時

に、受入国の議会を通じて融資の協定を承

認しなければならないということを、ドナー

国側からの条件の 1 つにしていただきたい

と思います。 
2 点目に、ODA の情報をインターネットで

入手できるようにし、国民がこうした ODA に

ついて知ることができるような資料を提供す

る必要があります。ODA の監視や評価を行

い、何か問題があれば、情報を開示すべき

です。市民社会組織、個人、議会はそうい

ったホームページを参考にして、資金調達
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がどのような状況になっているのかを知るこ

とができます。 
 制度の強化についてですが、組織強化の

ためには、国会議員だけでなく、市民社会

組織や他の利害関係者の能力構築を行っ

ていくことが必要です。そうした関係者の意

見を取り入れていくことが、ODA の成功に

は不可欠です。 
また、議会のネットワークを推進する必要

があります。そうすることで、優良事例やガ

バナンスの問題を共有することができます。

ガバナンスは、国によっては大きな問題で

すので、対策をとっていかなければなりませ

ん。ネットワークを通じて、地域や国を超え

て国会議員がアイディアを共有し、今までコ

ントロールが難しかった問題、解決しにくか

った問題を明らかにし、優良事例をお互い

模倣することができると思います。 
また、供与国同士でプロジェクトの支援に

際して、協調することが重要です。時折、同

じ目的で、同じようなプロジェクトが重複して

いることがあります。国民も混乱しますし、受

入国政府も混乱し、説明責任も果たせなく

なります。ドナーが足並みをそろえて協力し、

プロジェクトを支援することが求められると

思います。 
また、特定の NGO や市民社会組織を強

化すれば、人権の乱用や説明責任に対し

て監視をすることもできます。そうすることで、

議会だけでなく、他の関心を持っている団

体も監視やモニタリングの役割を担うことが

できます。 
さらに、特定の政府組織やガバナンスに

関する組織を強化していくことが必要です。

人権擁護団体や、他の汚職防止のための

監視機関も、自分たちの自信を強めること

ができるような形で機能を強化することが必

要です。 
 私どもは信念を持ってこうした問題を考え

ています。発言者の一人もおっしゃってい

ましたが、援助は慈善ではありません。援助

とは、人々の自信を構築すること、人々が自

らの生活をきちんと管理できる能力を構築

すること、そして、人間の尊厳を守ることで

す。そういった意味で、真剣に援助を受け

止め、私たちとしても、ここで議論された提

案を実施していきたいと思います。 
 ご清聴ありがとうございました。 
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ODA・PPP/CSR・栄養と予防：アプローチとモデル 
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ODA・PPP/CSR・栄養と予防：アプローチとモデル 
 

リオ・プラーニング・プラウィラ・アディニンラット 
PA グループ・マネージーングパートナー 

 
 

略歴： 
リオ・プラーニング・プラウィラ・アディニンラット氏は、PA ヨーロッパ、PA アジア、PA ロシア、

PA 中東、PA ヨーロッパ、PA CSR の創設者であり、マネージングパートナーです。2004 年に

パブリック・アドバイス・インターナショナル財団（PA インターショナル）を設立し、非営利ベー

スで国際社会経済、または文化問題に関して、経験豊かな政治家や財界人のトップを含め

400 社以上の顧客に対し、特に CSR と PPP について戦略的なアドバイスを行っています。 
 
 
 今日の私のプレゼンテーションで、私た

ちが直面している問題について多くの数

字や統計結果を紹介しますが、これは必

ずしも事実ということではなく、全体像を示

すものです。 
まず、最初に言えることは、ODA は変わ

らなくてはならないということです。開発援

助予算は厳しい状況にあります。これから

北半球の国々は、ODA を減らさざるをえ

ない状況になります。それにより、どのよう

な影響があるでしょうか。またどのように対

応したらよいでしょうか。 
まず最初に現状を考えて見ましょう。貧

困ラインの以下の人々について言えば、

13.1％、つまり世界人口の 7 人に 1 人が栄

養不良状態にあります。その中の 1 億

7800 万人は子どもです。もっと深刻なこと

には、乳児の最初の 1000 日にきちんとし

た栄養を与えなければ、発達が阻害され、

学校もきちんと行くことができないような状

態になり、貧困な生活を余儀なくされてい

まいます。飢餓に瀕している人々は南半

球に集中しています。 
災害について見ると、人的なものもあれ

ば、自然災害もあります。ただ、被害者の

数を減らすことはできます。例えば学校が

建築法に沿ってきちんと建てられていなけ

れば、地震の際に崩れ、子どもたちが亡く

なってしまいます。 

汚職の状況を示した地図と、災害被害

者の地図と合わせてみますと、汚職の高

いところに災害の被害者が多いことがわか

ります。 
 ここで ODA の展望について見てみましょ

う。EU、中国、アメリカ、日本の ODA と貿

易額を比べると、もちろん貿易額の方がは

るかに大きい状況です。投資についても

ODA よりはるかに多くなっています。そこ

からわかる最初の結論ですが、巨額な貿

易および投資を見ると、ODA は非常に小

さく見えます。つまり、双方の連携を改善

することで、危機に対応できます。 
経団連は世界の最大手の企業が形成

する団体ですが、その発表の中で、「企業

が広く社会にとって有用な役割を果たす

ために、株主の利益に資する以外にも、社

会全体に貢献しなくてはならない」としてい

ます。経団連の企業行動憲章には、株主

をはじめとする CSR に関わる幅広い当事

者（ステークホールダー）と対話を行う重要

性が謳われています。 
日本で起きていることは、国際社会でも

起きていいますが、それ程簡単ではありま

せん。「左派」と「右派」と言われる人たちの

間の論争を経て、国連グローバルパクトが

作られました。国連グローバルコンパクトに

は、人権、労働、環境、腐敗防止の 4 つの

分野において、企業が遵守すべき 10 原則
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が示されています。 
私は政府と企業に対するアドバイザーと

して思うのですが、実際、会社のトップから

政治家に対して、“人権について話そう”と

いう持ちかけたことがあるでしょうか。おそ

らく高尚すぎて、実際的ではないかもしれ

ません。 
現在、皆様よくご存じのように、アラブの

春が中東で起きています。アラブの春は、

アラブ内外に新しい概念を持ち込みました。

私はもう 30 年以上、中東の 1 つの国のアド

バイザーをしており、こうした変化を見てき

ました。実は昨日の朝、中東から日本に来

ました。中東で、政府、企業、労働組合、

市民社会と話をしてきました。社会が急激

に変化しており、新しいコミュニケーション

方法や、新しい利益集団が出てきました。 
もう 1 つの現象としては、インターネット

があります。最近の民主的発展で一番大

きい出来事は何かと聞かれれば、私は中

国のメラミンの事件だと答えます。 
中国でミルクにメラミンが混入したという

事件があり、29 万人の赤ちゃんに健康被

害がでました。この事件と民主主義との関

連はというと、24 時間以内に、全ての母親

が乳製品を捨ててしまいました。突然、中

国における全ての家庭が反応をしましたが、

それはインターネットの効果でした。インタ

ーネットから得る情報が正しいとは限りませ

んが、人はそれを信じて、それなりの結論

を導き出します。その結果、中国人は、中

国製の乳製品を買わなくなりました。その

ため中国の乳業企業の半数が倒産したと

言われています。そして現在では乳製品

の半分が輸入品で賄われています。これ

は政府の主導ではなく、自分の子どもたち

を守りたいという、人々の動きが実現したも

のです。これは民主主義です。 
インターネットなどのソーシャルメディア

については、例えば、イギリスはソーシャル

メディアと暴動の関連が取り沙汰されまし

た。民主主義と透明性の発祥の地だと言

っていますが、ソーシャルメディアを一部

禁止しようとする動きまででてきました。こ

れまでの流れに逆行しています。こうした

問題は私たちにも関わってきます。特に、

政治家の皆様は、政府内でもっとガバナ

ンスが必要ではないかと思われているので

はないでしょうか。 
政府はよりガバナンスを必要としており、

企業はソーシャルライセンス（社会的営業

免許）を必要としています。つまり、業界も

同じような問題に直面しており、企業の経

営陣は、ソーシャルライセンス（社会的営

業免許）が得られているかどうかを検討し

てします。これは人々の意志に関わってく

るので簡単なことではりません。もしその土

地の人々から存在意義を認められなくなっ

たら、その企業は事業を続けるのに困難な

状況になり、多額の損失となるでしょう。そ

うなると、その地で企業経営をする価値は

あるのか、投資をする価値はあるのか、と

CEO や CFO は考えるでしょう。 
これは、地元の人々が、その企業に営

業活動を続けて欲しいかどうかにかかって

きます。これには、地域社会を巻き込んだ

新しい協力体制やコミュニケーションが必

要になります。 
 このような問題に政治システムが対応す

る準備ができているでほうか。政治家が問

題を解決してくれるまで企業は待つことは

できません。企業はお金を投資してるので、

事業を継続していかなくてはなりません。

地元社会に対して、政府が指導権を持っ

てコミュニケーションを図ってくれなければ、

企業が先行してコミュニケーションを図るこ

とになります。今、実際に企業の中にはイ

ニシアティブをとって、社会に対してもコミ

ュニケーションを図り始めています。そうい

ったコミュニケーションを図らなければ、地

元住民から抗議が出てくるからです。 
市民社会や NGO は環境や状況のこうし

た変化を感じ取り、対応を始めています。 
先週、中東に行く前にブリュッセルで



 126

AIDEX という会合があり、私は議長を務め

ました。世界中から大小様々の活発な 600
もの NGO と、3000 人の援助関係者が集ま

りました。そうした NGO は、同じような体験

をしたという話でした。かつでは、明確な左

派、右派という考え方に対応する必要があ

りましたが、今ではこういった考え方が急

速に変わっています。NGO 側では、ODA
の予算がどんどん下がっていることを認識

しています。また同時に、企業が市民社会

にだんだん接近していることを実感してい

ます。 
例を挙げますと、先週中東で、もっと地

元住民と関わりたい、彼らとビジネスがした

いと企業側から相談を受けました。そうなる

と、誰と話をしたらいいのか、村の代表者

は誰か、族長と話すべきか、村長と話すべ

きか、どうやったら見つけられるか、という

話になりました。その時、席上の NGO の人

たちが状況を把握し、私たちは人々の支

持も得ており、現場の状況もわかっている

ので、産業界との架け橋になりたいと発言

しました。なぜなら NGO は市民社会の一

部だからということでした。こうした認識が

生まれつつあり、私は本当にワクワクして

います。 
私は以前は、どちらかというと中道の右

寄りでした。今は自分の考えを、左と右の

両方の考え方と融合しようとしています。こ

れは現場で起こっている現実を反映して

います。市民社会の関心と産業界の関心

が、融合しつつあります。なんら介入しな

いということもできますが、政治家としてそ

れを促すこともできます。しかしそのために

は、政治家が草の根で人々と交流を図る

ことが必要です。もちろん、皆様はそうされ

ていると思います。 
この非常に前向きな動きは、タイムリー

に起こったと思います。世界経済は問題を

抱えています。ただ、私はそれほど心配し

ていません。なぜなら、時に応じた動きが

必ずあると思っているからです。ギリシャに

は、上がることは下がることという格言があ

ります。 
ここ数十年で初めて、中国が巨大な輸

出用の大型船の利用を廃止していいます。

これが意味することは、輸出入の大幅な鈍

化と生産高の激減です。だからといって私

はそれほど心配しているわけではありませ

ん。季節のように、時には冬の時期が来ま

す。今、経済格差に対する抗議のデモが

ウォール街で行われており、銀行の経営

手法に人々が声を上げています。企業の

合併・買収に関するアドバイザーとして、こ

うした反格差デモの批判は正しいと思いま

す。お金が無駄に浪費されてきました。何

かがそれを阻止しなくてはならなかったの

ですが、それは人間の手ではなく、経済の

メカニズムの中で是正されました。これは

自然な流れといえるでしょう。 
冬がなければ春に戻ることはできません。

不必要な要素は取り除いていかなければ

なりません。または枯らせてしまえば、次の

シーズンの肥料となり草を養うことになるで

しょう。実際の人生と同様で、木や草があ

る日突然、花開くということはありません。

実際にこれから起こることは、地面の下で

根っことして育っているのです。 
興味深いことに、より協力的な精神とい

うものが生まれつつあります。やがて世界

経済に春が訪れれば、この危機を乗り越

えた後に出来上がっている構造や制度は、

社会、産業界、投資といったものにより良く

対処するような仕組みになることでしょう。

今は、確かに冬に時代ですが、来る春とい

う次のステップに向けた供えが必要です。 
まだ寒い冬で、何もない時期にに一体

何をしたらいいのでしょうか。ここで PPP と

企業の社会的責任（CSR）が重要になりま

す。つまり社会はそういった方向に向かっ

て動いていますが、実際、アメリカでも多く

の人々がグループを結成し、自分たちが

持っているものを共有し、恵まれない子ど

もたちが学校に行くことができ、食べ物を
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得られるようにと動いています。 
こうしたことは、あまりに個人主義になっ

た結果、忘れられていたことですが、私た

ちは協力できるということを再発見していま

す。協力して資源をプールすれば、様々

なことが行えます。これはアメリカだけでな

く、ヨーロッパでも同じようなことが起きてい

ます。民間が感情に突き動かされ、助け合

おうという機運が上がっています。これに

産業界が持っている資金や対応能力を取

り込めば、もっと多くのことができると思いま

す。 
 今 3 つの大学で、3 人の教授とともに、い

わゆる「CSR 科学」の研究を行っています。

1 人が産業界出身、1 人が政府、1 人が市

民社会出身です。科学的な手法で、そも

そも CSR とは何かということを研究していま

す。人々は CSR をいろいろな意味で使っ

ています。CSR という言葉をインターネット

で検索すると、あまりに無数の定義があっ

て驚くでしょう。また企業に CSR として何を

していますか、と質問してみてください。美

しいパンフレットを用意しているでしょう。そ

れはそれでいいのですが、しかし CSR の

本来の意義は、それとは違ったものだと思

っています。 
私は、PPP と CSR の連携とは、民間と公

的部門が協力し合って、公的部門の責任

を実行し、市民にサービスを提供すると同

時に、開発援助や第三者機関からの資金

を組み込み、企業がより安価にサービスを

提供することで、企業が CSR を果たすこと

だと思います。これを聞いて、これは違うと

思われる方がいたら、どうぞおっしゃってく

ださい。私たちは様々な国際会議で、PPP
／CSR の定義を完成させようとしています

ので、皆様の意見を伺えれば、私たちも前

進できると思います。世界でこの定義を統

一することができれば、どう進めていくべき

か、どうするのが適切かという点について

見ていくことができるでしょう。 
また別の CSR の定義もあります。これは

非常に重要な点です。これは特にインドネ

シアの方に強調したいと思います。インド

ネシアは、CSR が法律の中に謳われてい

る数少ない国の一つです。ただ問題は、

その法律には、CSR が定義されていませ

ん。そのため、産業界からは、CSR が悪用

され、お金を絞り取られても、社会のため

に使われないのではないかと非常に懸念

しています。こうした懸念があり、ヒダヤット

工業相もこの懸念を表明しています。結果

として、法律はあるけれども、CSR とは何か、

という問題に直面しています。 
私もクライアントと CSR の定義が何なの

か議論を戦わせました。C＝コーポレイトで

ある限りは、社会責任で何をするにせよ、

それが企業的であるということだと思いま

す。つまり、企業は利益を生むのが目的で

す。利益を生まなければ企業の存在はあ

りません。雇用することもできません。企業

とは、利益を追求するものです。利益を生

むには、ビジネスモデルやビジネスプラン

を成功させる必要があります。ビジネスプラ

ンやビジネスモデルを基に、銀行なり社会

なり、様々な所から資金調達をするのが企

業です。 
長年の調査研究の結果わかったのです

が、CSR がビジネスプランの一部になって

いなければ、これは CSR にはなりません。

素晴らしいものや、人道的なものもあるか

もしれませんが、ビジネスプランに入らず、

コーポレイトの要素がなければ、CSR では

ありません。 
ビジネスプランに入れる意味は何かとい

うと、持続的になるということです。CSR は

企業の成功に左右されます。企業が利益

を生む限りは、CSR はビジネスモデルの一

部として続くことになります。 
この定義は非常に重要なことを明らかに

しています。つまり企業の収益性と市民社

会の利益の間に、共通利益としての有機

的な関係があるということです。私のクライ

アントのうち、3 つの多国籍企業が、ここで
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提起した概念を採用してくれました。彼ら

はこれまでの風潮に逆行しました。世界で

一番安いところ、つまり中国で製品を製造

していましたが、そこの工場を廃止し、その

代わりに地元で生産することにしました。

最初は、投資も必要ですし、時間もかかり

ます。しかし、長期的に見ると、この方が安

くなります。ソーシャルライセンス（社会的

営業免許）も得られます。その地域に役立

ち、活性化にもなります。 
これはそんなに難しいことでもありませ

ん。現在の世界経済危機の下、グローバ

ル化から再地域化へと転換しているという

ことです。先程、中国で多くの大型船が使

われなくなっていると言いましたが、つまり

中国の企業の製造が減少しており、製品

はますます地元で製造されるようになって

きています。これは興味深い傾向です。 
これは、誰かが操作しているわけではな

く、国連の上層部が再地域化を進めようと

謳っているわけでもありません。例えそうい

ったことをやったとしても、うまくいかなかっ

たでしょう。つまり、自然に再地域化という

動きが生まれて進展しているのです。そし

て、産業界の中でも大企業が、そういった

ことを始めています。彼らは資金を手元に

持って、それを地域社会に投資して、新た

な中小企業を作っています。その中小企

業が下請け企業として質の高い製品を納

めて成功しています。中小企業は大企業

の下請けだけでなく、製品を誰にでも売る

こともでき、持続性を得ることができます。 
 では、PPP と CSR を組み合わせることで、

どんな優位性があるのでしょうか。 
１． 第一に、官僚主義的な手順を排除し、

作業を迅速に行うことができます。 
２． 地元のプロジェクトを国際化し、そうす

ることで新しい風を吹かせることができ

ます。 
３． 汚職回避の助けになります。これは自

分の経験からも言えることですが、市

民社会が透明性のある形で産業界と

関わると、公務員が資金を横領しようと

しても、監視の目が光っているためで

きなくなります。報道の自由があり、汚

職をしたら名前がすぐに公表されると

なれば、汚職に走らなくなります。 
４． 人々を優先することになります。 
 CSR は企業の利益追求と、社会開発の

間の有機的な連携です。有機的という言

葉ですが、産業と社会が協力する時に、

有機的でなければ成功しません。 
 2 つ目の結論は、二重のビジネスプラン

に基づいた CSR です。企業と市民社会に

とってのビジネスプランは、企業と社会にと

って、持続的、長期的な利益につながり、

南半球の政府は北半球の政府と共に新し

い PPP／CSR に根ざした開発援助を推進

することができます。これは国際金融公社

（IFC）もサポートしています。 
新興諸国の政府は、ODA や地域開発

予算やプログラムを、企業のダブルビジネ

スプランに結合させていくことが望ましいと

考えられています。プロジェクトごとに ODA、

民間投資の部分を提携させ、地域や国家

の政府、国内外の NGO、多国籍企業の間

で連携をとります。小さなプロジェクトでも、

大きなプロジェクトでもできると思います。 
例を挙げますと、雨があまり降らず、干

ばつが起きたとします。その対処を行うた

めには新しい研究も必要になりますし、新

しい協力関係も必要になります。新しいも

のとして、バイオテクノロジーの高い技術を

使って、地下に湖水を作ることができます。

地下に物質を注入し、それを地下の微生

物が食べ、それが排泄したものを利用して、

地下の砂礫を固めることができます。そう

することで雨季の間に雨水の浸透が地中

で捕捉され、地中に湖水（帯水層）を作る

ことができます。 
そうした湖水の上には植物を植え、低い

CO2 排出量で食料や建設資材を作ること

ができます。政府と協力して、市場で高い

価値を持つような新しい製品を生み出すこ
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とができます。 
予防策の例を挙げます。かつて、ある途

上国の魚の質が悪かったので、その途上

国の魚を EU に輸入したくないという状況

がありました。政治的断絶に発展する可能

性もありましたが、調査によって、売り手と

買い手である EU とその途上国の政府の

間で新しい連携を生みだすことができまし

た。特別な財政金融スキーム、トレーニン

グや教育、様々な器機を使って、魚の中

の重金属を測定し、事態の改善が図られ

ました。この成功をもたらす上で重要だっ

たのは、売り手と買い手が協力して、魚が

その途上国から輸出される前に検査をし

たことです。その結果、輸入禁止は行われ

ず、魚の安全性がきちんと証明されるよう

になったため、今度はヨーロッパがそれを

非常に喜んで受け入れ、逆にその途上国

は 30％も魚の輸出量が増えました。 
つまり、PPP と CSR のメカニズムは危機

の時にも使えます。自然災害は防止できま

せんが、人的な災害は防止できます。 
 ご清聴ありがとうございました。 
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討  議  
 

議長： ヴィンセント・マレ議員 

ザンビア 

 

 

議長： 

 リオさん、示唆に富んだお話をありがとうご

ざいました。ODA の供与が減っていますが、

ドナー国では納税者からのプレッシャーが

あると思います。リオさんが紹介してくださっ

たアプローチを使うことによって、受入国と

途上国の両方において、持続可能な開発

を実行できるのかもしれません。 

それでは、質問を受け付けます。フィリピ

ン、どうぞ。 

 

エドセル・ラグマン議員（フィリピン）： 

 少しひねくれた質問をしたいと思います。

そうすることで概念をよりはっきりさせること

ができると思います。 

まず、市民社会は、国民の大多数の意

見を反映しているとお考えですか。それとも、

少数先鋭のエリート、政府や大企業といっ

た権力を持っている人々の意見を反映して

いるのでしょうか。どのようにお考えでしょう

か？ 国民が最優先という観念わかります

が、それは実際に実行されているのでしょう

か。企業にとって、人々の前に利益が来る

と思います。CSR は、企業の貪欲さの贖罪

というだけではないのですか。 

 

議長： 

 インドの方、どうぞ 

 

K.S. ラオ議員（インド）： 

 リオさんのご発表、大変素晴らしかったで

す。企業の社会的責任がきちんと果たされ

ていれば、世界は問題を抱えることはないと

思います。企業はむしろ自分の利潤追求ば

かりに心をとらわれていると思います。 

リオさんのご提案は、素晴らしいのです

が、防止について少しわからない点があり

ました。魚の輸出は禁止したのに、最後に

は、魚の輸出量が増えたのですよね。それ

はなぜですか？ また、ODA の予算額が減

っているというお話でしたが、これも理由を

教えてください。 

 

議長： 

 リオさんにお答えいただきましょう。 

 

リオ・プラーニング氏（PAI）： 

 非常に鋭い質問をありがとうございます。

例えば会社として（社会的批判に対し）脅威

を感じていることがありような企業の社会的

責任は、実は見せかけだったりすることはあ

ります。企業は全く自分たちの行動を変え

ずに、良く見せかけていうこともあります。や

ってもいないことを報告書に記載する手伝

いを頼まれたこともありました。 

3 点申し上げたいと思います。1 点目は、

CSR として示すときには、グローバルに統一

された定義に基づいていなければなりませ

ん。法律用語でも、何かを証明したいのな

ら、要素がすべて同じ理解に基づいている

かを見ていかなければなりません。そのた

め定義は非常に重要です。定義を統一で

きなければ、先には進めません。 

2 点目に、CSR がうまくいっているかどう

かは、どうしたら分かるでしょうか。報告書を

書いて出版したら成功だというのではないと

思います。本当に成果があったかどうかを

見なければなりません。市民社会で進捗が

あった、雇用が増えた、CSR の結果、社会

の収入が増えたというのであれば、CSR が

成功したといえると思います。確かに企業

は欲深いものかもしれません。収益性を求

めないで企業活動を行うことはありえません。

私も企業を経営していますが、利益がなけ
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れば、給料も払えなくなり、ビジネスを閉鎖

させなければならなくなります。 

ではどこで搾取するか。「搾取」という定

義は何でしょうか。様々な本が書かれてい

ますが、一例として、インドでは女性が搾取

工場で低賃金で働かされ、搾取の対象に

なっており、こうしたことが起きるべきではな

いと書かれています。ただ同時に、女性に

対して、社会に出て、賃金を得て、解放さる

というう議論もありました。それによって賢い

人は事業を始め、適正な形でビジネスを始

めることを証明したというケースがあります。 

西洋諸国の目から見ると受け入れ難い状

況でも、次の開発の段階に行くためには必

要なことなこともあるのかもしれません。同じ

情報で全ての人たちを判断することはでき

ません。元々の状況を見て、透明性を持っ

て伝える必要があります。 

個人的には、人間であれば間違うことも

あると思いますが、成果というものもなけれ

ばならないと思います。フィリピンでもそうし

た成果が出ていると良いのですが。 

 

エドセル・ラグマン議員（フィリピン）： 

もちろん、ビジネスは利益を生まなくてな

りません。そうしなければ、ビジネスを運営

できません。私の質問は、その利益の度合

いかと思います。例えばフィリピンで、石油

関連の企業があります。企業責任と打ち出

していますが、見せかけでしかありません。 

まだ私の最初の質問の答えをいただい

ていませんが、市民社会グループは国民の

大半を代表しているのでしょうか。それとも

政府や企業のエリートで力のある人だけを

代表しているのではないでしょうか。 

 

リオ・プラーニング氏（PAI）： 

 全ての社会はもちろん、それぞれ組織化

する権利を持っています。国連の原則とし

てもそうです。どれくらいうまくできるかを判

断するには、国によって状況が違うので難

しいかもしれません。それぞれの国でも

個々のケースを判断するのは難しいかと思

います。ただ通常、それぞれの国では、法

が不十分だからきちんと実行されないので

はなく、社会がそれを許してしまっていると

いう状況があると思います。つまり、産業の

ガバナンスというより、政府のガバナンスの

問題です。 

私が関わったケースで、状況を改善する

ために何を変えていくべきかを考えると、ま

ず最初に来るのは政府です。政府にガバ

ナンスや透明性がなければ、国民への責

任を果たせないことになります。一旦こうい

ったことが始まると、状況はどんどん悪化し、

歯止めがきかなくなります。その結果として、

おっしゃったように、規制や法律の不正使

用が起こります。それはほとんどの場合、三

権分立が機能せず、それぞれの機関が互

いに牽制できていないからです。皆様は政

治家ですから、私の言っている状況をよくご

存じかと思います。その部分が機能してい

なければ、そこから生み出されるものも構造

的な問題を抱えています。 

おっしゃった問題を見てみると、不正に

利益が生み出されているとしたら、法で解

決をしていかなければなりません。民主的

なプロセスによって、透明性が確保されな

ければなりません。私は新しい組織には、ど

の党派にもコントロールされていないデータ

や経済統計といったものを出してもらうよう

お願いしています。こういった独立した情報

がなければ、適切な、産業界としてどういう

利益を生むのが適切か、もしくは適切では

ないのか判断できません。 

 

エドセル・ラグマン議員（フィリピン）： 

 最後のポイントですが。私の質問は、法的

なインフラではなく、市民組織の中身のこと

です。例えば、小作人は市民社会と思われ

ますか？ 

 

リオ・プラーニング氏（PAI）： 

 もちろんです。 

 

エドセル・ラグマン議員（フィリピン）： 

 こうしたグループ間にはいつも反目がある

と思います。市民社会というのは、労働階級
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や小作農から見ると、社会の上の層の人々

だと思われているからだと思います。 

 

リオ・プラーニング氏（PAI）： 

これも定義の重要性の一つだと思います。

市民組織は、単に業界でもなく政府でもな

い第三者が、市民社会の組織として認識さ

れるでしょう。つまり、生計のために働く人々

のことです。つまりは、都市で生計を立てる

人も農場で生計を立てる人も違いはありま

せん。 

ここで取り上げられている問題は、全体

的なものです。現在は、社会にある問題を

個別に扱うことはできません。全てが重要で

あり、市民社会も一体となって解決しなくて

はなりません。 

インドの方への答えですが、どうして輸入

を禁止したのに、最終的には増加したの

か？ これは問題が、解決への近道だった

例でした。この国では、それまで何年にもわ

たり、深刻な水質の問題がありました。食料

の貯蔵の方法の問題もありました。物流の

問題もありました。こうしたことが長い間問題

になっていました。ある段階で欧州委員会

が、もうこの国からは輸入はしないと言いま

した。結局、問題解決のために、近代化、イ

ノベーション、教育、トレーニング、汚職官

僚の排除が行われました。その結果、近代

化や統制が機能し、魚の品質が向上しまし、

禁輸はすぐに解除されました。かなりの人

的投資や設備投資があり、きれいな水で育

てて管理されるようになったので、需要が増

え、輸出も増加しました。非常に深刻な問

題が起きた結果、解決策を打ち出す行動

につながった例です。 

 利益の上げ方に関してですが、ご存じの

ように、「ホットマネー」と呼ばれる国際金融

市場に流れる投機的な短期資金の問題が

あります。合法的な資金ではあるものの、短

期的に投機し、利益を上げたらすぐに引き

上げてしまうため、通貨危機を引き起こすこ

とがあります。これは非常にひどいシステム

だと思います。ただ、お金を責めることはで

きません。お金が自分の決定権で動いてい

るわけではなく、私たちが関わっています。

これもやはり政府のガバナンスの問題です。

それを許していることが問題なのです。 

政府としては、利益が上がり、税収が上

がれば、喜ばしいことかもしれませんが、し

かし、政府として賢くなければなりません。

結局、短期間な儲けはうまくいかないもので

す。中・長期的な計画を立て、国際資金の

仕組みについても理解をしなければなりま

せん。ギリシャがいい例ですね。脆弱な立

場に置かれないように計画し、実施してい

かなればなりません。 

 

議長： 

 ケニアの方、どうぞ。 

 

フレドリック・オウタ議員（ケニア）： 

 非常に興味深く、CSR に関して様々なこと

を考えさせて下さいました。 

ケニアで 1979 年に、CSR のアプローチで

1 万ヘクタール以上の土地が提供されまし

た。日本が JICA を通して、資金援助を行い

ました。パートナーシップを組んで 1 万エー

カーの土地を利用しようとしましたが、その

後、地域社会の声が取り上げられず、また

JICA の条件は政府対政府のものだったの

で、結局、その地域社会は土地を譲渡して、

代わりに何かを貰えることを期待しました。 

こういった契約は、政府は地域社会を代

表して、受け取り手となっているように見え

ますが、地域社会に対して利益をもたらさな

いことがわかりました。 

こういった事例から、これからも政府間で

取引として行われる中で、ドナーはどのよう

なことを学び、最も良いアプローチとしてど

のような対策をお考えでしょうか。JICA の出

したような条件が付帯すると、地域社会では

どうすることもできません。双方が利得を享

受できる状況にはならず、官僚だけが利得

を得るということを、ドナー側は分かってい

ますでしょうか？ 

 

議長： 

 インドネシア、どうぞ。 
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レディア・アマリア・ハニファ議員（インドネシ

ア）： 

本当に興味深いプレゼンテーションをあ

りがとうございました。1 つ CSR の私の理解

を確認したいと思います。といいますのは、

インドネシアの状況はプレゼンテーションの

内容と実情が少し違っていた気がします。 

社会の発展には、3つの当事者の参加が

必要だと思っています。1 つが公的部門、も

う１つが民間部門、3 つ目がコミュニティで

す。リオさんは利益の話をしていましたが、

直接利益はもたらさなくとも、間接的に利益

をもたらすようなものもあるのでしょうか。私

はあると思うのですが、その場合、そうしたも

のは CSR に入るのでしょうか。もしくは、直

接的な利益だけなのでしょうか。 

第 2 にコミュニティの参加ですが、時にコ

ミュニティをまず発展させてから、その後で

CSR のプログラム、プロジェクトに移るべき

ではないかとという考え方があると思います。

人々は CSR は単なる供与であって、ビジネ

スではないと見るからです。その点につい

てはどう思われますか？ 

 

議長： 

 ベトナムの方、どうぞ。 

 

グエン・ヴァン・ティエン議員（ベトナム）： 

 リオさん、プレゼンテーションありがとうござ

いました。お話を伺うのは 2 度目です。1 度

目はスリランカで講演を伺いました。初めて

伺った時、様々なことを考え、実際に社会

に適応できるのか疑問に思いました。皆、

様々な規則や法律に縛られていますが、お

っしゃったような CSR は法律や規則を飛び

越えたものだからです。 

ご提案いただいたアイディアは、いって

みればマルクスの社会主義的な考えという

気がします。リオさんののおっしゃることは、

友情に基づいた資本主義的な考えが CSR

ということでしょうか。 

 

議長： 

 スリランカ、どうぞ。 

 

ラメシュ・チャミンダ･ベントータ･パティラナ

議員（スリランカ）： 

 プラーニングさん、素晴らしいプレゼンあり

がとうございました。2 つ質問があります。冬

と春という言葉を使ってらっしゃいましたね。

今冬だったら、春には何が起きるのでしょう

か。マクロの視点では、中国、インドが台頭

し、徐々中心が西から東へと移行していま

す。10 年後、20 年後、世界経済はどうなっ

ていくのでしょうか。 

2 つ目の質問は、見せていただいたデー

タでは、中国からの 2002～ 2007 年までの

ODAの支出額ですが、東南アジアで総額2

億 3100 万米ドルとありました。これは正しい

数字ですか？ といいますのは、この期間

スリランカだけでも 1 億ドルを受けています

ので、個人的にこれはおかしいのではない

かと思いました。 

 

リオ・プラーニング氏（PAI）： 

間違っていたら申し訳ございません。た

だ数字は、様々な示唆のためのものです。

ここでは、ODA と他の数字の違いを示した

かったのです。また、こうした数字を正確に

得ることは非常に難しいことがあります。ここ

にある数字は OECD から取った数字だと思

います。問題は、定義が異なれば、差が出

てしまうことです。 

 

議長： 

 では、4 つの質問にお答えください。 

 

リオ・プラーニング氏（PAI）： 

 全て CSR に関する質問で嬉しく思います。

これは本当に重要な問題で、皆様が真剣

に取り組み、最善の対処をする必要があり

ます。批判でもいいのです。批判をすること

で、何をすべきか、必要なことが分かってく

ると思います。 

まず、ケニアの方の質問ですが、政府間

で ODA が行われることによって、市民社会

にとってあまり良くない結果がもたらされて
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いるというお話でした。実際の開発援助の

成果の多くはひどいものです。ある調査に

よれば、全ての ODA の 70％以上が成功せ

ず、プロジェクトが終わるやいなや、不毛の

地が残された援助もあります。その理由に

ついては触れませんが、これは明らかに多

くの ODA のやり方が失敗だという証明だと

思います。ケニアでそういった問題があると

すれば、その 70％の中に入っているのでし

ょう。 

なぜ資金がうまく活用されないのかという

疑問が浮上しますが、それは一般家計でも

言えることです。お金を様々なことに支出し

ますが、賢く使うこともあれば、そうでないこ

もあります。70％を浪費したということは、

70%は賢く使えなかったということです。そう

した愚かさは人間が行うもので、それを追跡

して是正する方法は、民主的なシステムに

他なりません。コントロール、透明性、情報

獲得によってのみです。罪はいつでも起こ

りえますが、大事なのは、その問題を特定し、

それをいかに把握して、是正するかだと思

います。 

お手元の資料にあるのは、どのようにして

ODA の当事者を統合できるかというモデル

ですが、モデルそのものは非常にバランス

がとれていて、それぞれの当事者に均等な

権利を配分しています。つまり、ある程度透

明性があるということです。政府間の ODA

ですと、そういったことがなかなかありません。

全ての当事者が関わり、互いに何が起きて

いるかを把握してれば、バランスのとれた、

透明性の高い関係を構築できるでしょう。こ

れでお答えになりましたでしょうか。 

 

フレドリック・オウタ議員（ケニア）： 

 ドナー国にはどのようなアドバイスをして

いるのでしょうか。70％の ODA がうまくいか

なかったのですよね。 

 

リオ・プラーニング氏（PAI）： 

 これはオランダ国家政策科学評議会の調

査です。 

 

フレドリック・オウタ議員（ケニア）： 

ドナー国は変わろうとしていません。今も

政府間の様々な取り決めがどんどん行われ

ています。70％の失敗という数字があるにも

関わらず、なぜドナー国は政府間の ODA

を行って、納税者のお金を無駄遣いするの

でしょうか。あなたは様々な国と仕事をされ

ていますが、日本政府に対して ODA の使

い道についてアドバイスを与えましたか？  

 

リオ・プラーニング氏（PAI）： 

 いえ、日本にはアドバイスしていません。

日本の政治家に友達は大勢いますので、

日本のことをより良く理解しようと努めていま

すが、日本人ではないので、なかなか簡単

ではありません。他の国でも同様です。私

にはインドネシア、オランダ、フランス、ドイ

ツ、中国と様々な血が入っています。もしど

こかの国を批判するとすれば、全ての批判

をあえて受けようと思いますし、称賛があれ

ばそれも受けたいと思います。 

ODA についての答えは、ガバナンス、統

治、透明性、チェックが必要だということで

す。そうすることによってのみ、資金がきち

んと使われ、説明責任がシステムの中に組

み込まれます。確かにインドネシアには異

なった定義があるかもしれませんが、公式

の定義は、インドネシアにもまだありません。

またインドネシアには CSR 法がありますが、

それを運用するための法はありません。そ

のため、まだ機能していません。 

CSR では、即座に利益を得られなくても

別に問題はありません。なぜなら、企業は、

社会に投資をする場合は、サービスや物を

直接的にすぐに作るというだけではなく、

人々のトレーニングや教育に投資します。

最初は投資から始まります。商品が売れた

時に、初めて投資のリターンがあります。長

期的な投資もありますので、即座に利益を

得るだけではありません。 

インドネシアの大学が、産業界の資金が

どのように社会に投資されているかを調査

しました。保健、教育、環境等な分野を見ま

したが、一番大きな成果があったのは、教
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育分野という調査結果でした。教育はもち

ろんながら、翌日にすぐに見返りがあるわけ

ではありませんよね。 

 

議長：  

 時間が迫ってきたので、結論に入ってい

ただけますか？ 

 

リオ・プラーニング氏（PAI）： 

 それでは、マクロ経済の見通しについて

触れさせてください。経済の状況は、再均

衡しようとしています。経済が混迷すると、し

ばらくすると落ち着くための作用が働きます。

現在は非常に様々な面でバランスを欠いて

いる状況です。しかし、しばらくすれば、自

然にバランスが戻り、結果として、こうした再

均衡の過程に関わった関係者たちは、自

然に自分たちの役割を見出すことになるで

しょう。 

 

ラメシュ・チャミンダ･ベントータ･パティラナ

議員（スリランカ）： 

 もう少し具体的に言ってください。 

 

リオ・プラーニング氏（PAI）： 

 CSR が法律の外にあることについて、一

言申し上げたいのですが、CSR はやはり法

の下にあるべきです。CSR とは、企業の責

任です。もし企業に何かをするように命令し

始めるとしたら、それはもはや民主主義、自

由経済の国ではありません。企業は自分た

ちで決めて実施しなければなりません。企

業に命令するのではなく、企業が自らの利

益になるから、正しいことをする、というよう

になるべきです。正しいことをやらなければ、

人々から非難され、事業はうまくいかなくな

るでしょう。 

 

楠本修事務局長・常務理事（APDA）： 

 ありがとうございました。リオさんのプレゼ

ンテーションは、ここ 3 日間のディスカッショ

ンと少しテーマが違っていましたが、リオさ

んは ODA の将来性についての懸念を持っ

ており、私たちと見解を共有しています。こ

れから先進国は厳しい局面に入っています

が、資金を見つけなくてはなりません。リオ

さんがそうした資金についての可能性を示

唆してくれました。これはまた別の専門的な

機会に詳しく議論すべきことでしょう。ありが

とうございました。 

 

議長：  

 積極的なご参加、誠にありがとうございま

した。 
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セッション 10  

「具体的な対策に向けた結論と提言」討議と採択 
 
 

議長： フレドリック・オウタ 議員 
ケニア 

 
 
 

セッション 10 ではフレドリック・オウタ議員の議事のもと、「具体的な対策に向けた結論と提

言」に向けた討議が行われ、満場一致で採択された。 
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閉 会 式 
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挨  拶  

 

生方幸夫 衆議院議員 
JPFP 副会長 

 
 

ご参会の皆様、3 日間にわたる討議、本

当にお疲れ様でした。大変有意義な論議

が展開されたこと嬉しく思います。本日は

福田康夫会長が公務のため参加できない

ため、国際人口問題議員懇談会を代表し、

閉会のご挨拶を申し上げます。 
国際人口問題懇談会は、世界で初めて

の人口と開発に関する超党派の議連とし

て、人口分野への ODA 拠出を支えてきま

した。しかし厳しい財政状況の中、残念な

ことに、2000 年を境に日本の ODA は削減

を余儀なくされてきました。ODA 急減の中

で、人口分野も強い影響を受けています。

私たちとしましても、1 日も早く ODA が再

度強化されるように努力をすることをお約

束いたします。 
さて、幸いなことに、これまでの先輩たち

の努力で、世界中に多くの超党派の国内

委員会が設立されました。これは私たちに

とって財産です。この財産をうまく活用して

いかなければなりません。地球規模的な課

題に対して、先進国と途上国の国会議員

が手をつなぎ、いかに具体的に行動する

かを考えたとき、国民の代表としての国会

議員がその果たすべき役割を果たす仕組

みを作ることは、極めて重要なことと考えて

います。 
このプロジェクトの当初の目的としては

ODA に関する、デファクト・スタンダードを

作ることでしたが、3 年間の討議の結果が

生み出したものは、それよりもはるかに深

い、実際的なシステム構築のアイディアで

あったと思います。 
かなり野心的で、現代社会の諸問題に

深く切り込む、学問的に非常に難しい課

題に熱心に取り組んでくださった皆様方の

熱意と献身に改めて感謝を申し上げます。

ぜひ帰国されてからも、ここでの成果を立

法措置や制度構築にご活用いただきたい

と思います。 
日本の国際人口問題懇談会でも、改め

てこの問題を採り上げ、先進国として成す

べきことを検討し、この成果を現実の開発

分野の改善につなげられるよう努力してま

いりたいと思います。主催者として皆様の

ご貢献に感謝し、これを機会により一層の

実質的な連携が構築できるよう、努力して

まいりたいと思います。 
ご帰国がよい旅になりますよう祈念して、

閉会のご挨拶といたします。 
ありがとうございました。 
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挨  拶  
 

フレドリック・オウタ 議員 
ケニア 

 
 

アフリカの議員を代表し、APDA の皆様

に心から、この 3 年間、このような機会を与

えてくださったことに御礼申し上げます。多

くの知識をいただいたおかげで、それぞれ

の国に戻り、私たちは ODA プロジェクトの

活用を改善することができると思います。 
この 3 年間、私たちは日本を母国のよう

に思ってきました。スタッフの皆様から受け

たおもてなしを心から感謝し、神のご加護

がありますようお祈りいたします。また今回、

日本が大震災に見舞われたことを心から

お悔やみ申し上げます。アフリカの国々の

心は日本と共にあります。 
様々な機会において、日本は私たちに

手を差し伸べてくださいました。ODA が必

要な時に、日本は私たちを助けてください

ました。日本は、ODA 供与の際に、条件

付けをしない国の一つです。だから私たち

は、毎年ここ日本に来ることを楽しみして

います。そして、私はアフリカの国の人間と

して来るのではなく、グローバルな市民とし

て日本に来ています。日本の日本の国民

の皆様にアフリカの真の友人になっていた

だきたいと願っています。いつでも日本の

皆様を歓迎したいと思います。 
この閉会式が終了するにあたり、私たち

からのお願いは、ぜひこのワークショップを

これからも続けていただきたいということで

す。私はこれまで 3 年間、このワークショッ

プに参加してきましたが、まだまだ道半ば

だと感じました。学んだことをアフリカで活

かすためには、訓練や教育が必要だと思

っています。ぜひ福田先生にお願いした

いと思います。そして、こうした支援がこれ

からも継続されることを願っています。 
ガーナ、シエラレオネ、ザンビアの国々、

また以前参加したウガンダやタンザニアと

いったアフリカの国々の皆様にも感謝申し

上げます。アジアの同胞の皆様の積極的

なご参加にも心から感謝をしたいと思いま

す。アフリカに戻りましたら、ガーナ、ウガン

ダやアフリカの全ての国々に、皆様のこと

をお伝えしたいと思います。 
繰り返しになりますが、APDA がこれか

らもこの問題に取り組み続け、アフリカ地

域フォーラムを再活性化し、事務局を機能

させ、アフリカで ODA 問題について積極

的に話し合うような場を設けていただけた

らと思います。 
ありがとうございました。 
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挨  拶  
 

エドセル・ラグマン 議員 

PLCPD 議長／AFPPD 副事務総長 

フィリピン 
 

 
この 3 日間、会議では突然議長の指名を

受け、突然スピーチを頼まれました。これか

ら人口・開発問題でも、突然援助が決まっ

て、それが拠出されることがあればと期待し

ています。 
さて、この「人口・開発分野 ODA 実施に

おける説明責任の向上に向けた国会議員

能力構築プロジェクト- Part Ⅲ」は素晴らし

いワークショップであったと思います。オウタ

議員が最初のレセプションの際にも述べて

いましたが、こうしたプロジェクの継続性が

非常に重要だと思います。Part 4、Part 5、

Part 6 と続いていくことができれば、オウタ議

員が皆勤賞の記録を更新ができるのではと

期待しています。 
このような会議は、これで終わりにしてし

まうのではなく、また再開していただきたい

と思います。自分たちが決議したことが実際

に実行される上で、こうした会議の継続が

必要だと思います。 
源教授のプレゼンテーションの中で、

ODA の介入は、受入国の開発計画とは一

貫性があり、補完的であり、それをサポート

するものでなくてはいけないというお話があ

りましたが、私もその点を強調したいと思い

ます。 
ODA プロジェクトにおける議員の役割は、

非常に重要です。政策立案においても、

ODA を交渉・実施している行政府を監視す

る上でも、ODA の全ての段階においてその

有効性を検証する上でも、必須です。 
財政的・経済的な困難にも関わらず、日

本の継続的な ODA 支援に深く感謝してい

ます。また、この会合に参加してくださった

皆様、積極的なご参加ありがとうございまし

た。またこの会議の主催者の皆様、このよう

な機会を与えていただいて本当にありがとう

ございました。フィリピンの言葉で、「サラマ

ポ」と申し上げて、私のご挨拶とさせていた

だきます。 
ありがとうございました。 
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閉会挨拶 
 

広中和歌子 
 前参議院議員・APDA 副理事長 

 
 

3 日間にわたる熱心なご討議、お疲れ

様でした。主催した公益財団法人アジア

人口・開発協会を代表し、皆様にお礼を

申し上げます。参加者の中には、3 年間皆

勤の方もいらっしゃるとのことで、本当に感

謝しています。 
この事業は、いかにしたら ODA の支援

を拡大できるか、国会議員が果たすべき

役割は何か、南北間の協力を推進するた

めに必要な透明性や説明責任をいかに果

たすか、という問題意識で構築されたプロ

グラムです。内容として、 
・ ODA とは何か 
・ ODA プログラムの構築と評価 
・ 法とは何か 
・ 法化社会における法の趣旨論と運用 
・ 国民の代表としての国会議員 
・ 立法者としての国会議員 
・ 評価・監査の複雑性の進展とコンプラ

イアンス 
・ コンプライアンスの確立と妥当性 
・ 複雑性の拡大と縮減 
・ 官僚制と国会議員 
等を協議いたしました。 

このプログラムは、ODA という課題を検

討することで、国民の代表として、立法者と

して、国会議員が直面する様々な課題、

現代社会が直面する様々な難問と向き合

うプログラムであったと感じています。 
このプログラムを実施することで、ある意

味では誰も答えを出していない難解な分

野に国会議員が真正面から取り組み、こ

れらを解決する手段として、先進国、途上

国の国会議員が、共に選挙区民に説明責

任を果たせるメカニズムについて提案する

ことができました。 

学問の世界でも十分に取り組まれてい

ない分野に、国会議員自らが取り組み、答

えを出したという意味で、画期的なプログ

ラムとなったと自負しています。ご参加の

皆様の熱意こそがプロジェクトを成功する

原動力であったと、主催者として深く感謝

しています。 
ここで得られた成果を実現することは、

国会議員が自らの役割を果たすことであり

ます。各国において、自らの文化、伝統、

国の状況に適合した形や方法で、国民の

ODA や国家の開発計画への参加を促す

ことであり、そうすることで、自らの手でその

開発を改善することにつながると思います。

先進国と途上国がこの方法を共通して実

現することができれば、真の意味で先進国

と途上国が手をつなぎ、地球市民として同

じ目標を目指し、活動することができると考

えています。 
 今日で 3 年間のプログラムは終了ですが、

これから私たちの本当のプロジェクトが始

まると考えています。事務局としても、この

活動をフォローアップすべく、準備をして

います。国会議員が開発協力において実

際的な役割を果たすことで、私たちの住む

この世界が改善に向かうと信じています。

皆様の国で少しでもこの成果がいかされ

れば、主催者としてこれ以上の喜びはあり

ません。少ないスタッフの中で、何かとご不

便をおかけしたと思います。お許しいただ

き、また新たな機会でお目にかかれること

を期待しています。 
皆様のご協力に改めて感謝を申し上げ、

新たなスタートを踏み出していただきたい

とお願い申し上げます。 
 ありがとうございました。 
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人口・開発分野 ODA 実施における説明責任の向上に向けた 

国会議員能力構築プロジェクト-Part III 
 

2011 年 10 月 27 日 

日本・東京 

  

具体的な対策に向けた結論と提言 
 

 

1. 援助供与国・受入国の国会議員は、以下の対策を行う 

1.1 効果的な ODA のためには、適切なガバナンス、法令遵守や政策との整合性、透明性、説明

責任が確保されなければならず、そのためには国会議員の関与が不可欠であるという理解を

政府と共有する。 

1.2 ODA プロセスにおいて、必要な時に適切な情報が入手でき、必要な場合には ODA プログラ

ムの調整・改善・修正へのニーズに対応できるように、権限委譲を進め、複雑性を縮減する

制度的枠組みを構築する。 

1.3 ODA プロセスに関する立法整備を進め、（担当者の）義務、権限、責任並びに職権の限界を

定義することで職務分掌の範囲を明確にする。 

1.4 より多くの権限を現地の担当官に委譲し、管理を分権化する 

(1) （国際公会計基準における公認会計士の免責規定に準じ）酌量すべき事由がある場合

には、免責規定を設ける 

(2) 権限を委任された現地担当官は、適切に情報をまとめ、複雑性を縮減し、その職責に

応じた説明を行う責任を持つ 

(3) 権限を委任された現地の担当官によってまとめられた情報を、国会議員を含む関係者

が利用できるようにする 

1.5 ODA の枠組みを理解することで、ODA プロセスを検証し、ODA 評価・監査における費用対

効果や費用効率性といった経済評価を検討し、妥当性の原則に基づいて改善する 

1.6 地球規模課題に関わる ODA の情報を入手・利用し、地球市民としての国民の意識を高める 

1.7 ODA 予算が縮小していることから、官民連携（PPP）や企業の社会的責任（CSR）を組み合わ

せ、開発資金を動員する代替案を検討する 

 

2. 援助受入国の国会議員は、以下の対策を行う 

2.1 ODA プログラム実施に用いられる PCM と PDM 手法を理解し、適切なガバナンスと透明性、

説明責任を確保する 

2.2 ODA 評価は、批判のためではなく改善に向けたものであり、ODA は国の開発と福祉のため

に実施されていることを認識する 

2.3 国会議員が ODA プロセスに関与することは、人々のニーズを理解し、国の開発を達成する

上で非常に重要であることを政府に示す 

2.4 入手したODAに関する情報を活用し、人々のニーズに基づいた政策立案を行うよう、政府に

勧める 
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2.5 人口と開発に関する国会議員ネットワークを促進・活用することで、援助供与国と協議し、提

言を行う 

 

3. 援助供与国の国会議員は、以下の対策を行う 

3.1 援助供与機関に対して、現地実施機関に権限を委譲するよう勧告する。そうすることで、必要

な時に適切な情報を利用することができるようになり、ODA プログラムの調整・改善・修正がよ

り容易に可能なものとなり、法令遵守における複雑性の縮減が促進される 

3.2 ODA に関する情報を活用して、国民に ODA 効果を理解してもらい、支援を広げる 

3.3 人口と開発に関する国会議員ネットワークを促進・活用することで、援助受入国からのフィー

ドバックを受け、必要があれば政府や援助供与機関に提言を行う 

3.4 ODA 全体における人口・開発分野の割合が（適切なものとなるよう）検証し、贈与ベースの割

合を増やす 

 

4. 援助供与国の政府・援助供与機関は、以下を行うべきである 

4.1 ODA の資金枠組みを明確・簡潔にする 

4.2 国際的な援助協調を促進する 

4.3 援助受入国で事業を実施する援助機関のウェブサイトで、ODA プロジェクトの詳細を公開す

る（英語） 

4.4 ODA プロセスにおける職務分掌範囲、権限、責任を明確にする 

4.5 現地のプロジェクト担当官に権限を委譲し、ODA プログラムの調整・改善・修正へのニーズに

速やかに対応できるようにする 

4.6 （国際公会計基準における公認会計士の免責規定に準じ）酌量すべき事由がある場合には、

担当官に対して免責規定を設ける 

4.7 ODA の妥当性を高めるために、実施機関と密接に協議を行う 

4.8 実施機関に求める基準を、ドナー機関の基準と同一にする（単位単価など） 

 

5. 上記対策が実施された場合に期待される成果 

5.1 国会議員が支援国・受入国双方の国民のニーズを満たし、ODA プログラムの改善に関わる

ことができるようになる 

5.2 援助供与国・受入国両方において、ODA が適切なガバナンス、透明性、説明責任、民主的

なシステムの一端を担う 

5.3 援助供与国・受入国双方の国民が、ODA の成果と課題を共有し、地球市民としてこうした問

題に共に協力して対処する 

 

国会議員の ODA に対する関心を持続させ、各国の ODA プロセスにおいて、重要な役割を担うため

には、国会議員が十分な情報を確実に得ることができ、ODA の擁護者・推進者となることが必要であ

る。そのために我々13 カ国から参集した国会議員は、アジア人口・開発協会（APDA）によって実施さ

れた「人口・開発分野 ODA 実施における説明責任の向上に向けた国会議員能力構築プロジェクト」

を今後も継続し、持続させることを決議する。 
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